
 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

・スクールカウンセラーの配置を通して、いじめや不登校など、児童生徒の心のあり方と深いかかわりがあ

る問題に対応できる教育相談体制を構築し、子どもの健全な心の育成を図る。 

・中学校区に同一のスクールカウンセラーを配置することにより、小中連携のもと、途切れのない支援を行

い、スクールカウンセラーの専門性を活用することにより、いじめや暴力行為等の問題行動、不登校など、

児童生徒を取り巻くさまざまな課題に対して、未然防止、早期発見・早期対応を図る。 

・児童生徒のいじめや暴力行為等の問題行動、不登校の背景には、心理的、環境的にさまざまな要因が考え

られることから、状況に応じてスクールソーシャルワーカーと連携し、関係機関につなぐなど、効果的に

チームでの支援を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・児童生徒が安心して学べる環境づくりを推進するため、中学校区を１単位としてスクールカウンセラーを

配置する。このことにより、小中学校間の途切れのない支援や地域の福祉等関係機関との連携を進め、教

育相談の充実・活性化を図る。 

また、校区の実情に合わせ、校区内で配当時間の弾力的な運用を図る。 

・スクールカウンセラーが小中学校間のパイプ役となり、丁寧な引継ぎや入学後のケアを行うことにより、

中１ギャップによる中学校１年生での増加率が高い不登校や問題行動等の減少を図る。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態 

 ＜配置校数＞ 

小学校    ３３４校 

中学校    １５６校 

高等学校    ３６校 

 ＜資格＞ 

   スクールカウンセラー 

     ①臨床心理士  ６９人 

     ②精神科医    ０人 

     ③大学教授等   ２人 

   スクールカウンセラーに準ずる者 

     ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有する者         ８人 

     ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者      ３３人 

＜主な勤務形態＞ 

   ・単独校配置  小学校    ２校   （６時間×３１週） 

中学校   １８校   （６時間×３０週） 

           高等学校  ３６校   （５時間×３２週）（７時間×３７週）（７時間×４２週） 

   ・拠点校配置  中学校区 １３８中学校区（４時間×１９週～７時間×７２週） 

・小小配置          ２（４校）（６時間×３０週） 

 

三重県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

新規任用スクールカウンセラー対象（第１回）、全スクールカウンセラー対象（第２回、第３回） 

 

（２）研修回数（頻度） 

計３回 

 

（３）研修内容 

○第１回研修会 

講義 「スクールカウンセラーの役割と具体的な取組」 

（講師）三重県スクールカウンセラースーパーバイザー 

○第２回研修会 

     講義 「チームによる支援について」  

（講師）三重県教育委員会事務局 研修企画・支援課 教育相談班 班長 

     報告 「宮城県及び熊本県におけるスクールカウンセリングの状況」 

     （報告者）三重県任用スクールカウンセラー 

○第３回研修会 

・講義 「スクールカウンセラーの専門性の向上について」 

     （講師）三重県スクールカウンセラースーパーバイザー 

    ・全てのスクールカウンセラーを対象に面談を実施し、必要に応じて指導・助言を行った。 

 

 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   第２回研修会「チームによる支援について」に参加したスクールカウンセラーからは、下記のような感想

が多く寄せられた。 

・子どもの貧困の状況や関連施策、関係機関との連携のとり方などが参考になった。 

・講師が普段、教員の研修を多く企画していることもあり、教員研修でどのようなことを重点的に伝えてい

るかという話があり、教員の考えや立場がよくわかり、ＳＣの動きや介入の仕方を考えるヒントになった。 

・教員ひとりで抱え込まないのと同じで、ＳＣひとりでも抱え込むことがないよう、チームでの支援を意識

して動こうと改めて思いました。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 ： 有（１名） 

○活用方法   ： 県教育委員会事務局に配置 

スクールカウンセラーの要請に応じてのスーパーバイズ 

緊急事態が生じた際の対応              等 

 

（６）課題 

  ・スクールカウンセラーに求められる学校現場のニーズに応じた研修内容の選定 

  ・限られた時間の中で、人材育成、資質向上を図るための研修内容の充実 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】ＳＳＷ及び関係機関との連携に係る活用事例（③） 

   暴力行為等の問題行動がある中学３年生徒に対し、ＳＣが面談を行った。保護者の失職や暴力が当該生徒

の行動に影響を及ぼしている可能性をＳＣから校長に報告した。校長は市町教育委員会を通じ、県教育委員

会にＳＳＷの派遣要請を行った。 

 ＳＳＷは、児童相談所や地域の福祉機関との連携のもとケース会議を繰り返した。失職した保護者の就労

支援を進め、児童相談所との連携のもと、保護者への指導を行った。併せてＳＣが、当該生徒への心のケア

を継続して取り組み、暴力行為が減少した。 

 

【事例２】子どもへの適切な学習環境の整備に係る活用事例（⑫） 

   小学校児童の保護者より、学習面での困難は感じられないが、保護者の話が理解できていないという相談

を受け、ＳＣによるカウンセリングにつなげた。ＳＣは、発達検査の結果と当該児童の観察から、母親に対

応の手立てをアドバイスするとともに、担任と連携して、座席の配置や予定帳の扱い方、宿題忘れ等への声

掛けなど、具体的な支援措置を行った。 

 

【事例３】高等学校での教育プログラム実施に係る活用事例（⑯） 

   １学年の６クラスを対象に、ＳＣを講師としてアサーショントレーニング講座を実施した。ＳＣからアサ

ーションについて説明を受けた後、４人グループで演習と話し合いを行い、結果を発表しクラスで共有した。

授業後、１学年の教職員がＳＣとともに講座の指導案検討を行い、２回目の講座を実施した。 

 
 
【４】成果と今後の課題 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ○スクールカウンセラーが関わって好ましい変化が見られた児童生徒数（平成２８年度） 

小学校：２，６９３人（４９．４％） 

中学校：１，７８４人（５７．７％） 

高等学校：  ４８５人（５８．５％） 

  ○スクールカウンセラーへの相談件数 

   ・全小中高等学校 平成２６年度 ４９，２６７件 

平成２７年度 ５３，８０７件 

平成２８年度 ５４，９２７件 

○児童生徒の支援のために行った取組（平成２８年度） 

   ・ケース会議や研修会等  小中学校及び高等学校 １，６１５回 

   ・教育プログラム（授業等への参加） 小中学校及び高等学校 １，１７５回 

○教育相談体制の充実 

   ・中学校区での事例検討やケース会議、研修会の開催 

   ・中学校区における児童生徒についての情報共有による、途切れのない支援 

   ・中学校区における配当時間の弾力的・効果的な運用 

○小中学校の連携の強化 

   ・支援の必要な児童生徒や兄弟姉妹関係についての情報共有を行うことによる、効果的な支援や不登校の

未然防止 

・小学校から中学校への進学時における引き継ぎ等への支援により、中学校における早期の受け入れ体制

の構築 

   ・スクールカウンセラーが中学校への架け橋的役割となり、６年生児童の中学校進学への不安の緩和 

○専門性の活用 

   ・中学校区での合同研修会の実施による児童生徒理解の共通認識 

   ・中学校区不登校対策委員会での情報共有による家庭訪問や適切な声かけ等 

   ・小学校段階からの不登校への早期対応、未然防止 



 

 

（２）今後の課題 

○学校からのニーズに対応するため配置時間を拡充する。 

  ○専門性の高い人材を確保する。 

  ○各校のコーディネーターの人材育成する。 

○中学校区内で課題を共有できる体制をつくる。 

○スクールソーシャルワーカーや関係機関等と連携して、効果的なチーム支援を進める。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校等児童生徒やいじめをはじめとする問題行動等の対応にあたっては、学校におけるカウンセリング機能の充

実を図ることがきわめて重要になっている。 

 このため、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラー（以下「ＳＣ」）を公

立小学校・中学校、県立中学校・高等学校等に配置・派遣し、教員の資質向上と児童生徒の諸課題の解決に資する。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

 原則として、全ての公立中学校および県立中学校・高等学校に配置する。小学校では重点配置校を除き、中学校に

配置されたＳＣを派遣する。その他、緊急事案の対応等では、スクールカウンセラースーパーバイザーを中心に当該

校に緊急派遣する。採用については、滋賀県の関係団体と協力して実施している。 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態 

ア. 配置校数 

小学校             ２２３校 

中学校              ９９校 

高等学校             ４８校 

イ. 資格 

（１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士  73 人 

   ②精神科医    ０人 

   ③大学教授等    ０人 

（２）ＳＣに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の 

経験を有する者     ３人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年 

以上の経験を有する者  ４人 

③医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者 

                ０人 

ウ. 勤務形態 

   ・単独校   ４８高等学校   高等学校重点配置校９校（月４回・１回３時間程度） 

                 一般校 39 校（月３回・１回３時間程度） 

         ※中高一貫校３校は中学校と高等学校あわせて時間を配分し、中学校で計上している。 

  ・単独校  ２０小学校    小学校重点配置校（月２回・１回３時間程度） 

  ・拠点校  ９９中学校    中学校常駐校４校（週５日・１日４時間程度） 

                 小中連携校８校（月９回～１２回・１回３時間程度） 

                 一般校（月２回・１回２時間程度～月５回・１回４時間程度） 

                 ※中学校の一般校は生徒数や課題等を考慮して配置時間を決定 

  ・対象校 ２０３小学校    対象校：中学校から域内の小学校派遣（年６年時間以上） 

                 ※小中連携校は一般校より多く小学校にＳＣを派遣 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

滋賀県教育委員会 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例 

（１）研修対象 

   全てのＳＣ、各校ＳＣ担当教員（コーディネーター） 

（２）研修回数（頻度） 

   ＳＣは年２回、ＳＣ担当教員は年１回  

（３）研修内容 

・１回目＜４月＞（ＳＣ担当教員の研修会を兼ねる） 

①「スクールカウンセラーの仕事」（講義）  

○ＳＣの役割 ○ＳＣと生徒指導 ○教育相談 ○社会的資源を生かす  

○心理教育（心理授業）の有効性 ○コーディネーターとの連携 ○学校コミュニティとの関わり方  

○異なる専門家との協議  等 

   ②「スクールカンセラーと協働した、児童生徒への効果的な支援について」（グループ協議） 

○各校の取り組みについて（意見交換） 

○各校における効果的な支援について（ＳＣとＳＣ担当者の協議） 

・２回目＜８月＞ 

「学校における児童生徒の自殺予防」 （講義） 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ＳＣの活動内容等について研修会を行い、ＳＣの役割や教員とのコンサルテーションの重要性を再確認するとと

もに、実践に活かすことができた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 あり 

○活用方法 

 ・県内の４地域に２人ずつＳＶを割当て、各担当地域で発生した問題行動等を中心に緊急対応を行う。ＳＶが担当 

する地域の新規採用ＳＣ等への助言・援助や県教育委員会への事業に対する助言・提言を行ったりする。また、 

研修会の講師を務めたりしている。 

（６）課題 

 ・ＳＣやＳＣ担当教員の研修のさらなる充実について必要性を感じているが、予算や多忙化の問題もあり、研 

修会の拡充（研修内容や回数）が難しいところがある。 

【事例１】不登校のための活用事例（①） 

・情緒不安・摂食障害などが顕著になり、不安から泣き出したりして教室に居られなくなることがたびたび起こる。

母子それぞれがＳＣとの面接を受け、医療にもつなげることができた。また、ＳＣにケース会議にも参加してもらい、

その場で共通理解をはかった。その後、学年の先生方を中心とした手厚いサポートにより、教室復帰できた。本人と

面談を重ねる中で、自分の気持ちを口に出せるようになり、両親にも自分の口で将来の希望を話せるようになった。 

 

【事例２】性的被害のための活用事例 

・児童生徒から「ＳＣに相談したい」との申し出があり、ＳＣが面談をした。ＳＣは内容を学校に報告し、ケース会 

議を開き「性的な被害」と判断した。児童生徒とは継続して面談を行うことや保護者に連絡をすることを確認した。 

保護者には、学校の教育相談体制や関係機関に相談すること等を伝えた。 

【事例３】心理授業の活用事例（⑯） 

 ・中学校１年生を対象に、心理授業を実施。対人関係を築きにくい課題がみられたため１年生にアサーショントレー

ニングをＳＣと教師が協力して実施した。生徒の感想や質問等に対してもＳＣからコメントを回答した。その結果、



【４】成果と今後の課題 

自己表現についての理解が深まり、非攻撃的な自己主張によるコミュニケーションが見られるようになった。 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

・ＳＣ等活用事業が定着し、相談人数は平成 27 年度 28,216 人、平成 28 年度 29,987 人と増加傾向にある。ＳＣの存

在や役割が認知された効果が表れている。 

 

・ＳＣが関わった不登校児童生徒のうち、好転した割合が平成 27 年度は 79.9％、平成 28 年度は 82.6％と増加した。 

 

・小学校重点配置校として平成 27 年度は 15 校、平成 28 年度は 20 校と拡充を図った。より早い段階（小学校低学年）

での問題行動や、不登校の対応が可能となった。 

 

・小学校重点配置校での在籍児童 1000 人当たりの暴力件数は、 

平成 26 年度 1.49 が、平成 28 年度 0.85 とりなり、0.64 ポイント減少した。 

 

 

・小学校重点配置校での不登校在籍率は、 

平成 26 年度 0.60％が、平成 28 年度 0.43％となり、0.17 ポイント減少した。 

 

 

・中学校常駐校での在籍生徒 1000 人当たりの暴力件数は、 

平成 24 年度 10.58 が、平成 28 年度 8.40 となり、2.18 ポイント減少した。 

 

 

・中学校常駐校で不登校在籍率は、 

平成 24 年度 2.94％、平成 28 年度 2.45％なり、0.49 ポイント減少した。 

 

 

・小中連携校での在籍生徒 1000 人当たりの暴力件数は、 

平成 26 年度 13.18 が、平成 28 年度 9.56 とりなり、3.62 ポイント減少した。 

 

 

・小中連携校での不登校在籍率は、 

平成 26 年度 3.15％が、平成 28 年度 3.00％となり、0.15 ポイント減少した。 

 

 

 

（２）今後の課題 

・上記のとおりＳＣ等活用事業を推進していく中で、いじめや不登校、虐待や発達に課題を抱える子どもへの対応等

に対して、ＳＣの支援・助言が必要とされるケースは多く、児童生徒や保護者、教員のニーズに応えるために配置時

間数を増加するなど予算の確保が課題である。 

 また、限られた予算の中でより効果を上げる為に、ＳＣによる校内研修やケース会議等を通じて教員の力量を高め、

暴力行為の発生件数（１０００人率）

H26 H28

小学校重点配置 1.49 0.85

滋賀県小学校平均 1.78 2.14

不登校在籍率（１００人率）

H26 H28

小学校重点配置 0.60 0.43

滋賀県小学校平均 0.48 0.49

暴力行為の発生件数（１０００人率）

H24 H28

中学校常駐校 10.58 8.40

滋賀県中学校平均 8.00 10.99

不登校在籍率（１００人率）

H24 H28

中学校常駐校 2.94 2.45

滋賀県中学校平均 2.67 2.79

暴力行為の発生件数（１０００人率）

H26 H28

小中連携校 13.18 9.56

滋賀県中学校平均 11.04 10.99

不登校在籍率（１００人率）

H26 H28

小中連携校（８校） 3.15 3.00

滋賀県中学校平均 2.54 2.79



 

教員自身が児童生徒や保護者への支援を的確に行えるようにしていくことと、より早い段階（小学校低学年）でのＳ

Ｃ活用を考えていく必要がある。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   小・中学校等に臨床心理に関して高度な専門的な知識及び経験を有する者をスクールカウンセラーとして

配置し、学校における教育相談機能の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   市内の各拠点校から対象校への派遣を行い、市内小・中学校にスクールカウンセラーの計画的配置（派遣） 

が行われるように、市町(組合)教育委員会で調整をしている。府立の高等学校及び特別支援学校については、 

府教育委員会の担当課で調整している。 

 スクールカウンセラーの採用に関して、新規採用者の他、小・中学校に配置するスクールカウンセラーに

ついては同一校に継続して３年勤務した者を対象に、また府立高等学校・特別支援学校に配置するスクール

カウンセラーについては毎年、面接を実施している。 

また、スクールカウンセラーの専門性の確保と維持のため、スクールカウンセラースーパーバイザー制度 

を導入し、経験豊かな６名のスーパーバイザーを登録して、スクールカウンセラーの後方支援に当たってい

る。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

【配置校数】 小学校   １８８校 

中学校    ９７校 

高等学校   ４７校 

特別支援学校  ５校 

 

【資格】（１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士 １１１人 

②精神科医    ０人 

③大学教授等   ０人 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

  なし 

【主な勤務形態】単独校 １３中学校 （週１日・１回８時間） 

７小学校 （週１日・１回８時間） 

                ４５高等学校（週２日・１回４時間） 

            拠点校 ８４中学校      対象校   ０中学校  （週１日・１回８時間） 

            拠点校 ２０小学校      対象校 １８３小学校  （週１日・１回８時間） 

            拠点校    ０高等学校     対象校      ２高等学校（週２日・１回４時間） 

            拠点校  １特別支援学校   対象校     ４特別支援学校（週２日・１回４時間） 

 

 

 

 

 

京都府教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

（１）研修対象 

スクールカウンセラー、スクールカウンセラー配置校担当教員（教育相談担当教員、コーディネー

ター等） 

 

（２）研修回数（頻度） 

スクールカウンセラー連絡協議会(京都府教育委員会主催：年１回) 

スクールカウンセラー連携会議や研修（各教育局、市町(組合)教育委員会主催：回数は主催者による） 

 

（３）研修内容 

スクールカウンセラーによる効果的な活動が展開されるように、交流協議や事例研修、大学教授に

よる講義等を実施し、スクールカウンセラーの資質能力の向上と学校における教育相談体制の充実を

図る。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

大学教授による専門的な知見からの効果的な連携のあり方に関する講演 

現職警察官による児童生徒を取り巻く現状と具体的な対応・連携に関する講演 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置・・・６名 

○活用方法・・・個々のスクールカウンセラーだけでは対応できないケースが生じたとき、要望に

応じて、スクールカウンセラーを指導、支援、マネジメントするための経験豊か

なスーパーバイザーを派遣する。 

 

（６）課題 

面談だけではなく、コンサルテーションやコーディネートについても担ってもらう必要性が年々高

まっている。また、問題行動や不登校、いじめ等児童生徒を取り巻く状況は厳しさを増しており、そ

の背景も複雑化していることと併せ、スクールカウンセラーにおいても世代交代が進んでいることか

ら、資質能力の向上が急務で、さらなる研修の充実が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】被虐待生徒への支援のための活用事例（④） 

  中学３年生女子 Aは被虐待で、不定愁訴や無気力などの問題を抱え、リストカットや抜毛などの自傷行為を

有していた。また、クラスやクラブなどでの人間関係においても孤立していた。スクールカウンセラーは、欠

かさず A のカウンセリングを行うようにし、関係教職員（担任、養護教諭、クラブ顧問教諭）と連携を密に取

り合い、対応方法を検討した。 

  また、本人のみのカウンセリングだけでなく、母親のカウンセリングも行うことで、虐待の原因となってい

る母親自身のネグレクトトラウマを振り返ることができた。その結果、Aへの虐待が軽減し、理解的な対応が

増加した。 

  本年度は、母親と Aへのカウンセリングに加えて、クラスで「心の学習」の機会を設け、集団におけるコミ

ュニケーション力を向上させ、周囲の Aへの理解が深まるように努めた。 

  これらの取組の結果、Aは、親友と呼べる友人がクラスにでき、楽しく学校生活を過ごせるようになった。

また、学業への意欲も向上し、不定愁訴からの保健室での休養や、リストカット及び抜毛などの自傷行為が消

失した。 

 

【事例２】友人関係の改善のための活用事例（⑤） 

  中学１年生女子 Bは、小学６年生の３学期に、母親よりスクールカウンセラーに相談申込があり、中学校生

活への不安と家庭での Bの様子が語られた。B は、対人面での不器用さを持ち、感情を溜め込んで家で爆発さ

せるとのことであった。スムーズに中学校生活をスタートしたものの、２学期はじめに部活動での人間関係の

孤立感を訴え、再び家で不安定な様子を見せ、登校を渋る様子を見せた。そのため、母親が相談を申し込み、

継続相談となる。母親の勧めもあり、本人もスクールカウンセラーへの面接を開始した。 

  当初、本人は、担任や顧問に悩んでいることを知られたくないと希望したため、その気持ちを尊重しながら、

スクールカウンセラー・担任・顧問で情報共有を図った。不安定になると食欲が落ちることも心配している母

親の訴えを受けて、養護教諭とも連携を持った。カウンセリングでは、傷つき体験を話しながら、同時に自分

自身のペースを確かめるような様子も見られた。 

  冬休みの部活動でも、孤立感が深まり、３学期のスタートでは登校を拒否するものの、顧問・担任が連携し

て本人の気持ちを聞き、周囲の生徒にも呼びかけた。本人にとって、しんどさを日常的にかかわる先生にわか

ってもらえたという経験になり、友人関係の改善につながった。また、母親にとっても学校への信頼につなが

り、B に振り回されずに見守るスタンスを取るきっかけとなっている。幼さや不器用な一面を持ちながら、学

校では最大限に“がんばって”過ごしている Bを周囲が理解し、甘えられる場所（家庭）・自分のペースを確

かめ問題に向き合う場所（スクールカウンセラー）・日常の成長の場（学校・部活動）が、それぞれにうまく

機能していくよう考えていきたい。 

 

【事例３】より良いコミュニケーション、人間関係づくりのための活用事例（⑯） 

 ○中学１年 SCコミュニケーション学習 

  本校独自のコミュニケーション能力の課題、人間関係づくりの課題に対して、担任と SC による T・T のコ

ミュニケーション学習を行った。１年生は、人の目を見て話したり、うなずいたりなど、より良いコミュニケ



ーションを取るために必要な力について学習した。スクールカウンセラーには専門的な立場で話をしてもら

い、授業の中で担任とスクールカウンセラーの役割分担を明確にすることで、授業のポイントが伝わりやすく、

生徒の興味や関心を引き出すことができた。 

  ・主題名：「自分や他の人を大切にし、認め合う」 

  ・教材名：「コミュニケーションの基本を身につける」 

  ・視点と内容：普遍的な視点「自尊感情」自他を尊重し、認め合うために必要な行動 

  ・学習のねらい：上手な話の聞き方を理解し、相手を尊重したコミュニケーション能力の育成を図る。 

  ・学習の流れ 

   １時間目：「聞いている？」話をよく聞くことや逆に聞かないことが、いかに他の人の自信とコミュニケ

ーションに影響を及ぼすかを理解する。 

   ２時間目：「上手な話の聞き方」話を上手に聞くためのポイントを学び、聞き上手の練習をすることによ

って、上手に聞くスキルを身につけながら、相手を尊重する心を養う。 

 

 ○中学２年 SCコミュニケーション学習 

  ２年生の学習内容である「アサーション」は、「さわやかな自己表現」と表現され、人に対して攻撃的でな

く、受け身的でもなく、自分自身の気持ちを主体的に伝えることである。ロールプレイをしながら体験的に理

解し、日常生活の中で様々な問題に直面したとき、相手にどのように伝えるかを考えるとともに、相手を尊重

しながら意思を伝える言い方を身につけ、問題を解決する力を培う学習を行った。 

  ・主題名：「自分や他の人を大切にし、認め合う」 

  ・教材名：「自分も相手も大切にした、さわやかな自己主張」 

  ・視点と内容：普遍的な視点「コミュニケーション能力」 

         アサーティブネス（アサーショントレーニング） 

  ・学習のねらい：相手に対する尊重の態度を持ち、自分の気持ちや意見をさわやかに伝える方法を学び、自

己を振り返り見つめる機会とする。 

  ・学習の流れ：「アサーティブな伝え方」の自己表現を知り、自分の気持ちをさわやかに伝えることの大切

さを理解する。 

 

 ○中学３年 SCコミュニケーション学習 

  ３年生は「感情」に焦点を当て、自分の感情のおもむくままに行動することなく、その場に応じた人権を尊

重した行動ができるよう、自分自身に目を向けることを大切にした指導内容で行った。 

  人は様々な感情を持っており、感情を持っていることは当たり前であるという安心感をもとに、自分の良さ

や感情を知ることの大切さに気づかせた。その上で、感情に振り回されないようにするためにはどうすればよ

いのか考えさせ、自己への気づきから、自分自身を肯定的に捉えることをねらいとし、自尊感情の育成につな

がる授業を行った。スクールカウンセラーには、専門的な立場で話をしていただき、授業の中で担任とスクー

ルカウンセラーの役割分担を明確にすることで、授業のポイントが伝わりやすく、生徒の興味や関心を引き出

すことができた。 

  ・主題名：「自分自身に目を向ける」 

  ・教材名：「自分の感情に気づき、自分を知る」 

  ・視点と内容：普遍的な視点「自尊感情」人権を尊重した、感情に振り回されない行動 

  ・学習のねらい：自己への気づきや感情を知ることを通して、自尊感情の育成を図る。 

  ・学習の流れ 

   １時間目：自分のいいところ探しや８つの感情分類から、自分の良さや感情を知ることが大切であるとわ



かる。 

   ２時間目：こころの構造や行動について学び、感情に振り回されず、自分自身を冷静に見つめることの大 

切さに気づかせる。 

 

 

【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

   ○児童生徒や保護者との面談だけでなく、教員に対するコンサルテーションが積極的に行われるようにな

ってきた。 

   ○すべての学校で、校内研修においてスクールカウンセラーを活用した研修計画を設定し、教員のカウン

セリング能力の向上に努めている。 

   ○スクールカウンセラーに対する保護者の認知度が高まり、カウンセリングの希望者が増えてきている。

特に不登校の児童生徒を抱える保護者の思いを聞き、スクールカウンセラーと学校が連携して取り組むこ

とで、不登校から別室登校に進展した例もいくつか見られ、保護者の学校に対する信頼感にもつながって

いる。 

 

（２）今後の課題 

○スクールカウンセラーによる校内研修で、教員が教育相談の視点を学ぶ機会は増えてきているが、１回

のみの研修でなく、継続的に実施することで、研修の中身を充実させていくことが必要である。 

○巡回派遣の学校については、現在の派遣回数で十分な支援を行えているのか、実態を把握し、今後の支

援体制の充実につなげていきたい。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

 ①学校の教育相談体制の充実を図るため、以下の業務を行う。 

・児童・生徒へのカウンセリング 

・カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言・援助 

・児童・生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供 

・その他、学校が必要と思われること 

 ②緊急事案発生時に、スーパーバイザーを派遣し、教育委員会と連携し、学校支援にあたる。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

①同一校で最長５年の勤務を可能としている。 

②配置市教育委員会の活用方針のもと、市の人材や連携可能な機関等の把握とスクールカウンセラー（以下、 

ＳＣ）のネットワークづくりのためにチーフＳＣを配置。 

③ＳＣと配置校の校長に活動状況アンケートを実施し、学校の適切な活用とＳＣの活動について把握。チーフ

ＳＣ及びＳＣスーパーバイザーと次年度の方針を相談の上、市町村教育委員会が配置希望調書を作成し、府

教育委員会で次年度配置を決定。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 
配置校数について 

小学校       ５０校 

中学校      ２８７校 

義務教育学校     １校 

 

資格について 

（１）スクールカウンセラーについて 

 ①臨床心理士 ２８１人 

 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

 該当なし 

 

主な配置形態について 

  拠点校 ２８８中学校（義務教育学校を含む） （週１日・１回６時間） 

  単独校  ５０小学校            （週１日・１回６時間） 

  対象校 ６０５小学校            （週１日・１回６時間） 

  
 
 
 
 
 
 

大阪府教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

各ＳＣ、市町村教育委員会担当指導主事 

（２）研修回数（頻度） 
年２回 

（３）研修内容 
・府教育委員会からＳＣの活動に係る今年度の重点についての説明 

・ＳＣの資質向上に係る講義、及び事例報告についての情報交換 

  ・市町村教育委員会によるＳＣ活用方針の交流 

（４）特に効果のあった研修内容 
  ・ＳＣスーパーバイザーによる「学校のアセスメント力を高める専門家のアプローチ」について講義 

  ・ＳＣによる「より充実した学校アセスメントに向けて」のケース検討を通した協議 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＣＳＶの設置 

 府内を５つのブロックに分け、各ブロックにスーパーバイザーを配置。 

○活用方法 

 ①新規採用ＳＣへの指導助言 

②各ブロックでの市町村教育委員会及びＳＣへの助言 

 ③緊急事案発生時に教育委員会と連携した学校への直接支援 

 
（６）課題 

・現在、本府が取り組んでいるチームによる支援体制において、ＳＣの専門性を活かした効果的な活用の推進

に向けた研修会の充実。 

・ＳＣの業務について認識が十分でない市町村教育委員会や学校もあり、府教育委員会でＳＣに研修を実施し

ても効果的な活用に結び付かない場合があること。 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】暴力行為を起こさせないための活用事例（③⑫） 

 小６男子。友だち間のトラブルから暴力行為へ発展することが多かった。激高し、教室を抜け出すこともあっ

た。家庭では、親への反発もあり、厳しく叱りつけられることが多いとのことだった。ＳＣが校内巡視をしてい

た４月にも、本人の気持ちの浮き沈みが激しく担任からの相談により、ＳＣが行動観察を行った。暴力行為に及

んでいる際、本人は淡々と無表情で行為に及んでいること、気分が急に変化することなどを指摘し、発達か愛着

またはその両方に大きな課題のあると見立てた。 

 校内のＳＣ・ＳＳＷ・生徒指導担当・担任・管理職に加えて、市教育センターも参加し拡大ケース会議を持ち、

本人の様子について情報交換した。ケース会議を重ねる中で、保護者の同意を得て医療機関の受診や発達検査に

つなぎ、本人を支援していく方向で進めた。  

家庭と学校が連携する中で、当初は学校に対して批判的だった父親も協力的になり、母親は本人とともに市教

育センターの相談に行くようになった。母親に対し「発達検査の結果、知的に大きな問題がなかったため本人の

発達にバラつきであることが問題行動につながっている」と市教育センター担当者から説明したが、本人への支

援の必要性については理解を得られなかった。 

 そこで、市教育センターとＳＣ・ＳＳＷ・担任・管理職とで再度拡大ケース会議を行い、次の手立てとしてＳ

Ｃと母親のカウンセリングを実施し、家庭での対応について話し合い、発達のバラつきと問題行動の因果関係を

理解してもらうよう試みた。具体的手だてとして「別室にて個別の対応をすること」「毎日の生活の記録の活用」

を提案し家庭の了承のもと開始した。また、本人が十分にリラックスして学校で過ごせるよう別室で生徒指導担

当教員やＳＣ・ＳＳＷが関わった。家庭の協力と学校の支援体制によりその後の穏やかに過ごすことができた。 

 

【事例２】「性的な被害」への対応のための活用事例 

 中１女子。普段より暴言等の問題行動のほか、身だしなみについて気になる生徒。５月、担任から「更衣時に

不必要に裸になる」とＳＣに相談があった。ＳＣは本人のアセスメントのため、カウンセリングを開始した。 

最初のカウンセリングでは、暴力や性的な被害、家でいじめられている子どもが自分の周りにいるという話で

あったが、カウンセリングを重ねるにあたり、実は、自分の周りの子どもではなく、本人自身が受けていること

が分かった。また、このような話をすることを家族から止められていることがわかった。 

内容から推察して虐待の可能性や性的な被害が考えられたため、急遽、校内の関係する教員とＳＣ、ＳＳＷで

校内ケース会議を開催するとともに、市の家庭児童相談所に通告し、今後の対応方針について関連機関とケース

会議を開催し、経過観察を進めた。 

９月はじめにカウンセリングを行った際、本人から「家で体を触られたりするから、家に帰りたくない。」と

いう訴えがあったため、すぐに、学校が市家庭児童相談所へ報告。府子ども家庭センターが本人を一時保護した

うえで、家庭への指導を行った。本人が自宅に戻った以降、継続的にＳＣによるカウンセリングと、担任による

性に関する指導を行っている。 

         
【事例３】生徒理解と支援を深めることを目的とした校内研修のための活用事例（⑮） 

ＳＣは、大阪府教育委員会が平成 25 年 8 月に発行した「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題

解決力育成のためのブックレット」（以下「ブックレット」）を活用し、児童生徒が実際に取り組むワークを教

員が体験することで、その効果を実感するともに、子どもの気持ちを理解するために大切なことに気づき、指導

に生かせるよう、配置中学校の教職員や、校区小学校の教職員に対し実施している。 

「ブックレット」は、矯正施設で実施されている「社会性涵養プログラム」を参考にして、暴力行為の解消に

向け、臨床心理学の観点から児童生徒の内面を引き出すために必要な「表現」「気づき」「行動」の３つの要素

でワークを構成したものである。個別面談や学級指導での活用により、子どもの根底にある思いを引き出したり、



気持ちを落ち着かせたりすることにも効果がある。 

 研修を受けた教員は、「子どもが相談しやすくなる雰囲気をつくることに役立つ。」「気持ちを受け止める心

構えができた。」「児童生徒がストレスとうまく向き合う方法を伝えることができそう。」「児童生徒が自分を

見つめることの大切さがわかった。」等、高く評価している。また、研修を実施したＳＣからも、「カウンセラ

ーの役割や、カウンセリングのアプローチの一端を紹介することができた。」「多くの教員とコミュニケーショ

ンをとり、相互理解を深める機会となった」との感想を得ている。 

「ブックレット」のワークをＳＣが生徒の状況に合わせて加工したり、研修で学んだ教員が学級で活用したり

するなど、活用の幅が広がっている。府からも電子版をＳＣの提供し活用を支援している。 
 
【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
・府内の全中学校（府内 288 校）にＳＣを配置することができ、府内で統一した教育相談体制を整えることがで

きた。 

・まとめ役となるチーフＳＣを配置し、配置市町村教育委員会の活用方針のもと、市内のＳＣを集め交流会や研

修を実施することにより、教育相談活動に有効な市の人材等の資源や連携可能な機関等の把握とＳＣのネット

ワークづくりを行うことができた。 

・スクールカウンセラー連絡協議会（２回）を実施し、大阪府における生徒指導上の課題や、求めるＳＣ像など

の説明し、その理解を進めるとともに、カウンセラー間の意見交流を実施し、ＳＣの資質向上に取り組むこと

ができた。 

・ＳＣ未配置の小学校における暴力行為の発生件数が増加しているのに対し、ＳＣ配置の小学校は減少しており、

配置した小学校の方が暴力行為の抑制に、より効果が高くなっている。配置校５０校のうち、９６％の小学校

において、暴力行為の状況の改善に寄与したものとして「ＳＣの活用頻度の増加」を挙げている。 

【ＳＣへの相談件数（延べ人数）小学校・中学校・その他を含む】 

 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 

相談件数（人） ８８，５２５ ８５，４８７ ８５，９６１ ８５，８８９ 

 

【小学校におけるＳＣの配置状況】 

 効果検証 効果指標推移 

対象学校数 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 差 

小学校配置 

（週１回、１日６時間） 

５０ １，１０２ ５３７ －５６５ 

小学校未配置 ９４４ １，５９１ １，７９９ ２０８ 

 

（２）今後の課題 

・ＳＣが児童生徒の問題行動等について関与することは効果的であるが、不登校へは府中学校 28.5％、全国公立

中学校 39.5％、いじめへは府中学校 3.7％、全国公立中学校 4.5％と、関与率が全国に比べて低い割合となって

いる（平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より）。今後は、ＳＣが積極的に関

与できるよう校内会議に位置づける等教育相談体制の充実をはかる必要がある。 

・現状ではＳＣの業務の多くはカウンセリングや重篤なケースの相談が占めているが、生徒指導上の課題の未然

防止や予防の面で校内会議への参加や授業観察等その専門性を発揮する場を確保する必要がある。 

・様々な課題に対応していくために、スクールソーシャルワーカーなど他の専門家等との連携を推進する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

公立中学校等に配置し、子どもたちの心の相談に当たるとともに、教職員のカウンセリングマインドを高

めることにより、問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決を図るなど、学校における教育相談体制の充

実に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

拠点校方式において、全公立中学校と小学校（１２０校）を拠点に、連携する小学校への相談に対応して

いる。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

 
 【配置校数】 

小学校             １２０校 

中学校             ２５９校 

中等教育学校            １校 

 

【スクールカウンセラーの資格】 

   ① 臨床心理士 ２３９人 （※①③の資格を重複して所持している６人は、①の資格者として記載） 

② 精神科医    ０人  

③ 大学教授等   ０人 

 ※スクールカウンセラーに準ずる者についての採用はない。 

 

【勤務形態】 

   拠点校 ２５９中学校    （週１日・１回６時間） 

         １中等教育学校 （週１日・１回６時間） 

       １２０小学校    （週１日・１回６時間） 

   対象校 ４７３小学校       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵庫県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

兵庫県教育委員会が配置しているスクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度） 

２回（年間） 

 

（３）研修内容 

・スクールカウンセラー活動の実際に学ぶ 

・スクールカウンセラーにおける支援の在り方 

    

（４）特に効果のあった研修内容 

グループ協議にて、スーパーバイザー及び中堅スクールカウンセラーがコーディネーターとなり、各ス

クールカウンセラー自身の活動を振り返ったり、ケースに対するシミュレーションを行ったりするグルー

プディスカッションが効果的であった。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○スーパーバイザーの設置 

県内６か所ある教育事務所のうち３か所にスーパーバイザーを１名ずつ配置し、県内全域に対応してい

る。 

○活用方法 

    ① 重大事件等が発生した場合、学校の状況等を考慮し市町組合教育委員会の要請によってスーパーバ

イザーの派遣を行い、当該学校への支援として、校長への助言、スクールカウンセラーへの助言や教

職員の研修会、保護者説明会等において講演等を行う。 

    ② 県内のスクールカウンセラーに対する助言等を行う。（新任スクールカウンセラーへのスーパービ

ジョンを含む） 

 

 

（６）課題 

・スクールカウンセラーが、教職員と連携がうまくとれていない場合がある。 

   ・スクールカウンセラーと教職員との十分な連携体制づくりへの学校長のリーダーシップが欠かせない。 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】引きこもりの不登校のための活用事例（①） 
   

１事例概要 

当該生徒は双子の女子であり、両親は離婚、母親はある罪により服役しており、祖父母に育てられていた。 

中 1の途中より同時に登校しぶりから完全不登校になり、担任や巡回相談員の家庭訪問にも、自分たちの部屋 

に引きこもり会えない状況となっていた。 

 

２学校・スクールカウンセラー（以下 SC と言う。）の対応 

SC が家庭訪問をして、「引きこもりの生徒との信頼関係を形成する技法」を用いて交流し、3回目の家庭訪

問で直接生徒との面談も可能になり、その数回後に学校で SC との面談が可能となって、クラス復帰が出来た。   

１年後には発達障害センターの医師の診察も受けることができて、発達障害の診断も得て、担任・SC・医師

の十分な連携に至った。 

 

【事例２】デ－ト DV の被害に遭った女子中学生のための活用事例 

 デ－ト DV の被害に遭った女子中学生へのこころのケア 

 

１事例の概要 

 当該生徒は、交際中の男子中学生から、デ－ト時に暴力を振るわれることを養護教諭に打ち明けた。養護教諭 

は、当該生徒の心情に配慮しながら、スク－ルカウンセラ－（以下 SC と表記）につないだ。 

 

２学校・SC の対応 

① 当該生徒は、このこと（デ－ト DV）が学校の知るところとなったら、さらに交際相手の暴力がエスカレ－ト 

することを案じ、最初、養護教諭には、「黙っておいてほしい」と伝えた。DVについての研修を受けていた 

養護教諭は、デ－ト DVの事の重大さを十分に認識していたので、相手の暴力は、当該生徒の努力で収まるこ 

とはなくこれからも続くこと、さらに命にかかわるぐらいにエスカレ－トしていく可能性もあること、当該生 

徒の心がすでに、とても傷ついていること、心の傷はケアしないと生涯にわたって、当該生徒の精神的な安定 

を阻害しかねないこと等を諭して、「あなたの心の傷つきを癒すために」との言葉を添えて SC につないだ。 

② SC からは、まず、勇気を出して、養護教諭に相談したことや、カウンセリング場面に来談してくれたこと 

に感謝の言葉を伝えた。その勇気に応えるためにも学校全体で守ること、保護者にもお伝えして、学校と一緒 

にあなたの心のケアを考えていきたいこと、外部の専門機関の協力を得ないといけない場合もあることなどを 

伝え了解を得た。 

③ SC は養護教諭との情報連携をしながら、管理職に報告をし、緊急時生徒指導部会も開催され、学校全体で、 

本事案の共通認識を持つに至った。男子生徒の対応については、生徒指導部会に依頼し、SCや養護教諭は、 

全面的に当該生徒を守るというスタンスで対応した。毎週１回のカウンセリングを継続して、暴力への不安感 

や登校への緊張感の軽減をし、登校についての安心感を与えながら、不登校への未然防止にも努めた。 

 

３保護者対応 

 事案の説明は、学校側からしていただいた。保護者の希望もあり、カウンセリングを継続した。専門医への受 

診はためらわれたので、かかりつけ医への受診をお願いした。家では、当該生徒を責めるような言葉を慎んでい 

ただき、心身の変調への見守りをお願いするとともに、共に、当該生徒を全面的に守り、心のケアをしていくこ 

とで歩調合せをしていった。保護者に安心感を与えることやねぎらいの言葉かけも SC としては肝要なことで、 



保護者が安定することで、子どもの心身の安定も促進された。 

 

４専門機関との連携 

 男子生徒については、当該生徒と接点をなくすように、学校サイドと専門機関との連携が図られた。警察の巡

回も、当該生徒には、日常生活上の安心感を高めたようで、「巡回したとのメモ書きが、ポストに投函されてい

ると、ほっとした」と感想を述べていた。 

 
【事例３】校内研修活用事例（⑮） 

 本県では、スクールカウンセラー（以下 SC という。）の配置年数が、概ね３年間であるので、その間に、次

のような流れで、毎年教職員研修を行っている。 

 

１配置１年目 

カウンセリングマインドとは何か 

  児童生徒、保護者、同僚の教職員等とのコミュニケーションを首尾よくとるために、カウンセリングの心構

えや技法等の知識伝達型の研修を行う。次に、ロールプレイでの演習を取り入れることで、教職員自身の気づ

きを得る。 

 

２配置２年目 

（１）不登校について 

 不登校は、どの子にも起こる事であり、その背景には、多様な要因が複雑に絡み合っているといわれて久 

しいが、主たる要因が何か、それにどう対応するかという観点から研修を行う。 

① 本人に関する要因 

＊母子分離不安の傾向が強い場合 

＊身体症状がみられる場合 

＊発達障害の特性がある場合 

＊精神的不安定さがみられる場合 

＊怠惰・無気力な面がみられる場合 等 

② 家庭生活に関する要因 

 ＊家庭の教育力に起因する場合 

＊親子のコミュニケーション不足がみられる場合 

＊家庭生活や環境に急激な変化がある場合 等 

③ 学校生活に関する要因 

＊友人関係の問題がある場合 

＊教職員との関係をめぐる問題がある場合 

＊学業不振の問題がある場合 等 

（２）いじめについて 

「いじめ防止対策推進法」にもとづき、いじめの捉え方、未然防止、早期発見、早期対応、被害児童生徒

への心のケア、加害児童へのカウンセリング、重大事態への緊急対応。 

 

３配置３年目 

SC 担当の教職員に研修のアンケ－トを取って頂き、一番関心の高いテーマを取り上げる。喫緊の課題とし

て、発達障害についての研修を行う。 



（１）診断基準の改定（DSM-５）に伴い、ASD(自閉症スペクトラム障がい)についての説明や、学校での関わり

方について伝授。 

（２）発達上の特性のある児童生徒の気になる言動を事例として取り上げ、望ましい対応について、各班で知恵

を出し合い、その結果をまとめて発表。 

＜実施の効果＞ 

（１）教職員を班分けする際に、構成的エンカウンタ－グル－プの手法を取り入れ、ペアを作り、①お互いに褒

め言葉を５つずつ伝え合うワーク、②２人で支え合うワーク、③非言語による伝達ゲ－ムを導入。小・中連

携を推進しているので、研修を契機に教職員の情報連携のみならず行動連携にも発展した。 

（２）児童生徒を教育・指導していくには、教職員自身の安定したメンタルヘルスが肝要であるので、リラクセ

ーション法（イメージ呼吸法、動作法、自律訓練法等）も実施。「ちょっとした空き時間に実施することで、

ストレス軽減になっている」「生徒にも伝授している」との感想を得ている。 

（３）いじめについての捉え方が、「ふざけているだけ」「一回きりだから」と見過ごしていたのが、いじめと

カウントするようになり、いじめの件数としては増大したが、早期発見、早期対応に繋がり、いじめへの感

度が高まった。チーム学校として、いじめの問題を学校全体で取り上げていこうとの機運も生じた。 

（４）不登校生の保護者カウンセリングのポイントを研修で取り上げたことで、教職員も、保護者対応に活用し

ている。さらに、保護者を SCにもつないでくれるようになった。 

 
 
【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

・児童生徒、保護者への SC 相談への周知がなされ、相談体制が整っている。 

・小学校における拠点校を昨年度より７校増の１２０校にできたことで、その分よりきめ細かな支援が可能

となった。 

・１つの事案に対して、教職員が抱え込まず、事案によって SCと連携することで解決につながっている。 

・学校のいじめ対応チームにおいて、ほとんどの公立学校で外部の専門家として SC の見地や専門性が活用

されている。 

（ＳＣが相談等を行った人数の推移） 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

相談人数 ９９，０１５ １０１，７２８ １０１，８５３ 

うち教職員の相談人数 ４６，７３１ ４９，４３１ ４９，６６４ 

 

（２）今後の課題 

・小学校児童の中学校への円滑な環境の適応につなげるため、連携小学校教員と拠点中学校 SC または、拠 

点小学校 SC と拠点中学校 SC間において、情報交換や共通理解の場を設けることが必要である。 

・各 SC の経験によって、事案に対する対応能力に差があり、研修の積み重ねが必要である。 

・学校の実態に応じ、SCの年齢・性別等のニーズが異なることから、SCの確保が多少困難になることがあ 

る。 

・年度途中に離職することがあり、十分な引き継ぎの時間が必要となる。 

・SCの立場と教員の立場において相談者の問題解決に当たるため、それぞれの立場を共通理解し、密な連 

携をとる機会の充実が必要である。 

 



 
 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有する者をスクールカウンセラーとして公立学

校に配置し、児童生徒の心の相談にあたるとともに、悩みを抱えた児童生徒の保護者に対する支援を

行う。また、児童生徒に対し多面的な支援ができるようにスクールカウンセラーが教員に対してコン

サルテーションを実施することにより、学校の教育相談体制の強化・充実を図り、問題行動等の未然

防止や早期発見、早期解決に役立てる。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   在籍生徒数及び学校の状況により、配置時間を変える。 

中学校に配置しているスクールカウンセラーを必要に応じて校区内の小学校へ派遣する。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態 

  中学校   : １０４校 

高等学校 :   ９校 

(1) スクールカウンセラーについて 

     ①臨床心理士 ４２人 

   (2) スクールカウンセラーに準ずる者について 

     ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

１年以上の経験を有する者      １２人 

     ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に

ついて、５年以上の経験を有する者   ３人 

 

  拠点校   ９高等学校  （年３５回・１回６時間・１高等学校） 

（年２０回・１回５時間・４高等学校） 

               （年１７回・１回６時間・２高等学校） 

（年１２回・１回５時間・２高等学校） 

  拠点校 １０４中 学 校  （年３５回・１回５～６時間・５中 学 校） 

（年１７回・１回６時間・６５中 学 校） 

               （年１８回・１回６時間・１中 学 校） 

（年１２回・１回５～６時間・２中 学 校） 

（年１１回・１回４時間・３１中 学 校） 

 

 

 

 

 

 

奈良県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

 

（１）研修対象 

本事業で採用しているスクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者全員 

 

（２）研修回数（頻度） 

   年３回  ４月 連絡会 

８月 スクールカウンセラー研修会 

１２月 スクールカウンセラー研修会 

 

（３）研修内容 

行政説明、講演、事例研修、情報交換 

（４）特に効果のあった研修内容 

事例研修、情報交換 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  有・２人 

○活用方法   希望するスクールカウンセラーへのスーパービジョン 

          研修会での助言 

 

 

（６）課題 

・スクールカウンセラーは他の職業にも就いており、研修会へ参加のための日程調整が難しい者もい

る。また、研修会等への参加費用（旅費や日当）は経費として計上できないため、参加者の自己負

担となっている。 

  ・スーパーバイザーの効果的な活用について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

 

【事例１】中学３年生女子生徒の不登校支援に関わる事例（①、⑧） 

  家庭の生活環境の粗悪さ、学力の低さ、コミュニケーション能力の低さ、自尊感情の低さなどが見ら

れ、中学３年生になってから学校を休みがちになった。欠席が目立ちはじめてすぐに学年の先生方から

スクールカウンセラーに相談があり、カウンセラーは本人とカウンセリングを行った。カウンセラーに

よる見立てや方針を学年団と共有し、立場による関わり方の違いやその意義を確認し、継続的に関わっ

た。カウンセラーが本人と関わる中で得られた見立てを随時共有し、学年団だけではなく、学校全体で

の支援体制を整えていった（例えば、別室登校できる空間、個別学習の機会、部活動に参加しやすい受

け入れ態勢など）。 

家庭訪問や個別懇談等を経て、２学期には徐々に学校復帰できるようになった。本人と、関わった教

員の間には「本音で語り合える関係性」が徐々にできあがっていき、進路を選択する際にも、共に悩み

真剣に向き合う姿勢で関わることができた。無事に、本人は希望の高校に進学した。 

 

【事例２】小学校５年生、小学校６年生、中学校２年生の姉弟の不登校支援に関わる事例（⑧、⑬） 

  家族歴が複雑な家庭で、中学２年生である姉を筆頭に弟妹が順に不登校となっていった。当初は、ス

クールカウンセラーが母親とのカウンセリングを行い、学校は家庭訪問をしたり、クラスの受け入れ態

勢を整えたりするなど、役割を分担して継続的に関わった。しかし、中学生の長女のみに対応していて

も、家庭環境や弟妹の関係性などに入り込み切れないため、弟妹が通っている小学校とも連携し、姉弟

の様子や、長女がどのような小学生だったか、これまでの家族歴などの情報を共有し、それぞれの立場

で関わりを続けた。カウンセラーが中心となって、小・中学校での取組の共有や連携を進めた。小・中

学校でこの姉弟（家族）を見守れる体制が整い、少しずつ関係性がほぐれ適応指導教室につなげること

ができた。 

 

【事例３】自閉症スペクトラムの診断が出ている中学校１年生男子生徒の支援に関わる事例（⑫）  

  当該生徒は、難病を抱えている上に発達障害の診断も受けており、問題行動も見られる生徒である。

支援学級の担任から、「どう関わればいいのかわからない」という相談を受け、スクールカウンセラー

も実際に教室に入り、対象生徒と関わり行動観察を行った。担任が現在行っている支援でよい部分はカ

ウンセラーからフィードバックし、問題行動を引き起こしている要因、行動の原理などについても障害

特性と合わせてフィードバックした。実際に、カウンセラーが当該生徒に関わる様子を示し、担任がカ

ウンセラーをモデルとして実践できるように支援した。また、職員研修では、行動の問題を分析し、詳

しい事例に沿って応用行動分析の役立て方を研修した。それによって、教員の生徒への支援に関する知

識や自信が高まり、カウンセラーとのコンサルテーションが円滑に行えるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【４】成果と今後の課題 

 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

    ＜年度＞   ＜配置校数＞    ＜ケース数＞    ＜相談件数＞ 

   平成２４年    ６８校    １,１７８件    ５,６０１件  

   平成２５年    ６７校    １,６０６件    ７,０９９件 

   平成２６年    ６８校    ２,３３８件    ６,５５７件  

   平成２７年   １１０校    ２,６１７件    ７,１０１件 

平成２８年   １１３校    ２,３２５件    ６,４７６件 

 

    スクールカウンセラーが配置されている学校では、学校の教育相談体制に明確にスクールカウン

セラーが位置付けられ、生徒の心のケアを中心に、保護者への助言や教員へのコンサルテーション

を行えるようになっている。 

ケース数が平成２８年度、初めて前年度より下回った。相談の継続期間が長引いているケースが

多くなっていることが一因であると考えられる。ただ、各ケースにおける相談回数は、平成２４年

度から４.７回、４.４回、２.８回、２.７回、そして平成２８年度は２．７回である。これは、生

徒が抱える課題や問題の複雑化・多様化が依然として見られ、多くの生徒が支援を必要としている

状況であることがうかがえる。各相談者が相談の予約を入れるのが困難である状況もうかがえる。 

平成２８年度から、全ての公立中学校、一部の県立学校にスクールカウンセラーを配置し、校区

内の小学校へも必要に応じて巡回できるようにした。 

 

（２）今後の課題 

  ・配置校数、配置時間の一層の拡充が必要であり、そのための予算確保が課題である。 

  ・スクールカウンセラーを県教育委員会に配置していないため、重大事態等により緊急支援を行う場

合に、効率的な支援体制を組むことが難しい。  

  ・山間部にある学校への配置は公共交通機関も少なく、泊が必要となる学校もあり、人材の確保が難

しい。 

 

 

 

 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１） スクールカウンセラー等の配置の主な目的  

いじめ等の問題行動や不登校児童生徒に対して、児童生徒、教職員及び保護者に対してカウンセリング 

を行うとともに、教職員や保護者の助言・援助等をとおして、学校におけるカウンセリング等の機能の充 

実を図り、問題の未然防止及び早期発見・早期対応する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
   各市町村教育委員会及び県立学校から提出される派遣申請書に基づき、スクールカウンセラー（以下「Ｓ 

Ｃ」）等の派遣期間、週当たりの勤務日数及び週当たりの勤務時間数の調整を行い、派遣する。 

各市町村教育委員会は提出する派遣申請書に、児童生徒数、不登校者数、いじめ認知件数等を記載すると 

ともに、各市町村教育委員会において配置希望校の優先順位の記載を併せて行う。 

配置希望校の地理的条件（公共交通機関の利便性や高速道路の整備状況等）に対して、ＳＣ等の勤務条件 

（通勤手段、可能勤務日数、曜日等）を考慮して配置を行っている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理するこ

と。 
 

※配置校数について 
小学校              ９７校 

中学校             １０５校 

高等学校             ３７校 

特別支援学校            ９校 

 
※資格について 

  （１）スクールカウンセラーについて： 

① 臨床心理士 ６４人  

② 精神科医   ０人  

③ 大学教授等  ０人 

 

（２） スクールカウンセラーに準ずる者について： 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年 

以上の経験を有する者      ２１人 

② 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年 

以上の経験を有する者      ３１人 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                     ０人 

 

 

 

 

和歌山県教育委員会 



※主な勤務形態について 

単独校  ９４中学校    （年３０週・１回５時間） 

         ９７小学校    （年１８週・１回５時間） 

         ３７高等学校   （年３１週・１回５時間） 

          ９特別支援学校 （年３０週・１回５時間） 

    拠点校  １１中学校 

    対象校  １１小学校 （週１日・不定） 

          １中学校 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
   ＳＣ等、市町村教育委員会指導主事、県立学校ＳＣ担当教員 

（２）研修回数（頻度） 
   年３回（内スクールソーシャルワーカー(以下「ＳＳＷ」)との合同研修１回） 

（３）研修内容 
   ・第１回 講 義     ：「チーム学校におけるスクールカウンセラーのあり方について」 

        グループワーク ：「チーム学校におけるスクールカウンセラー活用の課題と対策について」 

   ・第２回 ワークショップ ：「事例検討会」 

   ・第３回 講 義     ：「校内教育相談機能の強化に向けて」 

（４）特に効果のあった研修内容 
    年間を通じ、ＳＣの役割や活用の理解を目的とし「チーム学校」という趣旨で、ＳＣ、市町村教育委員

会指導主事、県立学校ＳＣ担当者、学校長等各々に焦点を当て、講義やワークショップを行った。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
スーパーバイザー１名設置し、研修時にＳＣの活動において示唆、助言の役割を担う。 

（６）課題 
・ＳＳＷとの連携強化 

・スクールカウンセラースーパービジョン体制の構築 

・適応指導教室への配置 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例  

【事例１】生徒の欠席状況改善に向け、他機関と協働するための活用事例（①、⑧） 

  （状況） 

・中２女子Ａ（中学１年時、家庭環境悪化に伴い、３学期から欠席の状態になる。） 

・母子家庭で、母親のメンタル状況も不安定であり、子供の登校に対する意識が非常に低い。 

（経過） 

 ・Ａが中２になった年度当初、母親・本人との連絡がとれない状況が続いたため、福祉機関との連携のも 

と、担任が母親との関係づけができるよう対応の助言を行う。 

 ・ケース会議（福祉機関、児童相談所、ＳＳＷ・ＳＣ・担任）を開き、ＳＳＷによる母親（家庭生活）へ 

の対応、担任の家庭訪問によるＡとの関係づくり、健康診断等学校行事への誘い等、役割を分担する。 

 ・担任面接を継続する中で、Ａと面会できないことについて、メモを利用して繋がりを持つことを助言し、 

試行。 

・その後、母親が来校し、ＳＣとの面接が実現。Ａが登校を意識していることを聞き取る。 

 ・担任の家庭訪問時、Ａは、部屋から出てくることも増えたが、家から出ることに対しては、身体的症状 

（腹痛）と心的不安がある。母親が体調不良で訪問できない日もある。ケース会議を繰り返しつつ、担任 

は家庭訪問を続けた。 

・半年後、放課後来校できるようになり、その後、週１回、１～２時間程度保健室利用等できるように 

なってきた。 

（成果と課題） 

・関係者がケース会議を持ち、Ａの家庭環境を把握・共有し役割分担したことで、互いの対応を理解し、 

信頼関係のもと対応することができた。 

・Ａの変化は遅々とした状態であったが、ＳＣが対応についてのコンサルテーションをし、支援すること 

で、担任は自信をもって家庭訪問を継続することができ、Ａの改善に繋がっていると思われる。 

 ・Ａが課業中に登校した場合、教室に入ることは難しい状態である。対応できる職員体制と教室の確保が 

課題である。 

 

【事例２】医療へ繋ぐための活用事例（④、⑩） 

（状況） 

・高２女子Ｂ 

・情緒不安定になり、自傷行為や遅刻、欠席が増える。 

・突然涙が止まらなくなったり、体が動かなくなったりする。 

（経過） 

 ・Ｂは友人に連れられて、カウンセリングに来談する。本人はほとんど話すことなく、友人がＢの頭痛、 

めまいが頻繁に起こり、腹痛も起こる等の状況説明をする。 

 ・ＳＣが心療内科の有効性を説明し受診を勧めるが、Ｂは、母親に告げることができず悩んでいることを 

打明ける。 

 ・学校で度々起こるＢの体調不良を機に、母親を呼んで担任と副担任が状況説明し、ＳＣが心療内科受診 

を勧めていることも伝える。 

 ・状況を初めて知った母親は、Ｂと話し合いを持ち、心療内科にもかかることになった。 

・２か月後、Ｂ本人から母親に対して気持ちを伝えることができ、次第に身体状況も回復し、遅刻や欠席 

も減って、情緒の起伏も落ち着いてくる。 

・ＳＣのカウンセリングも定期的に行うこととなり、幼少期に両親が離婚し、夫婦間のＤＶを目撃して、 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巻き込まれトラウマとなった出来事を語る。 

・勇気をもって話せたこと、今まで頑張ってきたことを労い、気持ちを受け止めてリフレーミングをする。 

時折、友人関係のストレスから体が硬直するため、ストレスマネージメントやリラクゼーションを中心に 

取り組みを続けた。 

（成果と課題） 

 ・身体的苦痛や自傷行為などを以前から繰り返していたケースであったが、教師への相談やカウンセリン 

グには繋がりにくかった。友人がＳＣを勧め同行したことで、専門的知識のあるＳＣの見立てや助言を受 

けることができた。また、担任との連携により、保護者がスムーズにＢを医療に繋げることができた。 

・ＳＣのカウンセリングを継続することで、Ｂは友人関係が改善し、担当教員や母親の理解も進み、自身 

の信頼感、自尊心の回復につながったと思われる。 

 ・生徒の中には、カウンセリングに対する敷居が高いと感じている場合もあるため、周知の工夫が必要で 

ある。 

 

【事例３】保護者を対象とした子供の障害受容のための活用事例（⑭その他の内容） 

（目的） 

・特別支援学校在籍児童生徒の保護者の障害受容 
   ・カウンセリングを理解し、活用につなげる 

  （経過） 

   ・月１回、保護者の会を開催し、心理療法の学習・体験等、集団セッションを行った。回が進む中で、参 

加者各自が抱える課題について話し合い、障害児を育てる課題を共有し、互いに共感したり助言し合うな 

ど、ＳＣがファシリテーターとなりピアカウンセリングの形態で実施した。 

  （効果） 

   ・悩みを持っていても、カウンセリングには繋がりにくい保護者に対し、カウンセラーや他の参加者と気 

安く話せるようになることで、悩みの解消や軽減が窺えた。また、個人カウンセリングに繋がるケースも 

あった。 

・ピアカウンセリングの形態をとることで、保護者による保護者のためのセッションの実現も展望される。 

 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
   当県では、平成２５年２２３校、平成２６年２３３校、平成２７年２４８校、平成２８年２６０校と年々 

配置校を増やしてきている。それに伴い、ＳＣの人数も８３人、８７人、１００人、１１６人と増やし、 

児童生徒や保護者、教職員の多様化、複雑化する相談に対応してきた。 
   
 H25 H26 H27 H28 

配置校数 ２２３校 ２３３校 ２４８校 ２６０校 

配置人数 ８３人 ８７人 １００人 １１６人 

 相談件数 ４１，９２８件 ４４，５５５件 ２４，１８２件 ２９，７９８件 

（２）今後の課題 

・地理的条件による課題 

  当県では、山間部に設置されている学校が多く、公共交通の利便性が低い地域が多く存在する。また、 

ＳＣの勤務時間が公共交通機関の運行時間と一致しないため、自家用車による通勤を余儀なくされる。更 

に、通勤に２時間以上かかる地域もあり、希望するすべての学校に配置することが困難となっている。 

 

・有資格者の不足 

    当県において、有資格者を県内在住者から確保することは困難であり、他府県から勤務可能な者を確保

している状況である。また、ＳＣに準ずる者の割合が半数近くあり、ケース内容によっては対応への不安

を抱えることもあるため、ＳＣのスーパービジョン体制を確立したいと考える。そこで、各地域で相談業

務を行っている教育相談主事がＳＣの活動状況を把握し、必要に応じてスーパービジョンに繋ぐことや、

配置校との連携に関する助言を行うことにより、ＳＣの資質向上を目指したいと考える。 

 



 
 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校やいじめ、暴力行為等の児童生徒の生徒指導上の問題の対応にあたっては、その適切な対応とともに、

いじめや不登校を生まない学校づくりの取組の観点から、学校における教育相談の機能の充実を図ることが重

要な課題である。このため、児童生徒の臨床心理・教育相談に関して専門的な知識・経験を有する「スクール

カウンセラー」を学校に配置し、生徒指導上の諸問題の解決・改善に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
◇全県立学校に学校の実情に応じて配置。 

◇県内の全市町村（学校組合）立中学校に配置、校区小学校の相談にも対応。 

◇学校規模等に応じた配置時間数の決定、複数のカウンセラーの配置。 

 
（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

【配置校数】 
中学校              ５９校 
高等学校             ２４校 
特別支援学校           １０校 
教育支援センター（適応指導教室） １箇所 

 
【資格】 

   ○スクールカウンセラーについて  
①臨床心理士  ４７人  
②精神科医    ０人  
③大学教授等   １人 

   ○スクールカウンセラーに準ずる者について 
    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者        ７人 
    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者     ５人 
    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 
                      ０人 

【勤務形態】 
 ○主な配置形態について 
  単独校   ８高等学校 （週１日・１回 ３～６時間） 

 １０特別支援学校 （週１日・１回 ４時間） 

  拠点校  ５９中学校 

  対象校 １３１小学校    （週１日・１回４～８時間） 

  巡回校  １６高等学校   （週１日・１日６時間） 

                 ３教育局及び対策センターに配置 

 
 

鳥取県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

◇スクールカウンセラー  ◇学校担当者  ◇各市町村教育委員会指導主事等 

 
（２）研修回数（頻度） 

◇県全体    ２回   ◇各地区別研修 各地域で１～２回 

 
（３）研修内容 

◇講義「学校における教育相談体制の充実に向けて」 講師：鳥取県ＳＳＷスーパーバイザー福島 史子氏 

◇事例発表 

◇テーマを設けてのグループ協議 

「スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが協働したケース検討について」 

「学校における教育相談体制の充実について」 等 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

 スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの専門性や業務内容を明確にすることにより、 

教育相談体制の充実に向けた連携の重要性や有意義な情報を得ることができた。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  無 

 
（６）課題 

◇研修機会の確保 

◇経験の少ないスクールカウンセラーのスキルアップ 

 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】生徒の問題行動に係る活用事例（⑪⑫） 

 ◇中学校１年男子 ルールが入りにくく退学傾向の生徒へのアセスメントを進める中で、スクールカウン

セラーとの面談・心理検査を行った。生徒理解は進んだものの、医療にはつながりにくく、生活面・

学習面について改善にはつながっていない。しかし、個別に対応することで、落ち着いて相談室で過

ごすことができている。今後、外部機関との連携や継続的な関わりの中で改善していきたい。 

 ◇スクールカウンセラー等の関わり 

  ・所属学級で一緒に給食を食べることから始め、徐々に関係性を築きながら面談や心理検査を行う。 

  ・受容的な態度で接することを継続することで定期的な面談が始まり、少しずつ自分の思いを話すように

なる。 

  ・本人との面談を基に保護者に家庭での関わり方について助言を行う。 

 ◇成果 

   ・カウンセリングや心理検査により生徒理解が進んだ。支援会議に参加して、教員へのアドバイスととも

に保護者にもかかわり方のアドバイス等を行った。医療へとつながり、継続的なカウンセリングや診察

を受け、学校と医療、学校と家庭と支援方法を確認しながら進めている。医療でのカウンセリングで気

持ちを言語化することができ始め、本人の状況確認や気持ちを整理する場所を得ている。 
 
【事例２】性的虐待に係る活用事例 
  ◇同居している母の交際相手の男性から性的虐待を受けたケース 

  ◇スクールカウンセラー等の活用 

 ・当該生徒から、同居する男性からの暴力の訴えがあり、担任や相談担当、養護教諭やスクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー等で校内会議をもち、支援方針を共有。 

 ・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと当該生徒との良好な関係づくり。 

 ・段階を踏んだ情報提供や専門機関への相談を続け、本人が決断できるまで待つ対応の継続。 

 ・家を離れたほうがよい状況が確認できたので、家を出ることを勧め、関係機関へ自ら相談に行き児童養

護施設へ入所。 

  ◇校内体制 

   ・担任を中心に教育相談担当、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが情報を一元化し、

アセスメントシートには気づきがあったすべての教職員が記入していくような体制の整備。 

   ・収集した情報をもとに、生徒への支援策を検討。 

   ・配置型のスクールソーシャルワーカーが生徒との接触の機会を増やし、生徒への情報提供を継続。 

   ・スクールカウンセラーは関係機関への繋ぎは学校としての決定を経てスクールソーシャルワーカーが行

うことなど、校内会議で役割分担を協議。 

 
【事例３】教育プログラム実施に係る活用事例（⑯） 

 ◇教職員研修の実施 

  ・鳥取中部地震発生後に、児童生徒のストレスマネジメントに関する学習の実施に向けて、スクールカウ

ンセラーを講師としてリラクゼーション法についての研修を行った。 

 ◇ストレスマネジメント学習の実施 

  ・教職員研修を基に、各学年がストレスマネジメント学習を計画し、担任を中心に授業を実施した。 

  ・各学年の学習時にスクールカウンセラーも参加し、生徒の話合いに加わったり、リラクゼーションの方

法として呼吸法や体のゆるめ方を教えたりした。 

 ◇研究協議の実施 

  ・学習後にスクールカウンセラーも参加して研究協議を行い、学習の流れや児童生徒の見立て方などにつ



いて助言を行った。 

 ◇成果 

  ・学習前に教職員研修を実施することにより、教職員が指導のイメージを持つことができた。 

  ・学習時にスクールカウンセラーがリラクゼーション法を直接教えることにより、生徒にとって理解しや

すい学習となった。 

  ・学習後の研究協議でスクールカウンセラーが助言を行うことで、学習の流れ等について振り返ることが

できた。 

 
【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果によると、本県は不登校児童生徒のうち、「ス

クールカウンセラー等の専門的な相談を受けた割合」が全国に比べて高い傾向にあり（表１）、「指導の結

果登校する又はできるようになった児童生徒の割合」は、中学校では全国より高い傾向にある。また、スク

ールカウンセラーの校区の小学校への巡回や訪問による相談にも対応することから、小学校の「指導の結果

登校する又はできるようになった児童生徒の割合」も高くなってきている（表２）。きょうだいで不登校傾

向の児童生徒に小中で共通理解して支援することができるなど、小中連携が図られるなど、不登校児童生徒

に対して、スクールカウンセラーと連携して対応した結果、登校できる又はできるようになった割合が高く

なっていると考えられる。 

 

【表１】相談・指導等を受けた学校内外の機関等 

 スクールカウンセラー等の専門的な相談を受けた割合 

H28 鳥取県小中学校（公立のみ） 44.9％ 

H27 全国小中学校（国公私立） 42.0％ 

 

【表２】不登校児童生徒への指導結果状況（公立のみ） 

区分 小学校 中学校 

H27 

鳥取県 

H28 

鳥取県 

H27 

全国 

H27 

鳥取県 

H28 

鳥取県 

H27 

全国 

(a)指導の結果登校する又はできるよう

になった児童生徒 

25.0% 37.0% 29.7% 39.0% 32.4% 28.4% 

指導中の児童生徒 

  

75.0% 62.9% 70.3% 61.0% 67.6% 71.6% 

  (b)うち継続した登校には至らない

ものの好ましい変化が見られるよ

うになった児童生徒 

28.3% 14.6% 21.8% 23.0% 31.2% 22.1% 

 
（２）今後の課題 

 ◇不登校や問題行動等の未然防止や早期発見に関わる部分で、より効果的な活用を図る。 

 ◇近年、スクールカウンセラーに対して多様な要望や期待が高まっており、その対応が一層難しくなってい

るため、各カウンセラーのスキルアップのための研修機会等の確保や人材確保が必要。 

 ◇スクールソーシャルワーカー等他の専門家との連携の推進。 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等への対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等の学校教育相談体制の充

実を図ることが重要な課題となっている。このため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知

識・経験を有する者をスクールカウンセラーとして学校、各教育事務所及び子ども安全支援室に配置

し、その活用を効果的に学校教育相談体制に取り入れ、もって生徒指導の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

県教育委員会は、市町村教育委員会及び県立学校から提出された評価票及び次年度の希望票をもと

に、学校の状況や地域性等を考慮のうえ、スクールカウンセラーの派遣または配置の可否を決定する。 

スクールカウンセラーの採用においては、「スクールカウンセラー募集案内」を県のホームページに

掲載、また、テレビの情報番組等で広く募集を行い、審査（面接等）を行い、任用可否を決定する。 

 

（３）配置頻度別配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理

すること。） 

小学校       ８１校 

中学校       ９６校 

高等学校      ３７校 

特別支援学校    １２校 

 

（４）スクールカウンセラーの資格について 

   ◆スクールカウンセラーについて： 

① 臨床心理士  ４６人 （※①②の資格を重複して所持している人は、①の資格者として記載す

る。） 

② 精神科医    ０人  

③ 大学教授等   ０人  

   ◆スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者          ４人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者        ９人 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                          ０人 

（５）主な配置形態について 

    単独校    ９６中学校  （週１日・１回４時間）（月３回・１回４時間） 

（隔週１日・１回４時間）（月１回・１回４時間） 

           ８１小学校  （月３回・１回４時間）（隔週１日・１回４時間） 

（月１回・１回４時間） 

          ３７高等学校  （週１日・１回４時間）（月３回・１回４時間） 

（隔週１日・１回４時間）（月１回・１回４時間） 

島根県教育委員会 



          １２特別支援学校（隔週１日・１回４時間）（月１回・１回４時間） 

                  （年５回・１回２時間） 

 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

（１）研修対象 

  県で任用しているスクールカウンセラー（５９名） 

（２）研修回数（頻度） 

  年間５回の研修会及び連絡協議会 

（３）研修内容 

  ・スクールカウンセラー初任者研修会 

（事業説明、スクールカウンセラーの倫理について、支援体制について：４月） 

 ・第１回スクールカウンセラー研修会（事業説明、危機対応について：５月） 

 ・スクールカウンセラー活用事業連絡協議会 

（事業説明、関係機関との連携、演習：危機対応について：６月） 

・第２回スクールカウンセラー研修会（校内研修について：７月） 

 ・第３回スクールカウンセラー研修会（事例検討：１１月）  

  ・第４回スクールカウンセラー研修会（地区ごとでの事例検討：３月） 

（４）特に効果のあった研修内容 

  校内研修に関する研修会において、以前実施したことのある研修内容や今後実施予定の研修の内容

を紹介し合うことにより、実施におけるポイントや工夫、困っている点等を共有することができた。特

に新規任用カウンセラーや経験の浅いカウンセラーにとっては、研修の実施に対し抱いていた不安が

軽減したり、校内研修に対する意欲を高めたりすることができた。 

  学校現場では一人職であるため、スクールカウンセラー同士で情報交換を行い、スーパーバイザーか

ら指導・助言を得ることができる研修は非常に有意義であった。 

  

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 

県教育委員会及び教育事務所にスーパーバイザー４名を配置 

○活用方法 

・スクールカウンセラー研修会の企画・運営 

・スクールカウンセラーの個別相談 

・学校訪問 

・緊急支援・危機対応 

・各学校の職員の来所相談 

  ・その他本事業の運営に必要と認められるもの  

 

（６）課題 

  スクールカウンセラーの研修会及び連絡協議会への参加については、自己研鑽の場と位置づけてお

り、悉皆的な参加を求めていない。他県から勤務しているカウンセラーや他の職と兼ねているカウンセ

ラーも多く、参加できにくい者もいる。研修会場を変える等、参加者が増えるように工夫をしているが、

参加するカウンセラーは固定化されている。より多くのカウンセラーが参加できるよう、研修内容を充



実させていく必要がある。 

  また、毎年新規カウンセラーを任用しており、本事業の趣旨や倫理（守秘義務、報告義務等）につい

ての共通理解やニーズに合った研修内容を行う必要がある。経験のあるカウンセラーとの情報交換の

場やスーパーバイザーとのスーパーバイズの場等、適宜設定する必要がある。 

 

 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】小学校中学年女子（不登校）の母親への支援に SCを活用した事例（①） 

〔SC につながるまで〕低学年時も時々登校をしぶる様子は見せていたが、中学年の６月ごろより登校できな

い日が増えた。前担任は SC へつなごうと声をかけてはいたが、欠席が長引き始めたこの時期にようや

く母親が相談する気持ちになった。 

〔SC の役割〕家庭環境、母子関係、母親自身の育ちなどの話を相談室で聴き取り、母親を労うと同時に、母子

関係の改善につながるような具体的な関わり方を助言するなど、母親を支える役目の一端を担った。 

〔チームとして〕担任は交替したばかりで、まだ女児との関係が十分に深まっていない点も配慮し、経過を熟

知している前担任や養護教諭も含めてコンサルテーションや情報交換を密に行うようにした。学校外の

相談機関、教育支援センターなどの情報提供は養護教諭等が行った。 

〔経過〕学校へ来られない状況は続いているが、母親の働き掛けが功を奏し、２学期ごろからは外部の相談室

と教育支援センターへ通えるようになっている。学校は外部の相談室や教育支援センターと連絡を取

り、児童の様子を把握している。SCは引き続き母親支援のための面談を継続している。 

 

【事例２】性的な被害への活用事例 

〔被害等〕県立学校の女子生徒が、遠足の帰りのバスの中で、臨席の男子生徒に胸などを触られた。 

〔成育歴、経過等〕家庭は養育能力が低く、母親は本人を出産後、祖父母に預けている。本人は母の交際

相手から性被害を受けていた。本人の性化行動から、過去にも上級生から性被害を受けてきた。 

〔SC の役割〕本人への継続的なカウンセリング（月一程度）担任とのコンサルテーションを行った。 

〔チームとして〕愛着障がい等について教員研修や、ケース会議（学校関係者及び他の関係機関参加）を

行い、かかわる教職員で支えていく体制を構築した。また、金銭持ち出し等もあり、児童相談所に

つなげることや、卒業後を見据えてクリニックでのカウンセリング等を勧めた。 

 

【事例３】生徒理解のための活用事例（⑮） 

〔テーマ〕 ノンバーバルコミュニケーションを通した関係づくりと生徒理解の方法 

〔準備物〕 スライド、画用紙、サインペン、色鉛筆 

〔流 れ〕 ①ノンバーバルコミュニケーションについて知る 

②ノンバーバルコミュニケーションを体験する 

    ③学校にあるノンバーバルコミュニケーションについて考える 

〔感想等〕 ・ノンバーバルのやり取りも大切だと思っていたが、実際に行うことで再認識できた。 

      ・連絡ノート等で生徒の書く文字や絵などにも注目していく。 

      ・生徒の姿勢や歩き方などにもその子の様子が読み取れることがあると思った。 

・ペアになってスクイグルゲームを行った。描画のワークということで抵抗がある方もおられる

のではと心配したが、比較的楽しみながらダイナミックに取り組まれる方が多かった。 

 

  



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 ・平成２８年度スクールカウンセラーの相談状況 

   平成２８年度における単独校の総相談件数は９，６９６件となった。相談の対象者は、児童生徒が

73.1％、保護者 21.0％、教職員 5.8％で、児童生徒の相談の割合が昨年より増加している状況である

（平成 27年度 70.8％）。また、相談種別では「友人関係に対する相談」が 17.4％、「不登校に対す

る相談」が 15.7％、「家族関係に対する相談」が 14.5％となり、昨年度同様高い割合となっている。 

 

 

・平成２８年度スクールカウンセラーの相談以外の活動状況 

   平成２８年度の相談以外のスクールカウンセ

ラーの活動状況は計１０，０７５件報告されて

いる。活動内容は、教職員とのコンサルテーシ

ョン・情報交換が 68.6％と最も多く、全体に対

する割合も高い。また、２５年度より実施要項

に「校内研修実施」「教育プログラム実施」を盛

り込んだことにより、教職員研修における指導

助言や授業等における児童生徒への支援援助

等、各校で取り組んでいる。 

   「校内研修」を実施した学校の割合は、小学

校では 91.3％、中学校では 88.5％、高等学校・特別支援学校では 75.0％となっている。また、「教

育プログラム」については、小学校では 37.0％、中学校では 54.1％、高等学校・特別支援学校では

40.9％となっている。限られた活動時間の中ではあるが、校内研修及び教育プログラムの有効性を周

知し、各校へ広めていく必要がある。 

 

（２）今後の課題 

スクールカウンセラーの人材確保が喫緊の課題である。現在任用しているスクールカウンセラーの

多くが複数の学校を担当し、１日２校勤務のカウンセラーもいる。また、他の職と兼務しているカウン

セラーも多く、学校の希望する勤務日程との調整が難しい場合がある。また、緊急な事案が発生した場

合の対応が難しい状況である。特に、県の西部や中山間地域においては、状況はより深刻であり、余裕

のある配置を実現するためには人材確保が課題となっている。 

また、本県が採用している単独校配置に加え、中学校拠点校配置等、地域の現状にあった配置を検討

するなど、未配置校へも定期的に派遣できる形式を今後取り入れていく必要がある。 

 

不登校 いじめ
暴力
行為

非行不
良行為

児童
虐待

学習 進路
発達
障がい

心身の
健康・
保健

友人
関係

家族
関係

教職員
関係

その他 合計

児童生徒 616 87 6 33 19 574 416 246 793 1,544 1,047 60 1,642 7,083

教職員 98 9 7 4 2 54 12 51 63 22 34 29 180 565

保護者 797 10 7 8 9 79 31 205 148 118 326 13 283 2,034

その他 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 14

合計 1,518 106 20 45 30 707 459 503 1,005 1,684 1,408 102 2,109 9,696

相談以外の活動の種類 延べ回数

教職員とのコンサルテーション・情報交換 6,913

職員会議等による事例研究 411

教職員研修における指導助言 252

保護者への講演等 14

授業等における児童生徒への支援援助 400

授業参観による児童生徒理解 1,659

その他 426

合　　　計 10,075



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

    不登校や問題行動等に対して、効果的に対応していくため、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・

経験を有するスクールカウンセラー等を小・中学校へ配置し、児童生徒の心のケアや保護者等の悩みの相談、

教職員への助言・援助等を行うとともに、学校教育相談体制の一層の充実をめざす。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

    中学校においては、平成１９年度より全校配置を実施し、学校規模や実情を踏まえて次の５種類の勤務

形態を設定した。小学校においては県全体（政令指定都市を除く）の約１／５にあたる６８校に配置。特

別支援学校においては、拠点校配置を実施。  

    Ⅰａ型 １回当たり４時間、週３回、  年３５週…中学校２校 

    Ⅰｂ型 １回当たり４時間、週２回、  年３５週…中学校１１校 

    Ⅱ型  １回当たり４時間、週１回、  年３５週…中学校７２校、小学校６８校 

    Ⅲ型  １回当たり４時間、隔週１回、 年１７週…中学校３０校 

    Ⅳ型  １回当たり４時間、月１回、   年 ９週…中学校３校 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。  

  ※ 配置校数 
小学校       ６８校 

中学校      １１７校 

中等教育学校     １校 

特別支援学校    １３校 

 

※ 資格 

  （１）スクールカウンセラーについて： 

      ①臨床心理士  ７２人  

②精神科医    ０人  

③大学教授等   ０人 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

     ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者               １１人 

     ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者             ２４人 

     ③ 医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者                     

０人 

※ 勤務形態について 

中学校(１１８校)単独校配置（週３日・１回４時間）（週２日・１回４時間）（週１・１回４時間） 

（年１７日・１回４時間）（年９日・１回４時間） 

    小学校(６８校) 単独校配置（週１日・１回４時間） 

    特別支援学校(１３校) 拠点校配置(４校)（月１～２回・１回４時間） 

               対象校配置(９校)（月１～２回・１回４時間） 

岡山県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）（２）（３）研修対象・研修回数・研修内容 

○新規採用スクールカウンセラー・・・・・・１回 

     ・「スクールカウンセラー配置事業について」「スーパービジョン体制について」説明 

     ・「活動の現状と課題について」協議 

  ・「スクールカウンセラーの活動上の留意点について」講義・助言 

   ○スクールカウンセラー配置校の担当者・・・１回 

・「スクールカウンセラーの勤務等について」説明 

    ・「スクールカウンセラーと学校との連携のポイント」講義・助言 

    ・「スクールカウンセラーの勤務等について」協議 

○全スクールカウンセラー・・・・・・・・・１回 

・「スクールカウンセラーと学校の連携について」「緊急危機発生時の対応について」説明  

    ・「学校との協働のために」講義・助言 

・「教職員、保護者対象の研修について」「児童生徒対象の心理教育プログラムについて」協議 

           

（４）特に効果のあった研修内容 
新規採用スクールカウンセラーを対象にした研修会で、スクールカウンセラーが学校という枠の中で心

理に関する専門性をいかに発揮すべきか、また学校教職員や関係機関とどのように連携すべきかについ

て、大学教授からの講義を行った。チーム学校の一員としての自覚をもって職務に望むことができ、とて

も効果があった。 

また、スクールカウンセラー対象の研修と学校担当者対象の研修の両方で、スクールカウンセラーによ

る教職員研修、児童生徒対象の心理教育プログラムについて協議等を行うことで、共通理解を図ることが

でき、実施率が向上した。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置 
  有り 

○活用方法 
  ・対   象：経験年数３年以内のスクールカウンセラー 

・ブロック制：ス－パーバイジー（指導を受ける側）の勤務校の場所によって、県内を東・西・北の

３つのブロックに分け、各ブロックを担当するスーパーバイザー（指導する側）によ

りスーパービジョンを行う。 

・方   式：個別スーパービジョン（スーパーバイザーとスーパーバイジーが１対１で実施） 

       グループスーパービジョン（スーパーバイザーがスーパーバイジー２～６人に対して

グループで実施） 

 
（６）課題 

スクールカウンセラーの配置拡充に伴い、人材の確保が課題となっている。また、各学校におい

て限られた配置時間の中で、効果的にスクールカウンセラーを活用できるよう、特に新規配置校の

意識向上が必要である。 

 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校児童への対応のための活用事例（①不登校） 

  完全に欠席が続いている児童Ａに対して、担任からの電話連絡や家庭訪問は行っていたが、改善が見られな

かった。そこでスクールカウンセラーとの面談を保護者に提案したところ、まだＡは家から出られない状況な

ので家庭訪問による面談を希望された。最初はＡと会うことはできず、母親との面談を実施した。数回繰り返

すうちに、母親とスクールカウンセラーの間で人間関係ができてきた。そのことに安心したＡとスクールカウ

ンセラーの面談が家庭訪問でできるようになった。さらにスクールカウンセラーがＡと面談で人間関係を作り

ながら、学校のことや担任のＡへの思い等を伝え続けた。少し学校に気持ちが向いてきた時に、放課後学校で

面談しようと提案したところ、実現することができた。そこから担任と連携をし、面談に少しずつ担任にも参

加してもらいＡと担任をつなぐことができた。放課後登校は徐々に授業時間帯の部分登校になり、翌年度はほ

とんど出席するまでになった。学校とスクールカウンセラーがしっかり共通理解し、子どもや保護者の思いを

理解したうえで、ただ待つのではなく積極的に行動を促すことで不登校を改善させることができた。 

 

【事例２】性的虐待を受けた生徒への対応のための活用事例 

  定期教育相談で、生徒Ｂがスクールカウンセラーとの相談を希望し、義父からの暴力、暴言に悩んでいるこ 

とを打ち明けた。さらに相談の中で、幼少期に義父から性的虐待を受けたことも打ち明けた。現在、性的虐待 

は続いていないことは確認されたが、暴言や身体的暴力は続いているということであったので、過去の性的虐 

待、現在の心理的・身体的虐待について、速やかに学校教員と情報共有を行った。学校は虐待対応として児童 

相談所と連携して対応できるようになった。また、虐待によるＢの心の傷つきへの対応としては、スクールカ 

ウンセラーによる継続的な面談と教職員の見守りを行った。スクールカウンセラーの面談は長期間続いたが、 

その後Ｂは、安定した生活を送ることができるようになった。 

 
 
【事例３】一次支援のための活用事例（⑯教育プログラム） 

  全生徒に対する一次支援として、スクールカウンセラーと担任の協働授業形式で教育プログラムを計画し

た。生徒や教員が必要とする内容をアンケートにより把握し、生徒の成長段階とニーズに合う授業を年間７回

のソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）プログラムとして実施した。 

（１） 内容 

① 相手に分かりやすく伝えるスキル 

② 相手の話を聞くスキル 

③ 話しかけるスキル 

④ ネガティブな気持ち、場面に対処するスキル 

⑤ ポジティブな自己認知を増やすスキル 

⑥ 自分を知り、上手に伝えるスキル 

⑦ 学んだスキルの振り返り 

 

（２） 実施の効果 

ニーズに合致した学習内容であることもあり、生徒達は意欲的に取り組むことができ、授業実施後の 

アンケートでは、生徒の各スキルの理解度は全体的に高かった。授業後の学校生活においては、教職員 

が折に触れ生徒への声かけを行うことができるようになり、授業での学びが実践に結びつきつつあると

感じられた。また、スキルの定着が不十分な生徒に対してはスクールカウンセラーの助言により個別の

フォローアップを行えるような体制づくりができた。 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 

 中学校における不登校出現率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山県では、平成１９年度より、全中学校にスクールカウンセラーを配置しており、それ以降、不登校 

の出現率が減少している。また、平成２４年度からは、各校の規模・実状に応じて傾斜配置を行っており、

平成２５年度からは不登校の出現率が全国平均を下回っている。 

 また、岡山県内スクールカウンセラー配置校を対象に実施した「スクールカウンセラー配置現況調査」

（平成 28年 12 月末現在）によると、不登校児童生徒をスクールカウンセラーにつなげたケースのうち、

小学校では５７％、中学校では５１％の児童生徒に改善が見られたという結果が出た。不登校児童生徒へ

の支援としてスクールカウンセラーを活用することは意義があると考えられる。 
 
  
（２）今後の課題 

    小学校において、スクールカウンセラーの配置を拡充してきており、臨床心理士の資格を有する人材の

確保が依然厳しく、準ずる者が１／３を占める状況である。また、経験年数が３年以内のスクールカウン

セラーも全体のうち１／３を占めている。準ずる者へ研修参加の機会を確保したり、経験の浅いスクール

カウンセラーには個別スーパービジョンやグループスーパービジョンの場を提供したりして、力量向上に

努めている。しかし、スクールカウンセラーが対応を求められる子ども達をとりまく問題は、発達障害、

虐待、性的な被害への対応等、増える一方で、各課題の背景理解や対応等、研修すべき事項が山積してい

る。県教育委員会主催の研修会で効率よく取り組むと共に、他機関が実施する研修を情報提供し、自己研

鑽を積むよう場の設定をしていく必要がある。 

    また、児童生徒を効果的に支援していくためには、「チーム学校」として、スクールカウンセラーだけ

でなく、スクールソーシャルワーカー等他の専門家との連携や外部の関係機関との連携が不可欠である。

学校が取組の主体となって、連携先を活用していくという意識を向上させるよう学校担当者への研修を行

うと共に、諸問題への対処的な対応だけでなく、積極的な取組として学校全体の教育相談体制の向上を目

指した「教員研修」と、問題行動の未然防止のための「児童生徒への心理教育プログラム」の実施をスク

ールカウンセラーと共に実施するよう推進していく。 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

岡山 3.10 3.19 3.10 3.05 3.11 2.92 2.62 2.48 2.37 2.49

全国 2.86 2.91 2.89 2.78 2.73 2.65 2.57 2.69 2.76 2.83
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【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   暴力行為やいじめ，不登校をはじめとする生徒指導上の諸課題等の未然防止や早期発見，早期

解決のために，公立の小学校，中学校，高等学校に児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な

知識・経験を有するスクールカウンセラーを配置し，教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

＜配置校について＞ 

配置校の選定については，小・中・高等学校において，暴力行為やいじめ，不登校をはじめとす

る生徒指導上の諸課題の解決に意欲的に取り組む学校を公募し，教育相談体制の整備やスクールカ

ウンセラーを講師とした校内研修等の活用計画等を考慮することに加え，継続校においては，前年

度の実績（相談件数等）も考慮し，選定している。また，特段の事情がある学校については，優先

的に配置している。 

なお，中学校については，原則として希望のあった学校すべてに配置をしている。 

 

＜採用について＞ 

広島県スクールカウンセラー採用候補者名簿への登載者については，「臨床心理士」「大学院修

士課程を修了した者であって，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上

の経験を有する者」等，県が示した資格要件を満たしている者について，面接試験実施の上，専門

性及びコミュニケーション能力等を総合的に判断した上で名簿登載している。 

継続希望者については，継続希望等状況調査をもとに登載している。  

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態 

＜配置校数＞ 

小学校        ６５校 

中学校       １６８校 

高等学校       ３５校 

 

＜スクールカウンセラーについて＞ 

  ①臨床心理士                  99 人 

 

＜スクールカウンセラーに準ずる者について＞ 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者          ８人 

  ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ

いて、５年以上の経験を有する者        ８人 

 

＜配置形態＞ 

  単独校  

65 小学校 （年 15回…１回４時間） 

広島県教育委員会 



168 中学校 （年 35回：12 校，年 28 回：100 校，年 19 回：56 校…１回６時間） 

  35 高等学校（年 14 回…１回６時間） 

 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

  一人で相談業務に当たることで不安を感じていたスクールカウンセラーが，スーパーバイザーの

助言を得たことで，自信を持って業務に当たることができ，より専門性を発揮することができた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  

 原則 年間 35 週 週当り ７時間 45 分勤務 

○活用方法 

・スクールカウンセラーへの指導・助言 

・カウンセリング等に関する学校に対する援助 

・学校への緊急支援 

・連絡協議会等の計画・立案 

・その他県教育委員会が必要と認めるもの 

（６）課題 

・スーパーバイザーの役割について，学校の認知度がまだ低く，学校やスクールカウンセラーから

の相談が少ない。役割及び積極的な活用について，一層の周知が必要である。 

＜スクールカウンセラー連絡協議会＞ 

（１）研修対象 

年２回のうち，第１回は，配置校の校長又は教頭，ＳＣ，各市町教育委員会ＳＣ担当者 

    第２回は，配置校の生徒指導主事又は教育相談担当者，ＳＣ，各市町教育委員会ＳＣ担当者 

（２）研修回数 

   県内２会場で年２回実施 

（３）研修内容 

スクールカウンセラー配置事業の趣旨を説明するとともに，スクールカウンセラーの役割や活用等

についての協議・研修を行い，事業の充実を図る。 

＜平成 28年度の研修内容＞ 

  ・スーパーバイザーによる講話「スクールカウンセラーを効果的に活用するために」 

・大学教授による講演「ＬＧＢＴの子どもに関する基礎知識」 

・豊かな心育成課生徒指導係長による講話「生徒指導上の諸問題の現状について」  

・「生徒指導上の諸問題の未然防止及び早期発見・早期対応に係るスクールカウンセラーの効果的な活

用について」の協議 

＜スーパーバイザーによるスクールカウンセラーへの指導助言＞ 

（１）研修対象 

   主として新規採用のスクールカウンセラー 

（２）研修回数 

   スーパーバイザーがスクールカウンセラー配置校等への訪問時に随時行う。 

（３）研修内容 

・カウンセリングの技能向上，教職員との連携の在り方等 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】不登校生徒のための活用事例（①） 

＜概要＞ 

・当該児童は転校前の学校から，「登校ができない時期があったと」いう引き継ぎがあり，担任

は，当該児童の様子を見ながらきめ細かい対応をし，登校支援を行っていた。 

・転入後しばらくして，当該児童に登校しぶりが頻繁に見られるようになった。 

・スクールカウンセラーは保護者と当該児童の面談を行った。 

・当該児童の様子から反抗挑戦性障害の疑いもあるのではないかということで，不登校児童を受

け入れる地域の関係機関（放課後支援施設等）を紹介した。 

・保護者は，スクールカウンセラーの助言を受け，当該児童に登校意欲を持たせようと，短時間

でも登校させたり，放課後支援施設を活用したりするなど，登校支援を続けた。 

・その後，当該児童は登校できるようになった。 

 

【事例１】いじめに対応する活用事例（②） 

＜概要＞ 

・当該生徒は人間関係を構築することが難しく，周囲の友達から悪口を言われるようになった。 

・いじめと認知し，学校として組織的に取り組む中で，教職員はスクールカウンセラーから加害

及び被害生徒への個々の対応の在り方について助言を受けた。 

・このことにより，被害生徒の心のケアに取り組むのと同時に，加害生徒の心情を綿密に把握し，

毅然とした指導及び継続的な教育相談を行うことができた。 

・しばらくは人間関係をうまく構築できない状況が続いたが，数か月かけて改善することができ

た。 

 

【事例１】暴力行為を落ち着かせるための活用事例（③） 

＜概要＞ 

・当該生徒は中学校入学後，家庭において，落ち着かなくなり，２学期になると暴力的な行為や

暴言が見られるようになったので，当該生徒の母親が担任に相談した。 

・担任はＳＣと連携を図り，スクールカウンセラーが母親とのカウンセリングを実施することと

なった。 

・２回目のカウンセリングでは，スクールカウンセラーが紹介した医療機関で受診することにな

った。 

・その結果，発達障害の診断を受け，適切な薬を処方され，落ち着いた生活を送ることができた。 

 

【事例１】暴力行為を落ち着かせるための活用事例（③） 

＜概要＞ 

・当該生徒は相手の気持ちを考えて行動することができず，粗暴な言動が多く，周囲の友達に暴

力行為を行ってしまうことが多かった。 

・担任の勧めで当該生徒はスクールカウンセラーとの面談を行ったが，すぐには改善が見られな

かった。 

・３学期には，体調不良を訴えて保健室への来室が増えてきた。養護教諭との会話から，親の過

干渉によって極度のストレスがあることが分かったため，再度スクールカウンセラーと面談を

行い，自分の気持ちを素直に話すことでストレスを解消することができた。 



・担任から保護者への働きかけもあり，その後は落ち着いて生活できた。 

 

【事例１】児童虐待をうけた生徒のための活用事例（④） 

＜概要＞ 

・当該生徒は中学校入学当初から不登校傾向で，遅刻を繰り返していた。 

・当該生徒は発達障害の疑いがあり，保護者へのカウンセリングを行ったが，幼児期からＤＶや

当該生徒に対する暴力等がある様子がうかがえた。 

・児童相談施設とも連携し，学級担任及び養護教諭が中心となって関わりながら母親へのカウン

セリングを継続した。 

・スクールカウンセラーは特に母親の気持ちを受け止め，当該生徒の状況の理解を促すように適

切なアドバイスや具体的な方法を助言した。 

・３学期になって，家庭での当該生徒への対応に変化が見られるようになっており，当該生徒の

欠席や遅刻の回数が大きく減ってきた。カウンセリングにより，保護者が落ち着くことで当該

生徒も落ち着いてきた。 

 

【事例１】友達関係に悩む児童のための活用事例（⑤） 

＜概要＞ 

・当該児童はコミュニケーション能力が低く，友人関係を上手く築けず，仲間はずれにされてし

まうと感じていた。 

・スクールカウンセラーは１年間継続的にカウンセリングを実施した。 

・友達と話がしたいが，自分から離れてしまったり，友人を遠ざけてしまうようなことを言った

りしてしまうなどの場面で，どのようにしたら良いのか一緒に考えていった。 

・具体的な場面を想定しながら相談回数を重ねていくうちに，当該児童は対応の仕方を工夫する

ことができるようになった。 

・当該児童は友達とのつながりができ，仲間外れにされてしまうという感情はなくなった。 

 

【事例１】貧困問題に関する活用事例は把握していない。 

 

【事例１】非行を繰り返す生徒に関する活用事例（⑦） 

＜概要＞ 

・当該生徒はコミュニケーション能力が低く，自分の思いを相手に伝えたり適切な距離感をもっ

て接したりすることを苦手としていた。 

・１学期は友人に暴言を吐いてトラブルになったり，教員の指導を無視したりするなどの問題行

動が頻発し，器物損壊を起こすこともあった。 

・学校は当該生徒に対して特別な支援が必要と思われたためスクールカウンセラーによるソーシ

ャルスキルトレーニングを継続して行った。 

・望ましい行動や言葉の使い方についてスクールカウンセラーと具体的に練習し，３学期は１度

もトラブルを起こさず進級を迎えることができた。 

 

【事例１】家庭環境に悩む生徒のための活用事例（⑧） 

＜概要＞ 

・父親から虐待を受けた過去の経験から当該生徒は自己肯定感が非常に低く，不登校状態に陥っ



ていた。 

・スクールカウンセラーが当該生徒のカウンセリングを継続して行った。 

・スクールカウンセラーは当該生徒だけでなく，母親や祖母，担任ともカウンセリングを行い，

当該生徒に対する接し方についてアドバイスを行った。 

・当該生徒は病院受診して服薬し，不登校状態も改善し進級することができた。 

 

【事例１】担任との関係を改善した活用事例（⑨） 

＜概要＞ 

・当該生徒は幼少期から友人関係を含む人間関係が築けず，生活習慣や学校生活，学習環境が成

立しにくい状況が続いていた。 

・担任との人間関係も築けず，指導に対しても暴言を繰り返していた。 

・スクールカウンセラーが入学当初からカウンセリングを継続することで，当該生徒がＳＣに本

音を語ったり，弱さを見せたりと，スクールカウンセラーとはよい関係が築け，少しずつ頑張

る姿が増えていった。 

・進級して，担任との良好な関係を築くことには，至らなかったが，スクールカウンセラーによ

るカウンセリングにより，担任が生徒への対応について配慮をし継続的な支援を行う上で効果

的であった。 

 

【事例１】自傷行為のある生徒への対応（⑩） 

＜概要＞ 

・当該生徒から自傷行為をしていると相談を受けた担任は，スクールカウンセラーのアドバイス

を受けながら初期対応及び継続的な支援を行った。 

・当該生徒は当初，保護者に自傷行為の事実を伝えることを拒んでいたが，スクールカウンセラ

ーの粘り強い説得の中で命の大切さを納得し，生徒の了承のもと保護者に伝えることができ

た。 

・最終的に大事にいたることなく，元気に学校生活を送ることができた。 

 

【事例１】進路に不安のある生徒への対応（⑪） 

＜概要＞ 

・当該生徒は不登校傾向があり，別室登校をしていた。 

・当該生徒が希望する高校は自宅から遠く，長い通学時間を要するが，朝早く起きられない状態

であった。 

・スクールカウンセラーとの相談の中で，当該生徒の希望もあり，卒業までには早く起きて登校

できる生活リズムの再構築・習慣化を目標とした。 

・スモールステップで実現可能な目標を設定し，経過観察をしながら改善に取り組んだ結果，欠

席日数が減少し登校時刻も早くなり，進路実現に向け学習意欲も高まった。 

 

【事例１】発達障害の生徒のための活用事例（⑫） 

＜概要＞ 

・当該生徒は特別支援学級に在籍しており，周囲の様子や行動が気になり，自分自身も気に入ら

ないことがあると，授業に集中することが難しい状態であった。また，感情をコントロールす

ることや，気持ちを相手に伝えることも苦手で，周囲とのやりとりが上手くいかないと教室か



ら出て行くこともあった。 

・学校はスクールカウンセラーによる授業観察と面談の機会を設定した。 

・スクールカウンセラーとの面談を終えた当該生徒は「すっきりした」と明るい表情で答えた。

教室に戻ってきた当該生徒の様子から，担任も満足した様子だった感じていた。 

・その後，担任は，スクールカウンセラーから当該生徒への面談で気づいたことやアドバイスを

受け，日々の生活で当該生徒の自信の持てる機会を多く設定し，焦らず当該生徒が自分の思い

を語れる時間を確保することなどを心がけるようになった。 

・当該生徒は落ち着いて学校生活を送るようになった。 

 

【事例１】発達障害の生徒を関係機関につなげる活用事例（⑫） 

＜概要＞ 

・スクールカウンセラーは部活動内でトラブルを起こした当該生徒の母親と継続的にカウンセリ

ングを行った。 

・母親は，当該生徒がアスペルガー症候群の診断を受けていることを受容できず，良好な親子関

係を保つことに難しさを感じていた。また，当該生徒も他人と違うことを自覚し，困っている

様子だったため，スクールカウンセラーは母親が子どもの特性を理解できるように助言し，同

じ悩みをもつ保護者の会につなぎ，母子が医療機関を受診することもできた。 

・その結果，母親は冷静に子どもに関われるようになり，当該生徒も高校進学に向けて頑張って

いる。 

 

【事例１】小中連携に関するスクールカウンセラーの活用事例（⑬） 

＜概要＞ 

・当該生徒は小学校から継続的にカウンセリングを受けている。 

・担任は，人間関係を築くことが苦手な当該生徒への対応を，小学校の時から知っているＳＣか

ら助言を受けた。 

・その結果，担任と当該生徒がより良い人間関係を構築することができた。 

・その後，欠席日数が増えることもあったが，母親との連携や今後の指導方針を交流することで，

保護者の理解と協力を得ることができ，登校することができるようになった。 

・継続してカウンセリングを行っていることで，児童生徒が安心感を持って生活できている。 

 

【事例１】教育相談体制の構築のための活用事例（⑭） 

＜概要＞ 

①組織的な教育相談支援体制の推進 

・年度当初に「スクールカウンセラー配置に伴う教育相談体制」と題する規定を明示し，スクー

ルカウンセラーのカウンセリングを受ける対象のケースや面接後の他分掌との校内連携の在

り方を明確化した。 

・これを元に既定欠課時間数を超えた生徒に関して，担任・教務部と連携し，必要に応じてスク

ールカウンセラーの面接へ繋げて，不登校の予防的対応を行った。 

・問題行動による特別指導を受けた生徒に対して，担任・生徒指導部と連携し，必要に応じてス

クールカウンセラーの面接へ繋げて生徒理解の深化を図り，学校生活の改善に向けた指導を行

った。 

②教科担当者会議への出席及び助言による情報の共有化 



・不登校及び学習・学業に課題のある生徒等に関して，特別支援教育の視点からの生徒理解や身

体症状を伴う場合の医療連携の必要性等について専門的な助言を得ることができ，関係者間の

情報共有が図れた。 

③事例検討を通じた生徒理解の深化と，適切な家庭対応の検討 

・スクールカウンセラーの面接後のミーティングで，担任が直面している課題を中心に事例検討

することを通じて生徒及び保護者への理解が深まり，担任の個性を踏まえた効果的な対応を協

議し模索できた。 

 

【事例２】性的虐待に関する活用事例 

＜概要＞ 

 ・当該生徒は自己肯定感が低く，教室内で怠惰な様子や周囲の友達と関わろうとしない状況が見

られ，心配した担任が面談を行ったが，理由を言うことはなかった。 

・スクールカウンセラーが相談を受けているうちに，家庭内において父親（実父ではない）から

性的虐待を受けていたことがわかった。 

・緊急度を感じたスクールカウンセラーは関係教職員と情報共有し，すぐに児童相談所に通告し

た。児童相談所職員がすぐに当該生徒を一時保護した。 

・その後，関係機関が動き，当該生徒は安全な家庭環境で生活することができた。 

・継続して，スクールカウンセラーと相談を重ねることで，教室内で笑顔を見せることもあった。 

 

【事例３】教職員の児童理解のための活用事例（⑮） 

＜概要＞ 

 スクールカウンセラーが教職員に児童理解のための研修を行う。 

 ・『愛着障害』について 

   乳幼児期の保護者からの愛情の欠如，また身体的虐待やネグレクトにより，人間不信になっ

てしまい，周りの人との積極的な関わりを避けるようになってしまう事例について研修を行

う。 

 ・ 当該校の校区内に児童施設があり，教職員が当該児童に接する際，目の前で起こっている現

象の原因について，生い立ちやその児童の背景から状況を考え，当該児童に寄り添う指導をす

るように心がけるようになった。 

 ・ 教職員による研修だけでなく，スクールカウンセラーが当該児童とカウンセリングを行うこ

とで，児童に係る見立てを充実させ，教職員へのコンサルテーションを行うことができた。 

 

【事例３】教職員の児童理解のための活用事例（⑮） 

＜概要＞ 

・スクールカウンセラーが講師となった校内研修で，不登校生徒への初期対応について意見を交

換し合った。 

・参加者がグループに分かれ，３つのモデルケースから１つずつ選び，対応について考えた。 

・グループごとにまとめた対応策を発表しあい，全体で共有した。 

・スクールカウンセラーから不登校生徒への初期対応について，背景である中学校での不登校生

徒の実態や入学時の留意点，欠席が増え始めた時の背景理解の重要性や効果的な働きかけにつ

いて助言を受けた。 

・教職員のアンケートからは， 



「中学校の不登校生徒の通級教室の実態が聞けて大変参考になった。」 

「改めて生徒理解や対応の際に，関わる者の情報交換の大切さがわかった。」 

「高校生だからという固定観念ではなく，発達年齢を意識していくことが必要だと思った。」 

という意見があった。 

・保護者と学校での対応において，医療機関など専門機関への相談が望ましい場合に，スクール

カウンセラーからの助言が橋渡しになったケースがあった。 

・ミーティング等を通して，当該生徒の特性や家庭環境などの背景をふまえるなど，生徒理解の

ヒントを得て対応に活かせる教職員が増えた。 

・必要に応じて開催する関係者連携会議で，生徒対応についてスクールカウンセラーから得た具

体的な助言を関係教職員へ報告した。それにより，以後の生徒対応がスムーズになった。 

【４】成果と今後の課題 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 
 広島県としては相談件数の増加をめざし取り組んでいる。スクールカウンセラーは児童生徒に
対する相談のほか，保護者及び教職員に対する相談，教職員等への研修，事件・事故等の緊急対
応における被害児童生徒の心のケアを図る等，学校の教育相談体制の充実に向け，大きな役割を
果たしている。 
 
○ 平成２８年度の相談件数の合計は３３，８５５件となっており，昨年度（３１，５６２件）
より，２，２９３件増加している。 

 
（平成２８年度スクールカウンセラー活用事業の相談状況） 

 小学校 中学校 高等学校 合 計 

Ｈ２８ ３，９７８ ２７，７２６ ２，１５１ ３３，８５５ 

Ｈ２７ ２，７６６ ２６，８９２ １，９０４ ３１，５６２ 

Ｈ２６ ２，５９９ ２７，７１６ １，１５２ ３１，４６７ 

 
○ 平成２６～２７年度の広島県における生徒指導上の諸課題の状況について，暴力行為の発
生件数，いじめの認知件数はすべての校種で減少し，不登校児童生徒数は中学校では増加し
たが，小学校，高等学校では減少した。また，中途退学者数についても減少した。 

 
 （小学校の状況） 

 Ｈ２６ Ｈ２７ 増 減 

暴力行為(件) ５４０  ４６９  －７１  

いじめ認知(件) ７４９  ７４２  －７  

不登校生徒数(人) ７０８  ６７３  －３５  

 
（中学校の状況） 

中学校 Ｈ２６ Ｈ２７ 増 減 

暴力行為(件) ８４９  ６４７  －２０２  

いじめ認知(件) ５８２  ５３２  －５０  

不登校生徒数(人) １，８１４  １，８２９  ＋１５  

 



 

（高等学校の状況） 

高等学校 Ｈ２６ Ｈ２７ 増 減 

暴力行為(件) １３５  １２９  －６  

いじめ認知(件) １０３  ９６  －７  

不登校生徒数(人) １，０５２  ７５５  －２９７  

中途退学者(人) ８４３  ６６２  －１８１  

 

（２）今後の課題 

 

  スクールカウンセラーの配置を希望する学校のうち，配置できていない学校もあり，一層の配

置拡充が必要である。 

  また，スクールカウンセラーの配置効果を一層高めるため，学校が個別の児童生徒についての

見立てを行った上で，積極的にカウンセリングにつなげ，相談件数を増加させるとともに，スク

ールカウンセラーのスキルを向上させることが必要である。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

○ 児童生徒の臨床心理に関して専門的知識や経験を有する専門家を配置することにより、不登校やいじ

め・暴力行為などの問題行動等の「未然防止」「早期発見・早期対応」に係る学校の生徒指導・相談体制

の充実を図ることがねらいである。 

  ○ 「教育の専門家」である教員と「心の専門家」であるスクールカウンセラー等が互いの立場を理解しつ

つ、相互に協力して問題行動等の解決及び健全育成を図っていくことが重要である。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  ○ 配置 

・ 平成１８年度から、計画的な配置のない未配置小学校を準対象校として位置付け、相談等の必要が生

じた際には、訪問支援等により、校区内中学校のスクールカウンセラー等を派遣する体制を整備し、全

ての公立小中学校でスクールカウンセラー等への相談が可能となっている。この体制整備により、すべ

ての学校の「いじめ対策組織」にスクールカウンセラー等が参画できる体制となっている。 

   ・ スクールカウンセラー等配置小学校１００校及び接続先中学校７５校を小中連携推進校として指定

し、同一のスクールカウンセラー等を配置することにより、教育相談担当とスクールカウンセラー等を

中核とした、義務教育９年間の切れ目のない相談体制を構築している。 

  ○ 採用 

・ スクールカウンセラーの採用については、臨床心理士養成第１種指定大学院を有する大学及び、県臨

床心理士会と連携し、有資格者の任用に努めている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。  

○配置校数について 

小学校     ２９６校 

中学校     １５０校 

高等学校     ６１校 

中等教育学校    １校 

特別支援学校   １３校 

 

○ 資格の記入について 

  （１）スクールカウンセラーについて 

①  臨床心理士 ７０人  

      ②  精神科医   ０人  

      ③ 大学教授等   ０人 

（※①②③の資格を重複して所持している人は、①の資格者として記載する。） 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①  大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者  …  ３人 

    ②  大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

山口県教育委員会 



て、５年以上の経験を有する者  …  ０人 

    ③  医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者  … 

０人 

 

○ 主な配置形態について  

単独校 １００小学校    （月１回各４時間） 

           １中学校    （週１回各４時間） 

          １中等教育学校 （週１回各４時間） 

           ６１高等学校   （月２回各４時間） 

         １３特別支援学校 （年１０時間） 

    拠点校 １４９中学校 

    対象校 １９６小学校    （週１回４時間） 

 

     ※  本県においては、市町教委と連携し、市町の状況や各学校の規模・不登校や問題行動等の実情によ

り、きめ細かな調整を行っている。上記は各校種における代表的な配置形態である。 

 

 
 

 
  



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

○ 山口県臨床心理士会学校臨床部会所属会員 
 
（２）研修回数（頻度） 

○ 全体研修会：年２回 

 ○ スクールカウンセラー等新人研修会：年１回 

  ○ 地区研修会（７地区）：年３程度 

 
（３）研修内容 

○ 全体研修会：ネット関連、いじめ関連、緊急支援関連、倫理関連、事例研究 

○ 新人研修会：スクールカウンセラー等の基礎 

○ 地区研修会：スクールカウンセラー等同士の情報交換、教育相談担当教諭との連絡協議会、各地区の状

況に合わせた研修会（いじめ関連、非行関連、事例検討など） 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

 ○ 新人研修会：「スクールカウンセラー等の基礎」 

           講師 県スクールカウンセラーＳＶ 

  ○ 地区研修会：スクールカウンセラー・教員・教委担当者による事例検討・情報交換 

           
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ ＳＶの設置 
  山口県臨床心理士会学校臨床部会より各地区にスーパーバイザーを設置している。 
○ 活用方法 
 緊急時の学校支援において、その中心となるとともに、各地区で実施される研修会の企画運営及び事例

検討等の指導助言を行っている。 

   また、スーパーバイザー一覧を全スクールカウンセラー等に配布し、各スクールカウンセラー等が個別

に連絡を取りスーパーバイズを受けている。 

 
（６）課題 

地区研修会をより充実したものにし、参加者の増加を図る必要があるが、報酬や旅費の確保が難しく、自

主的な参加によるものとなっており、全てのＳＣの参加が難しい。また、研修会にはＳＳＷの参加も可能な

研修会もあるが、同様の理由で参加者が少ない。 

 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
 

【事例１】小中連携強化に向けたＳＣの活用事例（ ⑬ ） 

本県では、全中学校にＳＣを配置、小学校の配置率は６割程度である。計画的配置のない小学校へは、校区

の中学校に配置されているＳＣを活用する体制を整えている。また、配置のある小学校においても、校区の中

学校と同じＳＣを配置するなど、学区内でＳＣを活用した小中連携強化に向けた取組を行っている。 

○ 年度当初に、中学校と校区内小学校の校長・生徒指導主任・教育相談担当者（ＳＣコーディネーター）

等が、ＳＣを交えて話し合いをもち、ＳＣとの効果的な連携について共通理解を図るとともに、各学校へ

の訪問回数等について計画を立てる。 

○ 全ての公立小中学校のいじめ対策委員会に年３回ＳＣが参加できるよう予算措置し、ＳＣによる学期毎

の取組状況のチェック、ケースの検討、必要に応じた計画の見直しなどの指導・助言等の支援が行われて

いる。 

校区内で小中学校合同のいじめ対策委員会を開催するなど、いじめ防止に資する小中連携を図っている

校区もある。 

○ ＳＣ活用事業の実施を通して、小・中学校における生徒指導・教育相談体制の望ましい連携の在り方に

ついても研究を進めている。 

 

【事例２】性的被害事案対応のためのＳＣ活用事例 

公共交通機関で通学中の女子生徒の痴漢被害について、ＳＣと連携して対応。 

痴漢行為については、すぐに本人が声を上げたため周囲も気付き、体を少し触られた程度で済んだが、被害

生徒の精神的ダメージが大きかったため、学校での聴き取りは女性教諭とＳＣが一緒に行うなど、本人の精神

面での負担を考慮して行った。また、保護者に対しては、今後家庭において配慮すべきことや本人への接し方

などの助言を行い、家庭と連携した本人へのケアを行った。その後も本人がカウンセリングを希望したため、

継続してＳＣによるカウンセリングを実施した。 

 
【事例３】中学校保健体育授業における教員と協働した授業事例（ ⑯ ） 

  保健体育の授業時間を利用し、各学年１時間ずつＳＣと協働した授業を実施。 

   １年：「自分らしく生きるために」 

   ２年：「ストレスとの上手な付き合い方」 

   ３年：「自分らしく生きるために」 

  心の専門家として、教科の教材を活用しながら、各学年別に発達段階に応じた内容で授業を実施。教科の内

容だけでなく、自我の発達やストレスマネジメント、他者との関わり方など、教科の内容を踏まえ、関連する

心の問題についての解決方法等を適切に助言できた。 

  また、授業を通じて、普段から関わりの少ない生徒とＳＣとの関わりが生まれ、ＳＣ自身も学校の教職員の

一員としての意識が高まった。また、関わりの少なかった生徒も、ＳＣとの距離が近づき、気軽に相談に来る

ようになった生徒も増えた。 

 
  



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
○  平成２８年度実績（経年） 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

延べ相談件数 74,634 件 77,695 件 76,981 件 77,549 件 

実相談件数 30,914 件 31,617 件 31,090 件 34,473 件 

     ・ 1 回（4時間）当たりの平均相談件数 … 小・中学校 12.9 件、高等学校 10.8 件 

       ※  相談室でのカウンセリングだけでなく、授業への参加や、休み時間・放課後のふれあい等、教育相

談を幅広くとらえ、児童生徒の心の問題に迫っている。 

     ・ 相談による解消率 43.0%・好転率 29.2%（合わせて 72.2% に好ましい結果が出ている。） 

 

○  スクールカウンセラー等のいじめ対応に係る実績（経年） 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

いじめ相談件数 755 件 1,493 件 1,289 件 1,275 件 

好転率 78.7％ 81.4％ 83.6％ 90.4％ 

   ※ 好転率は、カウンセリングによる解消率と好転率を合わせたもの。 

     

○ スクールカウンセラー等との連携による成果 

     ・ 教員には話すことができない児童生徒にとって、悩みや不安等の相談の受け皿となった。 

    ・ カウンセリングを実施・継続することにより、生徒の状況が好転した。 

   ・ スクールカウンセラーとの情報交換会を実施し、専門的な立場から生徒への具体的な支援方法につい

て助言を受けることができた。 

   ・ 発達障害のある生徒に対する生徒への対応について、スクールカウンセラーから専門的な助言を受け

ることができ、指導に反映することができた。 

   ・ 適切なアセスメントにより医療機関等の紹介等、関係機関との連携がスムーズに行え、生徒の抱える

問題の解決につながった。 

   ・ 教職員が、カウンセラーとの関わりを通して、カウンセリングの有効性・必要性を認識することがで

き、早期から組織的に対応することができた。 

・ 不登校等学校不適応児童生徒を受け持つ担任等教員の負担を軽減することができた。 

・  保護者に対しカウンセリングを行うことにより、保護者の養育不安の解消につながった。 
 
 
（２）今後の課題 

非常勤職員としての不安定な雇用形態から、別に本職をもち、兼業しているスクールカウンセラー等が多い

のが現状である。スクールカウンセラー等を主な職業にしている者も、結婚・出産、子どもの就学など生活上

の変化が出てきた場合に、収入や社会保障の点から転職や離職する者が多い。 

そのため、スクールカウンセラー等の年齢構成において３０代後半から４０代後半にかけての、いわゆる働

き盛りの世代が少なくなっている。スクールカウンセラー等だけでなく、ＳＳＷも含め、学校や児童生徒の支

援に現在では必要不可欠な専門家の生活基盤が安定し、安心して学校教育活動に参加できる体制づくりが課題

である。同時に、人材の育成や確保について、長期的な視点で県内の養成大学や関係団体との連携を図り、計

画的に進めて行かなければならない。 

また、国のＳＣ常勤化に係る動向を踏まえると、常勤ＳＣの配置方法や勤務形態、担当学校数など、試行的

実施を行っていきたいと考えている。人材や財源の確保、常勤ＳＣの教育活動への参画の具体的内容、教育プ

ログラムの開発など、具体的な準備を進めて行かなければならない。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒のいじめや不登校等の問題行動に対応するため，スクールカウンセラーを，小・中・高校に配置・

派遣し，相談活動の充実を図り，生徒指導上の諸問題を解決することを目的とする。  

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
スクールカウンセラーについては，平成１９年度から，全ての公立小中学校，平成２３年度からは，全て

の県立学校に，配置・派遣する体制となっており，学校における教育相談の支援・充実に当たっている。 

配置方法については，小中連携型を原則として，中学校を拠点に，中学校区の小学校を対象校としてスク

ールカウンセラーの活用を進めている。   

市町村教育委員会からの配置希望，各学校からの要望，学校規模，スクールカウンセラーの活用実績、不

登校・いじめ問題行動状況等の件数等から総合的に判断し，配置校，年間相談時間（１４０時間，１７５時

間，２１０時間，２４５時間）を決定している。  

また，自然災害や重大な事件・事故の発生時に備え，スクールカウンセラーを緊急派遣できる緊急支援体

制を構築している。                                            

人材確保に関しては，徳島県臨床心理士会及び臨床心理士養成に係る教育課程を有する県内大学と連携

し，人材の確保に努めている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 
配置校数について 

中学校       ６８校 

高等学校       ２校 

特別支援学校     １校 

 

スクールカウンセラーの資格について 
（１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士 ４２人 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 
①大学院修士課程を修了した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，１年以上

の経験を有する者  ３名 

 
主な配置形態について（配置時間等については、複数記載してもかまわない。） 

単独校     １高等学校  

拠点校    ６７中学校（週１日・１日４時間，５時間，６時間，７時間)（週２日，１日４時間） 

    １高等学校 

１特別支援学校 

    対象校   １７８小学校     

    １６中学校 

５高等学校 

３特別支援学校 

巡回校（県立学校への要請派遣）（平成２８年度 ２７０時間／年間） 

２７高等学校 

７特別支援学校 

 
 

徳島県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

連絡協議会・・・スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者並びに拠点校スクールカウ

ンセラー担当教員 

徳島県スクールカウンセラー委員会研修会・・・スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ず

る者 

※徳島県スクールカウンセラー委員会は徳島県臨床心理士会の下部組織であり，当委員会主催研修会への

参加もスクールカウンセラー任用の条件としている。 

（２）研修回数（頻度） 
連絡協議会・・・年２回開催 

徳島県スクールカウンセラー委員会研修会・・・隔月開催 

（３）研修内容 
県教委からの事業の趣旨，スクールカウンセラーの効果的な活用方法等についての説明 

スクールカウンセラー等と教職員との連携を深めるための大学教授等による講演 

スーパーバイザーによる指導・助言 

スクールカウンセラーが対応したケースを基にした事例検討会 等 

（４）特に効果のあった研修内容 
スクールカウンセラーが対応したケースを基にした事例検討会 

事例の対応について，スーパーバイザーの適切な指導・助言により，スクールカウンセラーの資質の向上

につながった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置  あり（５人） 

○活用方法   スクールカウンセラーへの指導・助言 

スクールカウンセラー委員会主催研修会の企画運営 

緊急支援派遣体制のリーダー 

スクールカウンセラーの選考委員 

 

（６）課題 
発達障がいが疑われる児童生徒に関する相談件数が年々増加している。福祉関連機関との連携を図った研

修会を実施し，スキルアップを図る必要がある。 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校生徒及び保護者への活用事例（①不登校、⑫発達障害等） 
    中学校３年から，学校を欠席する日(欠席日数９０日)が多くなる。高校進学後は新しい環境の中で，意

欲的に学校生活を送っていたが，５月の連休明けから休みはじめ，６月からは一日も登校することができ

なくなった。生徒は集団生活が苦手であり，人とのコミュニケーションに苦痛を感じている。学校生活の

中で，予定の変更等を嫌い，対応ができないときがある。担任や生徒指導担当者が家庭訪問を継続的に実

施しながら支援を続けている。生徒，保護者の希望によりスクールカウンセラーによるカウンセリングを

実施することになった。                                         

○カウンセリングによる生徒，保護者の変容                                    

    欠席は依然続いているが，カウンセリングを重ねるごとに，自ら発言することが多くなり，前向きな姿

勢が感じられるようになった。また，悩みや不安を人に話すことで，表情も明るくなってきた。 

    保護者についても，以前は子供の現状についての不安が強く，厳しく対応をしていたが，少しずつ受容

することができはじめ，子供の頑張りを認めることができるようになった。 

    今後も，学校への登校に向け，カウンセリングによる支援を継続していく。 

    



○関係機関との連携 

発達障害等の問題や家庭環境の改善に向けての支援の必要性を感じ，外部の専門家による支援を行っ

た。 

本県では外部の専門家による学校への支援事業として「学校問題解決支援チーム派遣」を実施している。

高度で専門的な知識を有する医師や大学教授，社会福祉士等の専門家を派遣し，児童生徒の実態把握や指

導方法について指導・助言を行っている。本事例においても，スクールソーシャルワーカー（社会福祉士）

を派遣し，学校とスクールカウンセラーとともに，支援方法について検討会を実施した。様々な視点から

の指導・助言により効果的な指導につなげることができた。 
 
【事例２】性的な被害にあった児童生徒への対応のための活用事例 
    性的な被害に対して，緊急支援として，複数のスクールカウンセラーを学校に派遣し，関係生徒へのカ

ウンセリングを行った。PTSD が心配される事例もあり、関係機関との連携やケース会議を実施し，専門的

な支援を行った。スクールカウンセラーによる迅速な対応によって，児童生徒の心理的な負担軽減につな

がった。                                              

県教育委員会と県警察本部少年サポートセンターを中心に，市町村教育委員会，所轄警察署，青少年育

成補導センター，児童相談所，市町村福祉部局，少年鑑別所，保護観察所，スクールソーシャルワーカー

等と連携し「阿波っ子スクールサポートチーム会議」を行っている。事例への対応においても，学校側か

ら教員とともに、スクールカウンセラーも参加し，様々な角度・視点から児童生徒、家庭への支援の在り

方や効果についてケース検討会を実施し，その後の効果的な指導につなげることができた。 
 
【事例３】児童生徒へのストレスマネジメント学習活用事例（⑯教育プログラム） 

本県では自他の生命を尊重し，守り育てる児童生徒の育成を目指す「いのちと心のサポート事業」の一

環として全ての公立学校を対象に「心の授業」を実施している。スクールカウンセラーを始め，大学教授

（臨床心理士），精神科医等を講師として学校へ派遣し，職員とともに講演等を行い，児童生徒の心の問

題に対応している。                                        

実践事例 

 「中一ギャップ」への対策として小学校６年生と中学校１年生を対象にストレスマネジメント学習を実

施した。中学１年生は環境が大きく変化する時期であり，不登校やいじめ等の問題行動も増加している。

環境の変化への適応，コミュニケーション能力や援助希求行動能力の育成は「中一ギャップ」の解消に向

けて重要である。学年集会において，スクールカウンセラーがストレスとの付き合い方やストレス発散方

法について資料を用い講演を行った。児童生徒たちは友達との付き合い方や積極的なストレス解消法につ

いて学び，その後の生活に有効に活用することができている。                      

また，中学校３年生の保健体育の授業において，スクールカウンセラーがゲストテーチャーとなり，「心

の健康」の単元の中でストレスマネジメントについて授業を行った。心理の専門家として，具体的な事例

を紹介しながら生徒にわかりやすく説明を行った。中学校３年生は高校受験に向けてストレスもたまりや

すくなる時期である。生徒自身が自分に合ったストレス解消法について考えることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
児童生徒・保護者・教職員からの相談においては，不登校に関する相談が最も多くなっており，スクー

ルカウンセラーも研修等を通じ不登校対応のスキルアップを図っている。その結果，本県における不登校

児童生徒数（「問行調査」より）は，平成２２年度１３．６人(千人当たり)であったが，平成２７年度は

９．９人(千人当たり)まで減少している。全国の不登校千人当たりの人数と比べても，平成２４年度以降

下回っており，一定の効果を上げていると分析している。  

また，スクールカウンセラーの小中連携型配置により，中学校へ進学しても原則として同一のスクール

カウンセラーに相談できるため，児童、保護者も安心して相談を受けることができており，相談件数も増

加している。(延べ年間相談件数：平成２１年度１３，７０６件、平成２８年度１７，７７６件) 

 

（２）今後の課題 
国の「ひとり親家庭・多子世帯自立応援プロジェクト」において，平成３１年度末までに全小中学校へ

の配置目標が示されている。本県の配置状況は，中学校への拠点校配置率が８１パーセント，小学校は全

て対象校配置であり，今後、全ての小中学校へ配置を拡充するためには，人材確保が必要不可欠である。

県内高等教育機関、臨床心理士会等との連携を強化するとともに，また，スクールカウンセラーの勤務条

件の改善に努め，優秀な人材の確保を図りたい。 

また，スクールカウンセラーの常勤的な配置を推進することにより，常時相談できる体制の構築に取り

組みたい。   

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   学校におけるいじめ等の問題行動等に対応するため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な

知識・経験を有するスクールカウンセラー等を配置し、いじめ等の問題行動等の早期発見・早期対応

や未然防止に資するとともに、教育相談体制の充実を図っている。 
 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  ・ 中学校を拠点校として、公立の中学校区（すべての公立小・中学校）にスクールカウンセラー又は 

スクールカウンセラーに準ずる者（以下「ＳＣ」という。）を配置している。 

・ すべての公立高等学校及び県立中学校、特別支援学校にＳＣを配置している。 

・ 全体の年間配置時間や日数等は、学校の児童生徒数及び不登校数等の状況、学校の要望等を踏まえ

て県教育委員会が決定している。 

・ 学校に同じＳＣを複数年継続配置し、学校の状況に対応できるようにしている。また、同一中学校

区の小、中学校に同じＳＣが対応できるようにし、進学時の子どもや保護者の不安を軽減させるな

ど、小中連携が効果的に行えるようにしている。 

・ いじめ・不登校・暴力校等への対応として、すべての小学校で必ずＳＣを有効に活用できるよう、

全体の配置時間を年間 24 時間から 36 時間に増やした。（平成 28 年度～） 
 

（３）配置頻度別配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に

整理すること。 

 【配置頻度別配置校数】 

小学校             １６０校 

中学校              ６７校 

高等学校             ３２校 

特別支援学校            ８校 

 

【資格】 

◆スクールカウンセラー 

 ①臨床心理士 ５７人  ②精神科医   ０人   ③大学教授等   ０人 

  ◆スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者      ３人 

   ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい 

て、５年以上の経験を有する者   ８人 

   ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                     ０人 

 【勤務形態】 

    単独校  ０中学校  ０小学校  ０高等学校  ２特別支援学校    （月１日・１回４時間） 

    拠点校  ６７中学校    （週１日・１回４時間）  ６高等学校 （週１日・１回４時間） 

          ３特別支援学校 （月１日・１回４時間） 

    対象校 １６０小学校    （月１日・１回４時間） ２６高等学校 （週１日・１回４時間） 

          ３特別支援学校 （月１日・１回４時間） １２高等学校 （週１日・１回２時間） 

香川県教育委員会 



    巡回校   ０高等学校    ０特別支援学校 

 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

   毎年度、ＳＣ等の活用事業の実施要項を見直しており、年度当初の連絡協議会で周知している。  

 

   

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
 

（１）研修対象 

対象ａ 公立小・中学校に派遣するＳＣ、市町が雇用するＳＳＷ、教育委員会担当者、 

    公立小・中学校の教頭・教育相談担当者 

対象ｂ 公立高校・県立中学校に派遣するＳＣ・ＳＳＷ、 

公立高校の教頭・教育相談担当者、     

教育委員会担当者 

対象ｃ 特別支援学校に派遣するＳＣ、特別支援学校の教頭・教育相談担当者 

 

（２）研修回数（頻度） 

  対象ａ 年３回    対象ｂ 年２回    対象ｃ 年２回 

 

（３）研修内容 

対象ａ  第１回教育相談担当教員（ＳＣ・ＳＳＷを含む）連絡協議会 

・ 講話「チームとしての学校が実現するための現状と課題」 

・ グループ協議「チームとしての学校が機能するための現状と課題」 

第２回チーム学校支援員等（ＳＣ・ＳＳＷを含む）連絡協議会 

・ 講演「非行のメカニズムと自立に向けた支援」 

       －暴力行為やいじめを繰り返す児童生徒への支援をどう進めるか－ 

・ グループ協議「暴力行為やいじめを繰り返す児童生徒に対する組織対応について」 

             第３回チーム学校支援員等（ＳＣ・ＳＳＷを含む）連絡協議会 

      ・ 講演「チーム学校を支えるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 

等の連携・協働」 

      ・ グループ協議「チームとしての学校が機能するための連携・協働について」 

対象ｂ・ｃ 第１回教育相談連絡協議会 

・ 事業説明 

・ 講話「いじめ問題について」「外部関係機関との連携について」 

・ 事業説明、協議 

第２回教育相談連絡協議会 

・ 講演「思春期の精神疾患（統合失調症）と生徒の支援～初めての精神科受診～」 

・ 講話「被災地支援活動を通して見えてきた風景」 
 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ○ チーム学校の構築についてのグループ協議 

    ・異なる立場からの意見交流 

    ・チーム学校を構築する上での、課題とその対策について 

 

  



 
 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ ＳＶの設置 無し  ○ 活用方法 無し   
 

（６）課題 

  ○ 最新の情報による講演会と、より具体的な事例検討等のバランスの良い内容構成に努める。 

  ○ ＳＣとＳＳＷのそれぞれの特性を生かした役割分担、連携をとり、より効果的な活用ができるよ

う、研修会等での事例検討会が必要である。 

 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
 

【事例１】家族からの虐待で傷ついた生徒のための活用事例（④・⑥） 

高校女子、幼いころから兄妹ともに母親からの継続的な虐待を受けていた。母親からの虐待が止むと、

兄による虐待の標的になり、それが段々とエスカレートしていくという状態だった。高校入学後は比較

的平穏（リストカットはしていた）に過ごしていたものの、途中から環境の変化で心身の状態が悪化し、

幼少期からのトラウマと進行中の兄の虐待から回避するため、親類の家から一時通学することになる。

しかし、心身の状態は回復せず自殺願望も口走るようになる。そのころから、教育相談部・保健部で連

携し、定期的なＳＣのカウンセリングを受ける。一方、ＳＳＷは本人との面談の後、ＳＣと相談して保

健所に繋ぎ、母親との関係修復に努める。並行してＳＣの紹介で心療内科を受診する。結果、継続通院

には至らなかったが、周囲の多くの人たちが支えてくれていることを感じ取れる余裕ができ、落ち着き

つつある。現在は自宅に戻り、母親と暮らしている。 
 

【事例２】性的な被害を受けた生徒に適切に対応するための活用事例 

  ＳＣが、中学生の保護者との面談をしていた中で、同性からの性的な被害を過去に受けたことがある

ことを聞いた。そこで、学校は加害生徒への聞き取りを行い、それを踏まえて両生徒に対して適切な対

応をすることができた。 
 

【事例３】生徒の心理的安定を促すための活用事例（⑯） 

高等部生徒９名に対し、感情のコントロール「怒りとの付き合い方」を知ることを目的に、ＳＣをゲ

ストティーチャーとして招き授業を実施した。学習の流れとしては次の３点とし、専門的な立場から指

導や助言をいただいた。 

（1）腹が立った時の行動を各自発表する 

（2）怒りを感じた時の効果的な行動や、怒りを表出することの意味を考える 

（3）３人一組になって、相手の怒りを聞くロールプレイをすることで、効果的な聞き方を体験する 

生徒たちは怒りを感じたとき、自分なりに我慢したり、食欲に走ったりすることが結果的に良くない

ことや、怒りは我慢せずに表出することで、気持ちが落ち着くことを体験した。また、どの生徒からも

授業後は、「気持ちが楽になった」とか、「すっきりした」などの感想を聞くことができ、怒りとの付

き合い方に気づくきっかけとなった。また、ＳＣと接点をもったことで、今後、悩みや不安や怒りを感

じた時にカウンセリングにスムースに繋ぐことも期待できると考える。 

 

 

 

 

 



【４】成果と今後の課題 

  ○ 小・中学校における不登校児童生徒数の減少や横ばい状況に、ＳＣの有効な相談活動や不登校の

未然防止の取組の充実があったのではないかと考えている。 

 

 

 

（平成 27 年度の小学校の不登校児童数は、平成 19 年度のピークから 0.07％減） 

 

 

 

（平成 27 年度の中学校の不登校生徒数は、平成 23 年度のピークから 0.13％減） 

 

○ 平成 21 年度以降、公立高校の中途退学者や不登校生徒が減少している要因の一つに、ＳＣ、ＳＳ

Ｗの有効な活用や相談活動の充実があったのではないかと考えている。 

 

 

 

 

○ 特別支援学校においては、生徒の面談後の学級担任に対するコンサルテーションが定着してお

り、ＳＣの助言等を日々の指導に活用できている。また、教員はもとより、子どもとの接し方に

不安を抱えている保護者についても、面談を通して、安定につながるアドバイス等行えている。

取組も３年目となり希望者も増加している。 
 

○ 特別支援学校については、本人へのカウンセリングにあたって、その障害の状態から聞き取りが

難しかったり、行動特性を知るために日頃の生活観察が必要だったりと、時間を多く費やすこと

になる。限られた配置時数を有効活用できるよう校内の支援体制を工夫していくことに加え、時

間数増の要望を続けることや、同一ＳＣを複数年配置していくなどの配置形態の工夫も必要であ

る。 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 ○ 平成 28 年度のＳＣの相談実績は、小・中学校の合計相談者数がのべ 19,862 人（ＳＣ一人当たり

約 389 人）であり、児童生徒や保護者及び教員に対して効果的にカウンセリングが行われている。 

（２）今後の課題 

  ○ 中学校で不登校が急増する現状に対して小・中学校の９年間を見通した未然防止の取組を引き続

き充実させる必要がある。 

○ 教育相談体制の充実が一層図られるよう、平成 28 年度から、ＳＣとＳＳＷに教育相談担当教員を

加えた連絡協議会を設定しているところである。この会を通して、ＳＣとＳＳＷの特性の相互理

解を進めるとともに、チーム学校の実現に努めて参りたい。 

○ 学校、ＳＣとＳＳＷがお互いの役割をより理解し連携を図ることが必要であり、平成２９年度作

成したガイドラインを活用し、教育相談体制の充実に一層取り組もうと考えている。 

年 度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 

香川・公立小学校不登校者(%) 0.23 0.23 0.23 0.25 0.26 0.25 0.30 

 

年 度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 

香川・公立中学校不登校者(%) 3.26 3.22 3.25 2.85 2.88 2.85 3.13 

 

 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 

中途退学者(%) 1.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 

不登校生徒(%) 1.2 1.0 1.2 1.0 0.8 0.9 0.7 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

    市町の設置する小学校及び中学校に、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知 

識及び経験を有する者をスクールカウンセラー等（スクールカウンセラー又はスクール 

カウンセラーに準ずる者）として配置又は派遣することにより、教育相談体制の充実を 

図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

中学校区程度の地域を単位とし、その地域にある中学校を拠点校としてスクールカウンセ 

ラー等を配置している。また、拠点校から域内の小学校や近隣の小学校にスクールカウンセラ

ーを派遣している。 

   スクールカウンセラー等が配置されていない小学校及び中学校に対しては、市町教育委員会 

からの要請を受け、県内に配置しているスクールカウンセラーを年間４８日分派遣できるよう 

にしている。 
 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③ 

の順に整理すること。   

※配置校数 

小学校   ２１８校 

中学校    ９０校 

 

※資格 

（１） スクールカウンセラーについて 

   ① 臨床心理士 ３３人  

 

（２） スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ 

いて、１年以上の経験を有する者        １人 

   ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業 

務について、５年以上の経験を有する者     １７人 

 

（３） 勤務形態 

    拠点校  ９０中学校   

    対象校 ２１８小学校      

 
 
 
 

愛媛県教育委員会 

（年３９日・１日４時間） 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

   県内のスクールカウンセラー及び準スクールカウンセラー   

 

（２）研修回数（頻度） 

   年１回 

 

（３）研修内容 

   ・ 学校の特性に応じたカウンセリングやコンサルテーションの在り方 

   ・ 事業内容の周知と情報交換 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ・ スクールカウンセラー同士の情報交換 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  

有 

○活用方法   

    準スクールカウンセラーに対する指導、困難な事例、状況に対する指導・支援、児童生徒

のカウンセリング等に関し必要と認められる指導・支援 

（６）課題 

   予算に限りがあるため、スーパーバイザーを年間１０日間分（１日４時間）しか派遣できな

い。 
  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】いじめ問題のための活用事例（②） 

   いじめ問題が発生し、被害者である保護者から「登校できなくなったのはいじめが原因であ 

る。本人が登校できるようクラス替えをしてほしい。」という要求があった。保護者と学校と 

の話合いを何度ももったが、折り合いがつかなかったため、スクールカウンセラーに家庭訪問 

をしてもらい、被害生徒と保護者とのカウンセリングを行い、生徒が安心して再登校できるよ 

うに学校との妥協点を探った。話合いの前には、学校側とスクールカウンセラーが何度も打合 

せを行うなど、スクールカウンセラーが第三者的な立場で被害生徒と学校の間に入ることで問 

題が解決の方向に進んだ。 

 

【事例２】「性的な被害」についての活用事例 

    小学校６年生の児童同士間による「性的な被害」の事案が起こったため、スクールカウン

セラーが同席のもと、校長、教頭、生徒指導、担任、養護教諭らが参加し、学校側が事案の

説明、経過説明の後、今後、気を付けるべき点や中学校との連携について話し合われた。 

  加害児童に対する今後のサポートとして、現在本人が興味を持っていることを大切にさせ

ながら、中学校生活につながるように保護者と連携して支援していくなど、共通理解を図っ

た。また、被害児童の支援としては、心のケアを最優先に考え、学級担任がしっかりつなが

りをもっておくこと、楽しいことをたくさん見つけられるようにサポートしていくことなど

をスクールカウンセラーが助言した。更に、児童が進学する中学校との連絡会などで被害児

童の保護者への対応を話し合い、連携を深めた。 

学校は、一人一人のよいところを見つける、性の発達をはずかしいものとせず、成長とし

て当たり前のこととして捉えられるよう、性教育の年間指導計画の見直すなどの対応をし、

関係者間で共通理解を図った。 

 
【事例３】校内研修のための活用事例（⑮） 

・ 教育相談の充実を図るため、スクールカウンセラーと教職員が連携しながら作成した資料

を基に、積極的に教育相談の研修を行った。特に、思春期の子どもたちへの対応など、専門

的で分かりやすい資料を活用して、子どもとどう関わったらよいかが具体的に分かる、研修

となった。 

・ 教員を対象にスクールカウンセラーを講師として、校内研修を実施した。「面接中の有効

な質問」及び「面接中の有効な言語スキル」等、児童生徒へのかかわり方のスキルについて

学ぶ機会を得た。また、「自己成長エゴグラム」や「ＴＥＧ５要素の現れ方（行動パターン）

早見表」を紹介してもらうなど、充実した研修となった。 

 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

本県のスクールカウンセラーの配置形態は、３管内とも同じである。しかし、配置率と１０

００人当たりの不登校出現率の関係を見ると、配置率が高いＢ管内の方が、年々不登校出現率

が減ってきている。（下表）それは、スクールカウンセラーを積極的に活用した教育相談が行

われ、本事業が広く認知されてきたことと、児童生徒や保護者がスクールカウンセラー等に対

して気軽に相談できるようになってきたためであると推測される。相談件数の増減などにも注

目しながら、問題の未然防止、早期発見につなげていきたい。 

管内 ＳＣの配置形態 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

Ａ 
中学校に週１日、1

日４時間配置 ９．４ ９．８ １１．３ 

Ｂ 
中学校に週１日、1

日４時間配置 ８．４ ６．９ ６．７ 

県平均 ９．９ １０．１ １０．９ 

  

市町別１０００人当たりの不登校出現率 

 

 

 

    

 

 

本事業に対する事業評価 

・スクールカウンセラー等を配置した拠点校数 

年度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

配置校数 
９３校 

（小１４・中７９） 

２７５校 

（小１９５・中８０） 

２６８校 

（小１８８・中８０） 

２８３校 

（小１９６、中８７） 

３０８校 

(小２１８、中 90) 

３１７校 

(小２１８、中 90) 

拠点校 

(中学校) 
 ７４校  ８０校  ８０校  ８７校 ９０校 ９２校 

対象校 

(小・中) 

 １９校 

(小１４・中５) 

１９５校

(小１９５) 

１８８校 

(小１８８) 

１９６校 

(小１９６) 

２１８校 

(小 218) 

２２５校 

(小 225) 

相談件数 ７,２８９件 ８,５７０件 １１,４６０件 １７,６８２件 １３,６５７件  

ＳＣ人数 ３０人 ２９人 ２９人 ３１人 ３３人 ３２人 

準ＳＣ人数 １５人 １５人 １５人 １８人 １８人 １６人 

・スクールカウンセラー等の人数 

・拠点校、対象校を合わせた全体の配置校数 

・拠点校１校の、１日当たりの相談件数 

 

 

（２）今後の課題 

    未配置校の相談活動は、他の相談事業でカバーしているものの、大きな問題が発生した場合 

において、臨床心理士の資格をもつスクールカウンセラーを短期間に複数回派遣する必要が生 

じる。その場合の人員確保が課題である。 

 



 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   市町村（学校組合）立の小・中学校及び県立中・高等学校、特別支援学校において、児童生徒、保護者及

び教員の様々な不安・悩み・ストレスに関するカウンセリング及び助言・援助を行うため。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

本県における配置計画については、以下の点を重点目標として配置を行っている。 

① 未配置校への配置を積極的に行うことで、高知県全域の相談活動の充実をはかる。 

② 大規模校や生徒指導上の課題のある学校について重点的に拠点校配置や小中連携配置を行うことで、多

くの相談希望に応え、教育相談の充実をはかる。 

③ スクールカウンセラーへの相談希望が多いにも関わらず、配置の組み合わせが３校のため、訪問間隔が

空き、面談時間が十分に取れない学校において、２校配置を積極的に推進し、相談活動の充実をはかる。 

また、未配置校については、要請に応じて、同一校区の中学校へ派遣したスクールカウンセラーが、 

配置中学校においてカウンセリング援助を行うことができる体制を整えている。 

  

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

※配置校数について 

小学校             １６４校 

中学校             １０５校 

義務教育学校            ２校 

高等学校              １校 

特別支援学校            １校 

教育支援センター（適応指導教室） ２箇所 

 

※ 資格について 

  （１） スクールカウンセラーについて 

① 臨床心理士 ４５人  ② 精神科医 ０人   ③ 大学教授等 １人 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

     ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者  １５人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい 

て、５年以上の経験を有する者  １６人 

 

※ 主な勤務形態について 

  ○ 単独校配置    
 １小学校     （週１日・１回７時間） 

２４中学校         （週１日・１回７時間） 

 ２義務教育学校  （週１日・１回７時間） 

１高等学校       （週１日・１回４時間）もしくは（週１日・１回６時間） 

１特別支援学校  （週１日・１回４時間）もしくは（週１日・１回６時間） 

高知県教育委員会 



      ２教育支援センター（週２日・１回７時間） 

○ 拠点校配置  ７４中学校 

       ３７小学校     

○ 対象校配置     ４中学校    （週１日・１回３時間）もしくは（週１日・１回４時間） 

１２６小学校    

 ○ 巡回配置校       ０校    

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）ＳＣ等研修講座 
  ①研修対象    スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者、臨床心理士、教職員等（教

職員等については、午前講演のみの参加） 
②研修回数（頻度） 年間６回 
③研修内容 

回 内容 講演内容 講師 

１ 

（午前） 

講演 

（午後） 

事例検討会 

 

発達障害の理解および教員や保護者・ＳＣに 

できる支援のあり方 

ＪＡ高知病院 

本淨 謹士 

 

２ 
子どものしてほしい行動を増やすために 

―ペアレント・トレーニングの概念と手法― 

高知県立療育福祉センター 

野々宮京子 

３ 
和風解決志向アプローチを用いた 

学校での支援の在り方 

鳴門教育大学大学院 

粟飯原良造 

４ 緊急対応とその予防 （調整中） 

５ 
これからの SC 活動へ向けて 

－SC 活動の変革・サポート・養成－ 

金城学院大学 

川瀬 正裕 

６ 学校でいかす認知行動療法の考え方と使い方 
鳴門教育大学大学院 

古川 洋和 

 
（２）相談支援体制充実（チーム学校）に向けた連絡協議会 

①研修対象    スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教職員、及び市町村教育委員

会担当者 
②研修回数（頻度） 年間１回 ブロック別開催（５ブロック） 
③研修内容    外部専門人材を活用したチーム学校の構築に向けた連絡協議会。本年度はいじめ

問題をテーマに、それぞれの専門性をいかした効果的なチーム支援について協議

を行った。 

 
（３）特に効果のあった研修内容 
  （２）相談支援体制充実（チーム学校）に向けた連絡協議会では、いじめの事例を用い、効果的なチー

ム支援についてグループ協議を行った。実施後のアンケートでは６９．５％が「大変参考になった」、

３０．１％が「参考になった」と回答した。 



  また、「グループ協議を通して、学校がチームとして取り組んでいくことがどういうことなのか、具

体的に知ることができた。」「ＳＣ，ＳＳＷ，外部の専門機関とのつながり、連携が大切であると改め

て実感した。」など、本協議会での学びや気づきを今後の各校の相談支援に還元しようとする声が数多

く聞かれた。 

 

（４）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ ＳＶの設置 

   ４名設置している。 

○ 活用方法 
① スクールカウンセラー等の配置校での指導・助言 

② 県教委が設置した相談室でのスクールカウンセラー等への指導・助言 

③ 採用１年目・２年目のカウンセラー等への研修 

④ 緊急支援（児童生徒の生命にかかわる事件・事故等、緊急かつ重大な事案が発生した学校の児童生 

徒、保護者、教職員への支援） 

 

（５）課題 
本県が採用しているスクールカウンセラーは、若年者が多いため、スクールカウンセラーの専門性を高

めることが喫緊の課題となっている。そのためにも、スクールカウンセラー等研修講座で研修する内容が、

スクールカウンセラー等の力量に見合い、その力量を伸ばすような研修内容となるよう、計画を立てるこ

とが必要である。 

また、スーパーバイザーを活用し、採用１年目、２年目等のカウンセラーに対し、配置校での指導・助

言等の研修をより強化することで、スクールカウンセラーの資質向上を図ることが必要であるが、スーパ

ーバイザーの人材も不足しているため、十分な力量形成を行うことができておらず、この点についても本

県の課題であると考える。 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】いじめ問題への対応のための活用事例（②） 

 県立高校に通う１年生男子生徒が、他の複数の生徒からの冷やかしやからかいにより、精神的に苦痛を感じた

結果、いじめ重大事態に至ったケース。事案発覚後、学校は事実確認を進める一方で、被害生徒に対して、ＳＣ

によるカウンセリングを実施し、心理的なケアを行った。また、加害とされる複数生徒にも同様にカウンセリン

グを実施し、いじめ行為の背景にあるストレスや加害生徒が抱えている悩みについても聞き取りを行った。加害

生徒と被害生徒双方のカウンセリングは、複数回実施され、生徒の心理面の状況に応じた支援を継続し、問題の

解決につなげていった。被害生徒については、学校生活に新たな目標をもち、前向きに学校生活を送るようにな

った。また加害とされる生徒らにも、他者を思いやる言動など、肯定的な変容が見られるようになった。いじめ

の事案をとおして、学校とＳＣが連携・協働したことで、問題の解決とともに、生徒一人ひとりの自己成長につ

なげることができた。 

 

【事例２】校内支援会活性化のための活用事例（①③⑭） 

高知県は平成２７年度の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査において、小学校の暴力行為

の増加、中学校の不登校の高止まりなどが見られ、生徒指導上の問題はこれまで同様に喫緊の課題となってい

る。。 

多様化・複雑化する問題に対して、学校がチームとして対応するための校内支援会が定期化されておらず、内

容も情報交換に終始してしまい、ＰＤＣＡサイクルによる組織的かつ計画的な支援が行われていない学校もあ

る。 

また、ＳＣ等の活用の仕方が明確でない学校や、ＳＣ等を組織の一員として活用する考え方が教職員に十分浸透

してない学校もあった。 

そのため、県教育委員会では本年度、校内支援会活性化事業を立ち上げ、学校における校内支援会の充実に向

けた取組を進めている。全ての学校において校内支援会を月に１回以上開催することを徹底するとともに、重点

支援校１０校を対象とし、毎月の校内支援会に心の教育センターのＳＣと指導主事を派遣し、問題解決に向けた

学校への支援を行っている。本事業で初めて校内支援会を実施するという指定校もあったが、指導主事が支

援会の持ち方のモデルを示したことや、子どもの見立てに関するＳＣの専門的な助言により、効果的な支

援会のあり方についての教職員の理解が進み、子どもの変容に向けて見通しを持った支援ができるように

なってきている。 

 

【事例３】教職員研修における活用事例（⑤⑨） 
市町村の教育研究集会の教育相談部会において、特別支援学級の担任や、養護教諭を対象に、カウンセリング

マインドに関する研修を実施した。カウンセリングの基本的な考え方や、認知行動量にもふれながら、コミュニ

ケーションをとる相手に対して、安心感・信頼感・満足感・自尊心を与える、受容的で共感的な態度はどのよう

なものかを考える機会となった。また、エゴグラムを用いた演習を取り入れるなど、円滑で風通しの良い人間関

係を構築していくために、各学校に帰って心掛けることなど、参加者にとって学びや気づきの多い研修会となっ

た。  

 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

ＳＣの配置率について、中学校は２４年度（７１．３％）→２５年度（８４．４％）→２６年度（９９．０％）

→２７・２８年度（１００％）と向上してきた。また、小学校においても、２４年度（３９．３％）→２５年度

（５０．７％）→２６年度（５７．７％）→２７年度（６８．９％）→２８年度（８５．４％）と増加している。

また、配置率の増加に伴い、２４年度は、２６，６５０件であった相談件数が、２８年度は、９１，７６８件と

増加しており、各学校におけるスクールカウンセラーの活用が高まっている。特に、学業・進路（１０，３６７

件）、友人関係（７，１４２件）、不登校（５，６３４件）についての相談が多く、これらの課題に対する改善

に向けてスクールカウンセラーが尽力している。 

 
（２）今後の課題 

本県の課題として、以下の３点が挙げられる。 

１点目は、専門性の高いスクールカウンセラー等やスーパーバイザーの人材確保である。本県には、臨床心理

士養成大学がなく、臨床心理士の数が少ない。このことも人材確保を困難にしている。 

２点目は、【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制についての課題で記した通り、本県が

採用しているスクールカウンセラー等には、若年者が多いため、スクールカウンセラー等の専門性を高める研修

の機会や場を今後さらに充実させる必要がある。 

そして３点目として、スクールカウンセラー等をより効果的に活用するために、スクールカウンセラー等と教

職員との協働体制についてさらに強化する必要がある。これについては、スクールカウンセラー等の勤務時間の

短さや配置日数の少なさといった配置環境に加え、各学校の支援体制や組織体制等の弱さも大きく影響している

と考える。したがって、これらについても研修会等で改善を図る必要がある。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識・経験を有する者等を、スクールカウンセラーと

して中学校を中心に配置し、それらを活用して学校における教育相談機能を高めるための調査研究を行

い、もって不登校やいじめ等の生徒指導上の諸課題の解決を図る。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

平成１３年度から新たに活用事業として、臨床心理士等の「心の専門家」を県の非常勤職員として任    

   用し、中学校へ配置している。また、平成１７年度から、拠点校方式の活用によりＳＣ等を県内すべて 

の公立中学校に配置している。 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態 

ア 配置校数 

 小学校     ４１８校（要請に応じて派遣した小学校） 

 中学校     ２０９校 

 高等学校    ３１ 校 

 中等教育学校  1校 

 特別支援学校  ４校 

イ 資格 

（ア）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士 １５４人  

②大学教授等   １人 

 （イ）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者        １人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者     ６人 

ウ 主な勤務形態 

    （ア）単独校   ５１中学校    （週１日・１回８時間） 

              ３小学校    （週１日・１回８時間） 

              ２高等学校   （週１日・１回８時間） 

    （イ）拠点校  １５２中学校    （週１日・１回４時間） 

２９高等学校   （拠点校：年間１８回、準拠点校：年間１０回・１回８時間） 

４特別支援学校 （年間３５回・１回４時間） 

（ウ）対象校  ３４２小学校    （配置計画なし） 

６９高等学校   （配置計画はなし。要請に応じて派遣） 

         １６特別支援学校 （配置計画はなし。要請に応じて派遣） 

（エ）５日制ＳＣＳＶ 中学校６校  （週５日・１回４時間） 

（オ）教育委員会等配置 ７３小学校 （配置計画はなし。要請に応じて派遣） 

 

 

 

福岡県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

（１）研修対象 

   県内に配置されているＳＣ 

（２）研修回数（頻度） 

  ア 年に１回程度ＳＣ連絡協議会を実施している。 

  イ 福岡県臨床心理士会が月１回程度の自主研修を実施している。 

（３）研修内容 

  ア ＳＣによる実践報告及び情報交換 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ア スクールカウンセラーを効果的に活用した教育相談体制の充実について 

※スクールカウンセラー及び配置中学校担当者を対象に研修会を実施した。 

①各学校における教育相談体制の成果と課題についてまとめる。 

②教育相談を組織的に実施していく上で大切な教育相談体制や学校内外関係機関との連携、マネジメ

ントの方法等の具体的方策についてグループ協議を実施する。    

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

  ア ＳＶの設置の有無 

    有（県内各教育事務所に各１名、合計６名配置。週１回１２～２０時間） 

  イ 活用方法 

（ア）所管教育事務所管内の他のスクールカウンセラーへの指導助言 

（イ）所管教育事務所管内の小・中学校及び特別支援学校の小・中学部で突発的に発生した不慮の事故・

事件において､サポートチームの一員として児童生徒等の心のケアを中心とした指導助言 

（ウ）その他、所管教育事務所管内の各種相談事業に対する指導助言 

（エ）各教育事務所配置のスクールカウンセラー・スーパーバイザーは、管内小学校の「校内いじめ対策

委員会」において、専門家としての指導助言を行う。 

（６）課題 

  ア いじめや不登校対応への未然防止、早期発見及び事案の改善・回復、再発防止に向けたＳＣの効果的

な活用についての啓発 

  イ ＳＣＳＶを活用したＳＣ等への指導助言等の充実 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】家庭・関係機関（小学校ＳＣ及び医療）との効果的な連携、保護者等に対する助言・援助にＳＣを

活用した事例（⑫発達障害等、⑭他機関との連携） 

１ 対応ケースの概要 

 ・該当生徒は中学１年生男子生徒。感情をコントロールすることが苦手である。また、落ち着いて授業を 

受けることが苦手であり、些細な刺激に容易に反応してしまう。次々に指示を出されると混乱してしまう。 

 ・家族構成は両親、兄、本人の４人家族 

 ・出生時は低体重出生児としてフォローアップを受けており、その後も大学病院等に通院している。小学校 

入学に伴い、就学前相談を勧められるも、その必要性等についての説明が不十分であり、利用していない。 

 ・小学校５年生時に小学校ＳＣと母親の面談を経て、WISC-Ⅲを実施し、知的な遅れを指摘され、学習等の

配慮について説明を受けている。また、様々な困り感について学校、小学校ＳＣ、保護者で情報を共有し、

学校や家庭での環境調整に努めてきた。小学校６年生時に特別支援学級に在籍した。 

２ 取組経過 

 ・中学校でも特別支援学級に在籍している。小学校ＳＣより紹介を受け、大学病院を受診している。同時 

に保護者の了承を得て、小学校ＳＣから中学校ＳＣにも情報提供がなされ、中学校ＳＣと保護者が月１ 

回の定期面談を開始した。中学校での適応について話し合い、学校環境を整えることや医療機関との連 

携について合意を得る。 

 ・ＳＣは母親への心理的なケアも行った。母親の労をねぎらいつつ、本生徒への関わりについて心理教育を 

実施し、母親の負担軽減に努めた。 

 ・大学病院への受診に関しては、３～４か月に１回の受診となっており、母親、本生徒、主治医の関係は良

好とは言えず、学校や家庭での様子を主治医に対して正確に報告することが難しい状況であった。そのた

め、ＳＣ、母親、特別支援学級担任とで相談し、診察日に併せてそれまでの学校での様子や問題行動の詳

細、学習の様子などをＳＣと特別支援学級担任双方が書面にて主治医へ情報提供することとした。 

３ 成果と課題 

 （成果） 

 ・学期ごとに本生徒の状態を書面にまとめることで、学校で起きていることについて家庭・学校の双方が正

しく共有することができ、かつ、主治医につなげていくことで治療に生かすことができ、学校適応に対す

る診断・助言を行うことができている。 

 ・ＳＣと医療機関が適宜情報交換をし、そこで得られた協議内容を学校で共有することで、医療機関での治

療と学校でのかかわりにズレが生じないように配慮することができている。 

 ・母親の理解のもと情報共有を行っているため、関係機関との連携がスムーズに行われている。これは情報

共有にすることによる必要性と利点について、母親に実感してもらえるような配慮・工夫をＳＣが行った

ためだと考えられる。 

 （課題） 

 ・今後もＳＣによる心理面談を継続し、家庭・学校・医療等の関係機関で情報共有を常に行い、本生徒の状

態を把握し、介入し続けることが大切である。 

 ・中学校卒業後の進路獲得と縦の連携による、継続した支援が必要である。 

 

【事例２】学校、関係機関等が連携した不登校への組織的な対応（①不登校⑭他機関との連携） 

１ 具体的な取組 

 ・不登校への対応は、児童生徒支援加配教員、市雇用の不登校対応支援員がおり、それらを中心にして不登 

校生徒の状況把握、日常的な登校への適切な働きかけを行っている。 



 ・毎週水曜日に教育相談部会（参加者：管理職、専任補導教員、養護教諭、教育支援センター職員、社会福

祉協議会ひきこもり支援員、福祉事務所の不登校担当職員、教育委員会指導主事、スクールカウンセラー）

を開催し、不登校生徒への支援方法等について話し合いを進めている。スクールカウンセラーは教育相談

部会の中で、専門的な知識によるアドバイスを行い、声掛けのタイミングや生徒の背中を押すタイミング

等について助言を行っている。 

 ・スクールカウンセラーは本校舎から別棟に専用電話を設置した教育相談室に在室し、生徒や保護者が周り

を気にすることなく相談できるようにしている。 

 ・定期教育相談や生活アンケート等で気になる生徒がいる担任とはスクールカウンセラーが時間を設定して

面談を行い、校長が必要と認めたときには家庭訪問を行ったり、養護教諭、不登校対応支援員等と連携し

ながら関わり方や対応について確認したりしている。 

３ 成果と課題 

 （成果） 

 ・教育相談部会において、どのような視点で子どもたちを見るのか等、カウンセラーの専門的な知識は教職

員、外部機関の職員にとって非常に参考になった。また、スクールカウンセラーにとっても教育相談部会

で学校内外の情報を得ることで支援活動を円滑に進めることができた。 

 ・ひきこもり状態の生徒については、カウンセラーと不登校支援員、福祉事務所の不登校担当者が家庭訪問

を行ったりした。そのことで、生徒や保護者との信頼関係が築かれ、その後のカウンセリングや登校環境

を作っていくうえで効果的であった。また、このような取組を保護者が学校全体の組織的な取組としてと

らえ、保護者と担任の信頼関係が築かれた事例もあった。 

 ・医療機関との連携が必要な生徒についてはスクールカウンセラーがパイプ役になることでスムーズな連携

ができた。また、生徒と保護者の了承を得て、医療機関の情報をもとに学校で実行可能な対応について担

任・養護教諭等と検討することができた。 

 ・問題行動等が心配される生徒に対してカウンセリングや教師へのコンサルテーションを導入することで生

徒の情緒が少しずつ安定していき、生活態度の落ち着きが見られるようになった。 

 ・家庭的に複雑な環境にある生徒への支援を考えるとき、保護者と社会福祉協議会、福祉事務所、教育委員

会等が連携した取組は非常に有効であった。また、普段から教育相談部会で「顔の見える関係」を築いて

いたことで連携もスムーズに行うことができた。 

 （課題） 

 ・今後はスクールカウンセラーの助言を得ながら小学校との連携を強化し、不登校の未然防止や学校復帰の

取組を継続させていくことが必要である。 

 ・スクールカウンセラーを講師とした教職員対象研修会の実施回数を増やし、教師の教育相談に関する資質

向上を図ることが必要である。 

  

【事例３】生徒の困難・ストレスへの対処方法等に資する教育プログラム実践事例（⑯教育プログラム） 

（１）ねらい 

  生徒一人一人が自分のストレスに気づき、ストレスの程度が一定の幅でおさまるよう感情をコントロール

しながら安心して学校生活を送ることができるようにする。 

（２）取組内容 

○感情をコントロールしながら安心して学校生活を送ることができる能力を育成することを目的とした「Ｓ

ＡＲＴ（主動型リラクセイション療法）」を実施した。 

ア「ＳＡＲＴ」導入に当たっての事前の実態調査及び意義並びに内容説明を行った。 

・『最近の身体と気持ちの調子に関するチェックリスト』（事前・事後アンケート）を実施する。 



・ストレスを受けた時に起こる身体症状等について学習する。 

・スクールカウンセラーが生徒に対して『ＳＡＲＴ』の意義の説明、およびＤＶＤを活用した練習を行う。 

イ 各学級において『ＳＡＲＴ』を継続的に実施する。 

・原則として、毎週月・木曜日を基本とした週２回、朝の活動時間 10分間を活用して実施する。 

・８時３０分のチャイム後に放送室から全校一斉にＳＡＲＴのビデオを流し、それを視聴しながら各学級

で実施する。 

（３）取組による成果・課題 

（成果） 

・自分のストレスについて子ども自身が理解し、うまくコントロールすることの意義について理解するこ

とができた。 

・ＳＡＲＴの実施方法について教師・生徒共に理解することができた。 

・深呼吸を取り入れたことで落ち着くことができ、穏やかに 1限目に取り組むことができた。 

（課題） 

  ・ＳＡＲＴの日常の時間設定を朝の会としたため、SCの来校時間とのズレが生じ、日常的な指導助言を受

けることが難しかった。 

【４】成果と今後の課題 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

ア 相談件数 ※政令市を除く 

総相談件数は57,787件（前年度比5,521件増加）で、１校当たり平均 281.9件であった。 

イ 相談者の内訳（図１参照） 

教員からの相談が約５割、子どもからの相談が約３割を占め、校内でのスクールカウンセラーの活用

が定着してきている。さらに、保護者からの相談も約１割であり、学校においてスクールカウンセラー

は定着している。また、小学校への派遣件数は、7,787件であり全体の 13.5％となっている。 

  ウ 相談内容の内訳 

    不登校 17,939件（31.0％）、家庭の問題 5,802件（10.0％）友人関係 5,460件（9.4％）、教員の

指導 1,067件（1.9％）、いじめ 433件（0.7％） 

相談内容の約３割は「不登校」に関する内容であり、不登校対応としてのスクールカウンセラーの重

要性を示している。「その他」については、学級、部活動における人間関係、発達障がい傾向の生徒へ

の対応、言葉の発達の遅れ、別室登校の生徒への対応や指導方針、ネグレクト、ＤＶ、心理検査が挙げ

られており、相談内容が多岐にわたっており、ＳＣの専門性が学校内で活用されていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１＜相談者の内訳＞              図２＜相談内容の内訳＞ 



 

（２）今後の課題 

ア ＳＣを活用した教職員に対しての専門的技術や技能を学ぶ研修の充実。 

イ 保護者に対する相談活動の普及と啓発（カウンセリングに対する周知） 

ウ ＳＣによる教職員へのコンサルテーションや事例検討会・研修会の企画など効果的な活用方法の周知 

エ ＳＣの仕事内容の理解やＳＣの有効活用についてのＰＴＡの研修会の開催 

オ いじめや不登校等の未然防止、早期発見及び事案の改善・回復、再発防止に向けたＳＣの効果的な活

用方法の周知（特に小学校に対して） 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 
   いじめや不登校等、生徒指導上の諸問題への対応は、学校において重要な課題である。この

ため、生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識・経験を有する「スクールカウンセラー」を

県内全ての公立の中学校（分校１校を除く）に配置し、学校におけるカウンセリング機能の充

実を図る。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 

全ての公立中学校（分校１校を除く）に、スクールカウンセラーを配置している。ただし、

分校は除く。特に、不登校生徒が多い学校には、配置時間数を増やす重点配置をしている。 
 
（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理

すること。 
 ※配置校数 

中学校              ９０校 

教育支援センター（適応指導教室） １箇所 

 
 ※資格   

  ○スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士 ４６人  

②精神科医   ０人  

③大学教授等  ０人 

  ○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ

いて、１年以上の経験を有する者           ０人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業

務について、５年以上の経験を有する者        ０人 

    ③医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有

する者 

                            ０人 

※勤務形態    

    単独校  ９０中学校    （週２日・１回４時間）もしくは（週１回・１回８時間） 

          ０小学校     

          ０高等学校    

          ０特別支援学校  

    拠点校   ０中学校   

    対象校   ０小学校     

    巡回校   ０高等学校   

 その他   １教育センター （週２日程度・１回３時間もしくは４時間） 

 

佐賀県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 
   県内の公立学校に配置されるスクールカウンセラー 
（２）研修回数（頻度） 
   年度当初に１回 

（３）研修内容 
   ・行政説明 

   ・講話 

   ・グループ協議 

（４）特に効果のあった研修内容 
   ・グループ協議 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置 無 

○活用方法 － 

 
（６）課題 

佐賀県臨床心理士会と連携した取組に加え、平成２８年度から県教育委員会主催での研修を実

施している。研修会ではスクールカウンセラーが教育現場において、専門性を十分に発揮し、児

童生徒が抱える問題の改善・解決に資するよう、相談業務を遂行する上での課題や留意点につい

てそれぞれの経験に基づき協議・情報交換を行った。研修回数を増やせば、より一層様々なケー

スに対応する能力や資質の向上が図られるが、各学校における勤務時数が減るので、なかなか増

やせない状況にある。 
  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】相談室登校から教室復帰のための活用事例（⑩） 
    中学２年生。１年次は精神的に不安定で夏休み前から保健室で過ごしていた。部活動も夏

休みに退部した。日によって表情が違い、教室で無理に授業を受けさせると辛そうであった。

家庭での食事が不規則で外食が多く、特に日曜日は外食ばかりで、月曜日は腹痛を訴えるこ

とが多かった。 

    ２年生になり、教室に入ることを拒み、相談室登校になった。相談室では支援員や学年担

当職員が主として対応した。スクールカウンセラーの来校日には生徒自身からカウンセリン

グを申し出て、ゲーム等を通して、じっくりと話を聞いてもらうことで精神的な安らぎを感

じるようになった。スクールカウンセラーに対して、家族のことや自分の気持ちを整理して

きちんと伝えることができるようになり、いくつかの教科で教室復帰ができた。 

    話を聞くことよりも、何かを一緒にするという姿勢で臨むようスクールカウンセラーと学

校とで確認をしていた。それが、生徒にとって安心できる空間になり、スクールカウンセラ

ーの前では穏やかな表情になり、スクールカウンセラーのアドバイスだけではなく、教師の

アドバイスも受け入れられるようになった。 

 
【事例２】性の知識が乏しく性被害を受けた生徒のための活用事例 
    同級生から性被害を受けた当該中学生は、学校に配置しているスクールカウンセラーが異

性であったため緊急に同性のスクールカウンセラーを配置して対応した。被害生徒は幼く、

性行為についての性の知識も持っておらず、すぐには事の重大さを認識することができなか

った。そのため、長期にわたり定期的に本人及び保護者にカウンセリングを行っている。 

 

  ※ホームページでの公開予定があり、事例が特定される恐れがあるため詳細は記述できない。 

 
【事例３】家族との悩みを解決するための活用事例（⑯） 
   家族との関係において悩みを抱えている生徒がいることから、「家族との関係」をテーマに

スクールカウンセラーが学年担当職員、養護教諭と協働して授業を行った。１，２年生の２ク

ラスにおいて、「心の授業」ということで、アートセラピーの授業を行った。 

生徒は、それぞれが家族との関係を想起し、画用紙いっぱいに色彩や形で表現活動に取り組

んだ。活動を通して自分と家族との関係について、自己理解を深めた。 

 教師は、回収した生徒作品を見て、スクールカウンセラーの分析や説明を聞くことで、生徒

理解を深めた。 

   スクールカウンセラーが自分のことを生徒に語り、表情豊かに授業を進めることで、スクー

ルカウンセラーが生徒にとって大変親しみやすく、より身近な存在となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
本事業の実施により、県内全ての公立中学校の生徒及び保護者が、心理等の専門家であるス

クールカウンセラーによるカウンセリングを受けることができる体制整備ができている。悩み

や不安等を抱えている生徒やその保護者が身近な学校において専門家に相談できる観点から

有益と考えており、スクールカウンセラーによる相談は、平成２８年度中学校総計のべで１２，

５８２件に上っている。また、平成２７年度児童生徒の問題行動等の諸問題調査〔文部科学省

調査〕結果では、不登校生徒のうち４６％が学校内でスクールカウンセラー等による専門的な

相談を受けており、事業効果が高いことを示している。 

また、社会経済状況の急激な変化や保護者の意識の多様化などに伴い、生徒が抱える問題が

複雑多様化している現下において、心理等の専門家であるスクールカウンセラーによる生徒や

保護者へのカウンセリングやその内容を踏まえた学校等による支援や援助は不可欠である。ス

クールカウンセラーが行う研修会や講演については、平成２７年度４９４回、平成２８年度５

９８と増えている。 

   その他、事業対象の公立全中学校からの報告に見られる主な成果として、問題を抱えた生徒

やその保護者の情緒面での安定や専門的なアドバイスの有効性が挙げられている。 

（２）今後の課題 
   学校訪問の際、スクールカウンセラーの活用状況を聞き取りしたところ、ほとんどの学校で、

予約が先まで埋まっている状態であるということであった。要望として、スクールカウンセラ

ーの配置時間数の増加を望んでいる学校がほとんどであり、そのための財源確保が課題であ

る。 

   また、スクールカウンセラーの資質向上について、平成２７年度までは、県教育委員会主催

の研修会等は実施していなかったが、平成２８年度からは県教育委員会主催の研修会を開催

し、不登校の現状や学校の取組状況等について情報共有や情報提供などを行った。今後も引き

続きスクールカウンセラーの資質向上に努めていくこととしている。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   いじめや不登校等児童生徒の問題行動等を早期に発見し、適切に対応するために、学校においては全職

員の共通認識のもと、専門家との連携を積極的に行い、確実に機能する相談体制の充実を図ることが重要

な課題となっている。 

   このため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを関

係市町教育委員会及び県立の中学校、高等学校、特別支援学校に配置し、児童生徒の問題行動等の解決に

資することを目的とする。  （「平成２８年度スクールカウンセラー配置事業実施要項」より） 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   各学校から配置希望の書類提出を受け、「不登校児童生徒数」、「いじめの認知件数」、「暴力行為発

生件数」、「中途退学者数」等の問題行動の状況や地域・学校の実態を総合的に判断し、配置を決定し

ている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

＜配置校数について＞ 

小学校     ６２校 

中学校    １２９校 

高等学校    ２２校 

特別支援学校   ２校 

 

１ スクールカウンセラーについて 

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士、精神科医、大学教授など、児童生徒の臨

床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者をスクールカウンセラーとして任用する。 

  ＜資格＞  

①臨床心理士  ７０人  

②精神科医    ０人  

③大学教授等   １人       計７１人 

 

２ スクールカウンセラーに準ずる者について 

臨床心理士の受験資格等を有する者等をスクールカウンセラーに準ずる者として任用する。 

  ＜資格＞   

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経

験を有する者     ４人 

②大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年以上の経験を有する

者         ２２人 

③医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者                 

０人 

                計２６人 

 

長崎県教育委員会 



＜勤務形態について＞                      

○中学校・高等学校   週当たり ６時間×３５週で年間２１０時間 

○小学校・特別支援学校  週当たり ３時間×３５週で年間１０５時間     

○中高一貫校         週当たり  ８時間×３５週で年間２８０時間 

○定時制３課程設置校    週当たり １０時間×３５週で年間３５０時間 

○スーパーバイザー勤務校  週当たり  ８時間× ３５週で年間 ２８０時間 

 

 
 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 
   ①スクールカウンセラー ②スクールソーシャルワーカー 
 
（２）研修回数（頻度）  
   上記対象者に対して、各１回/年、開催している。 
 
（３）研修内容 
   カウンセラーの基礎から応用・活用、他職種や他機関との連携等について研修を実施。 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
   スクールカウンセラーに対して「学校における自殺予防について～危機介入～」をテーマに講演や

グループ協議を行った。平成２８年度は初めてスクールソーシャルワーカーとの合同研修を実施し、

演習等を通じて理解を深めた。 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置 有 
○活用方法  各スクールカウンセラーは、ＳＶに電話やメールで相談する。 
 
（６）課題 
○研修プログラムの工夫（講義、演習、協議等の研修形態） 
○心理に関する各専門分野、経験年数に応じた知識や技能を高めるための研修の実施。 
 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校への対応のための活用事例（①） 

（１）対象：高校１年女子生徒 

（２）主訴：理由不明の不登校 

（３）結果：丁寧な聞き取りにより、親からきょうだいと比べられるため家庭内の居場所がないこと、第一志

望ではなかった学校へ進学したことへの不安、学校にはそれほどマイナスイメージを持っていないこと

などを聞き取り。学校内で情報共有し、できる範囲で行動を広げ、関わる教師らが生徒の思いを共通理

解し、見守りや声かけを行っていくこととした。結果として登校に繋がる機会となった。 

 

 

 

【事例２】生徒間のトラブルための活用事例（⑤） 

（１）対象：高校２年女子生徒 

（２）主訴：同じ生徒会の女子生徒とのトラブル再発防止 

（３）結果：時間をかけ、丁寧な聞き取りを行った。ネガティブな思考に陥りやすい性格を気にして、その反

動から活発に様々なことに挑戦することが逆にトラブルを起こしたり心身にストレスがかかったりす

ることがわかった。心と身体の状態について助言と、学校側の対応について肯定的意見を受け、学校側

の対応にも自信を持つことにつながった。 

 
 
 
【事例３】校内研修のための活用事例（⑭） 

(１) 対象：小学校教職員 

(２) テーマ:「 気がかりな児童生徒の理解と対応について」  

 (３) 成果：「なんだか変だ」と日頃感じている子どもの状況を発達段階の視点から説明。不登校の子どもへ

の登校刺激のタイミングや関わり方の姿勢について具体的な方法を教示。学校の取り組みで見落とし

ていたことに気づきが得られ、今後子どもや保護者に向かい合っていく方向性を明らかにすることが

できた。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

配置校から提出される実績報告書によると、スクールカウンセラー配置校での相談後の状況については、「一

定解消」及び「解消」が約４割となっており、スクールカウンセラーの「早期介入」、「早期対応」で心に悩

みを抱える児童生徒への支援が成果をあげている。 

さらに、児童生徒の抱える問題は、年々深刻化・複雑化しており、今後も現在のスクールカウンセラーの配置

を希望すると回答した学校が、約９３％を占めるなど、本事業に対してさらなる期待が寄せられている。 

 

（２）今後の課題 

学校におけるスクールカウンセラーの配置に関する要望は年々高まっているが、予算及び人材の確保の課題

により希望する全ての学校に配置できていない。急激な拡充はできない見通しの中で、今年度から拠点校方式

を導入し、カバーできる地域を増やしているが、地域の実情に配慮しながらも同方式を浸透させていく必要が

ある。 

 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 

熊本県教育委員会 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校、問題行動等に対応するとともに、児童生徒等の心のケアに資するため、熊本県スク

ールカウンセラー設置要項に基づき、スクールカウンセラー等を学校や教育事務所等に配置して、児童

生徒等の心の相談に当たるとともに、学校における教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

市町村立小中学校への配置については、各教育事務所等を通じて、下記の項目について各学校の状況

を把握し、スクールカウンセラーの配置校を決定している。 

・不登校の児童生徒の出現率 

・家庭環境（基本的な生活習慣の未定着等） 

・人間関係（コミュニケーション能力不足） 

・悩みを抱える生徒数（自分の感情をコントロールできない、特別な支援を必要とする） 

・別室登校や教育支援センターで学習する児童生徒数 等 

県立高校への配置については、学校規模や定時制の併設有無、熊本地震の影響度合い等に応じて、配

置時間数を傾斜配分している。また、学校の実態やニーズに合わせて勤務時間、勤務日数を各学校で弾

力的に運用してよいこととしている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

【配置校数】 

   小学校     １７４校 

   中学校     １０８校 

   高等学校     ５８校 

   特別支援学校    ６校 

 

【資格】 

  （１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士、②精神科医、③児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学

校教育法第１条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師（常時勤務をする者に

限る）又は助教の職にある者又はあった者 

 

①臨床心理士  ７１人 

②精神科医    ０人  

③大学教授等   １人 

 



  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上

の経験を有する者、②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相

談業務について、５年以上の経験を有する者、③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業

務について、１年以上の経験を有する者 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者        ７人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者    １２人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                      ０人 

 

【主な配置形態】 

 

    単独校  １２中学校    （週１日・１回６時間）（月１回・１回４時間） 

          ０小学校     

         ５８高等学校   （月１回・１回４時間） 

                   ※災害時緊急ＳＣ配置校は上記＋（月１回・１回３時間） 

    拠点校  ３０中学校   

    対象校  ３３中学校    （週２日・１回６時間） 

    拠点校   ５小学校   

    対象校  １２小学校    （週２日・１回６時間） 

    巡回校 １５１小学校 

         ３１中学校    （９教育事務所、１教育委員会に配置） 

          ６特別支援学校 （年４回・１回３時間） 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 

 

（１）研修対象 

○外部専門家による学校支援充実事業連絡協議会 

対象：スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校支援アドバイザー、各教育事務所等指

導主事）  

○スクールカウンセラー活用事業連絡協議会 

対象：スクールカウンセラー、各教育事務所等指導主事 

 

（２）研修回数（頻度） 

   年２回 

 

（３）研修内容 

  ○外部専門家による学校支援充実事業連絡協議会 

外部専門家等の派遣及び配置の趣旨徹底、事業の円滑な推進を目的とし、事業の説明や、地域ごとの協議

を行う。 

  ○スクールカウンセラー活用事業連絡協議会  

   平成２８年度熊本地震に係る児童生徒の心のケアに関する講話など 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   心のケアに関する学識経験者の講話、課題や事例をもとにしたグループ協議 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 無し 

 

（６）課題 

  ○事業の趣旨徹底や情報共有のため、配置校の教職員も交えて研修を行ってほしいという要望がある。 

  ○ＳＣの資質向上に向けた研修内容の充実を図る。 

 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

 

【事例１】発達障害等のための活用事例（⑫） 

１ 状況等について 

発達障がいをベースに持つため、対人関係に困難が見られ、転入した当初から登校しぶり及びクラスに入

れない状態に陥っていた生徒がいた。 

２ 学校及びスクールカウンセラーの対応 

スクールカウンセラーとの面談を進める中で、医療機関の受診につながり、問題の整理が図られ、毎日の

保健室登校が可能となった。 

３ 事態の好転 

状態がある程度安定し、一日２～４時間程度教室に入ることが可能となった。また、高等学校を受験し、

第一希望の学校に合格することができた。 

 

【事例２】心身の健康・保健のための活用事例（①⑩⑫） 

１ 状況等について 

当該校では、うつ、精神疾患、ＡＤＨＤ、ＬＤ、知的障がい等を抱えた生徒の入学が一定数あったが、本

人が困り感や心配を抱えていても、保護者の方が必要ないと判断され、診断等を受けられず、学校生活や学

業に影響を与えている場合も多くあった。 

２ 学校及びスクールカウンセラーの対応 

入学後、スクールカウンセラーによる全員の面談を実施することにし、場合によっては保護者の同意を得

たうえで、ＷＩＳＣ等の検査を行い、医療機関等への案内を行うこともあった。もちろん、精神疾患等の把

握だけが目的ではないため、学校生活や家庭生活で生徒が感じている不安や、進路、友人関係、その他の事

柄についても、多くの情報を得ることができている。 

３ 関係機関との対応 

精神疾患等を疑われる場合には、医療機関への橋渡しを行うが、その際にはスクールソーシャルワーカー

も対応に入っていただくことも多い。精神科ソーシャルワーカー（ＰＳＷ）へつないでもらったり、出身校

と連絡を取っていただき、これまでの教育機関とのかかわりの中で得られた経験等も収集し、保護者との対

応や、経済的な問題を併せて抱えている点へも対応していただいたりしている。 

４ 事態の好転 

保護者が同意され医療機関へとつなげられたケースでは、服薬等により授業に集中できるようになる生徒

や、幻覚や幻聴に悩まされていた生徒の症状が解消された生徒等がおり、進級、卒業へとつながっている。 

 

【事例３】教育プログラムのための活用事例（⑯） 

１ 状況等について 

当該校の生徒の中には、表現が苦手、会話になった時に言葉を返せない、授業の際に「隣の人と話し合っ

てみてください」との指示に話し合いがうまくできないなどの悩みを抱えている生徒が一定数いた。 

２ 教育プログラムの実施に先立って 

本県では、「児童生徒が生活上の困難・ストレスに直面したときの対処方法を身に付けるための教育（以



下、「ストレス対処教育」という。）」プログラム集を作成し、県立学校を中心に積極的に取り組んでいる。

上記１に記載した生徒の悩み等に対しては、ストレス対処教育の１つにもなっているソーシャルスキルトレ

ーニングのプログラムをスクールカウンセラーが提案し、教職員と一緒になりながら内容を練り上げ、これ

まで様々な授業を展開した。授業実施に先立っては、始業式や終業式など全校が集まる際に、スクールカウ

ンセラーからだけでなく保健部や生徒部、人権教育部なども、仲間作りや人間関係作りの話としてこまめに

生徒へ伝えるようにしている。 

３ 教育プログラムについて 

様々な内容を実施しているが、言葉を交わすことへのトレーニングでは、プログラムの実施に当たって、

声の掛け方、触れあい方、会話の進め方などを、スクールカウンセラーによるプレゼン説明の後、具体的な

場面を提示し、「こんな時、どうしますか」とロールプレイや、事例への対応を考えさせる、考えを出し合

う等の授業を展開した。 

マシュマロ・チャレンジを用いたソーシャルスキルトレーニングも実施し、互いに言葉を交わしながらよ

り良いゴールを目指す中で、思いを伝えることやその際の相手への気遣いなど、様々なコミュニケーション

力について気付く場面を得ることができた。 

すぐに効果が出るというものではないが、この体験で感じた「伝えていくいことで、より良い人間関係や

結果が生まれる」ことを思い出させながら、継続してトレーニングを行っており、少しずつではあるが会話

が生まれてきている。 

 

【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○ スクールカウンセラーの配置が拡充されるにつれ、その存在や活用効果が確固たる信頼を得てきてお

り、生徒が抱える様々な問題において、スクールカウンセラーに相談することが自然な流れになってきて

いる。生徒、保護者、教職員にとっても、相談に壁を感じずに自然に相談ができる状況が増えてきている

ことは大きな成果である。 

○ 経験豊富なスクールカウンセラーの場合、スクールソーシャルワーカーとも連携を行い、専門機関や児

童相談所などの関係機関に繋ぐなど、組織的にそれぞれの立場で支援ができる。 

○ 保護者がカウンセリングを受けることで、不安の解消につながり、子どもとの関係も改善された。 

○ 定期的に訪問した小学校において、児童への個別対応のみならず、保護者面接、教職員へのコンサルテ

―ション、授業参観、ケース会議、通信発行等、多様な活動がニーズに応じて展開できた。 

○ 評価については、本県独自の評価様式（教育相談体制の整備について、ＳＣについて等）を作成し、そ

の結果を次年度の配置等に生かしている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

《参考》スクールカウンセラー相談受理件数 

※市町村立小中学校（平成２８年度） 

 

 

 

 

※県立高等学校・中学校（平成２８年度） 
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（２）今後の課題 

○ スクールカウンセラーが配置されていない学校の要請が多く、対応できるカウンセラーが不足すること

がある。現在は、教育事務所配置のスクールカウンセラーで要請に応じているが、その場凌ぎの状況もあ

り、継続的なカウンセリングという点では対応が難しいこともある。また、教育事務所に要請をしないと

カウンセラーが活用できないため、未然防止という点からの活用が十分でない。 

そのため、スクールカウンセラーの配置拡充をさらに進めていく必要がある。 

○ 時間的な制限があり、継続的な支援や緊急時の対応が難しい。 

○ スクールカウンセラーの資質向上のための研修が必要である。 

○ 学校がスクールカウンセラーの対応について学び、学校自体の組織的対応力を付ける「教育プログラム」

や、「校内研修」等におけるスクールカウンセラーの活動を今後増やしていく必要がある。 

○ 学校によっては自立的に支援しようとする意欲が低く、スクールカウンセラーに頼りすぎている状況が

ある。情報を共有しながら、ともに支援する姿勢をもつことや、教師自身がカウンセリングスキルを身に

付けることが必要である。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   暴力行為やいじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題の対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等

の機能充実を図ることが重要な課題となっている。このため生徒の臨床心理に関して高度な専門知識及び経

験を有するスクールカウンセラー等を配置し、それらを活用する際の諸課題について調査を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

     配置された当該校を担当する単独校方式のほかに、地域や学校の実情により複数の学校において調査研

究を行う必要がある場合には、中学校区程度の地域を単位として、その地域内にある学校の中の１校を拠

点となる学校とし、当該校と地域内若しくは近隣地域の他の学校をあわせて担当できる小中連携方式を行

っている。また、同一のスクールカウンセラーを小規模校同士の２つの中学校に配置する拠点校・対象校

方式も併せて行っている。また、県内１６市町にスーパーバイザーを配置して、スクールカウンセラーの

スーパーバイズや未配置校におけるカウンセリング等を行っている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

 ①配置校数 

小学校      ６６校 

中学校     １２５校 

高等学校     ２６校 

 

 ②スクールカウンセラー等が有する資格 

（１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士、②精神科医、③児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教

育法第１条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師（常時勤務をする者に限る）又

は助教の職にある者又はあった者 

   

①臨床心理士  ５２人 （※①②の資格を重複して所持している人は、①の資格者として記載する。） 

②精神科医    ０人  

③大学教授等   ３人 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上

の経験を有する者、②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相

談業務について、５年以上の経験を有する者、③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業

務について、１年以上の経験を有する者 

 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者        ４人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者     １４人 

大分県教育委員会 



    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                       ０人 

 ③主な配置携帯 

   （単独配置方式） 

    単独校 ５１中学校    （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間）（週１日・週１回８時間） 

        ３５小学校    （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間） 

        ２６高等学校   （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間） 

   （小中連携配置方式） 

    拠点校 ２４中学校    （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間）（週１日・１回８時間） 

    対象校 ３１小学校     

   （中学校拠点・対象校方式） 

    拠点校 ２５中学校    （週１日・１日４時間） 

    対象校 ２５中学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 
   大分県教育委員会が配置している全てのスクールカウンセラー 

（２）研修回数（頻度） 
   年間３回（各学期１回を目安） 

（３）研修内容 
   現状についての情報交換、講義、グループ協議  

（４）特に効果のあった研修内容 
   地域内での生徒の実態についての情報交換、協議 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置 

  １６市町村にスーパーバイザーを配置。 

○活用方法 

  スクールカウンセラーへのアドバイス。 

  スクールカウンセラーの未配置校への支援方法を学校教職員にアドバイス。 

  市町村教育委員会や他校と連携し、支援体制に対してアドバイス。 

（６）課題 
  他のスクールカウンセラーとの勤務時間が合わず、十分な相談活動ができにくい。 

  第２回スクールカウンセラー連絡協議会まで、顔を合わせることがないので相談をしにくい。 

  配置校での相談業務で精一杯で、時間調整がむずかしい。  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】自傷行為等を頻繁に行う生徒への対応のための活用事例（⑧、⑩） 
    自傷行為が継続する生徒について、学校側にＳＣのアドバイスから保護者との面談を実施。また、ＳＳ

Ｗによる居住地の福祉との連携、かかりつけ病院からの情報提供などを行うことができた。 

ＳＣとＳＳＷが生徒と保護者双方に話をする時間を設定した。特に保護者には子育て等について、ねぎ

らいながらじっくりと面接することで、信頼関係を築くことができた。 

居住地の福祉から得た情報と面接から得た情報をすり合わせていくことで、生徒や家庭環境等も垣間見

えてきた。また福祉からのアドバイスにより自宅から近い病院へ変更することで、家庭内での関わりも改

善が見られた。急を要する対応では、主治医の働きかけによりスムーズに入院治療が始まられるようにな

り、生徒本人も安堵している。各機関との連携により生徒の不安が徐々に解消されてきたと思われる。 

 

 

【事例２】「性的な被害」のための活用事例 
    同級生からセクハラ行為を行われた５年生女子児童の事例。女児が帰宅して保護者に報告し、保護者か

ら学校へ電話がある。その後、本人と母親はかなりショックを受け、女児は学校へ来ることができない状

況が続いていた。 

事件当初、女児は担任との面接もできない状況であったが、学校関係の市外の商業施設で面会すること

ができた。その折に、「学校へ行きたい。給食も食べたい。」と話した。一日も早く、女児と母親の心が

落ち着き、安心して生活を送ることができるよう、学校側がスクールカウンセラーとの面談をすすめた。 

 

スクールカウンセラーが女児と保護者に面談し、女児は小学校１年生から暴力を受けてきたことや、学

校側に訴えても、なかなか取り上げてもらえなかったことを訴えた。保護者からは、娘のことで、今後の

進路をどうするか、家をどうするか、毎晩父親と相談しているが、それ以外にどこに相談してよいか分か

らなかったので、今回スクールカウンセラーに聴いてもらうことができて安心したということであった 

 

スクールカウンセラーからは、「とても怖い体験をしたけれども、逃げる力があった娘さんの力をほめ

てあげたい。」という話があった。また、「家に帰って母親に伝えることができたこともほめてあげたい、

いつもお母さんが支えてくれているからでしょう。お母さん辛かったですね。」という話をすると、その

女児と保護者は、川が決壊するかの如く涙を流し、「何も悪いことをせず、一生懸命生きていた子がこん

な目に遭わされて辛かった。」と心情を吐露した。女児からも、スクールカウンセラーによく話すことが

でき、これからの不安とともに、自分の夢についても話すなど心を許すことができていた。スクールカウ

ンセラーは、「大人がしっかりしていれば大丈夫です。これからの学校生活で不安な気持ちがあるという

のもこんなきつい体験だったので、当然のことです。整理がつくまでに時間もかかりますから、あせらな

いで。」と伝え、性被害サポートの関係機関を紹介し、保護者と女児がその関係機関に行くことになった

事例である。 

   

 

 

 

 

 
 



【事例３】教職員のための活用事例（⑮） 
不登校傾向を呈した３年生児童に対し、本人の行動観察及び非構造化場面での面談、心理検査（WISC‐

Ⅳ、感覚プロファイル）、保護者との面談、本児にかかわる職員（担任、管理職、養護教諭、特別支援コ

ーディネーター、教育相談担当、スクールソーシャルワーカー）とのケース会議及びコンサルテーション

を実施し、不登校の要因についての把握と、課題解決に向けた支援を行った。 

２学期初めより教室への入室抵抗を示し、その後登校を渋るようになっていたが、現在は登校を渋るこ

とはほとんどなく、相談室を拠点に、本人が目標を設定し、教室で学習したり、相談室で課題に取り組ん

だりしている。 

 

○対象児：小学校３年生 A 児  

○経過 

・10 月 7 日：担任より A 児についての情報提供。教室には入れず、保健室にほとんどいるとのこと。発

達的な偏りが伺われた。A児の行動観察。体育館にて集団活動。集団の中に入れない。クルクル回

るなどの自己刺激行動が観察された。やり取りはスムーズだが元気がない。担任への情報提供。行

動観察の結果と見立てを伝える。教室入室については、本人が入室を自己決定できる機会を作るこ

とを提案。 

・10 月 25 日： 担任より情報提供。教室入室できる日が増えているとのこと。校内ケース会議。情報共有。 

・11 月 4 日：担任より情報提供。再び入室できず、登校渋り、母親から離れられないなどがみられるよ

うになったとのこと。行動観察。校内で管理職（対応担当）から逃げようとする行動がみられるが、

その後落ち着く。Aとの非構造化面談。ラポールの形成を目的とし、保健室で雑談。保護者との面

談。本人が「教室の騒々しさが苦痛である」との訴えがあるとのこと。幼少期より集団活動が苦手

であることが語られた。感覚面の偏りの可能性を伝え、学校にて安心できる場の提供を提案すると

ともに、感覚プロファイルの実施を依頼する。担任、養護教諭へのコンサルテーション：教室入室

が実は自己選択の場として機能していなかったことを確認、選択肢を事前に設定することを提案。 

・11月 22 日：校内ケース会議。 

・12 月 2 日：保護者との面談。単身赴任していた父親が戻るなど、家庭環境の変化が語られる。父親の

関わりについて話し合う。学習面の困りも語られ始める。発達面の困りが語られたため、WISC‐Ⅳ

実施を提案、了承。担任、養護教諭より情報提供。不安定ながら、徐々に登校しぶりが減り、保健

室あるいは相談室で過ごしているとのこと。A児との面談。好きなキャラクターについて話す。 

・12月 9日：A児との面談。担任とだいぶ打ち解けて話すことができる。養護教諭より情報提供。 

・1 月 13 日：A児との面談。養護教諭より情報提供。登校渋りが消失しつつあるとのこと。 

・1 月 27 日：WISC‐Ⅳ実施。 

・2 月 3 日：A 児との面談。次時間のために、相談室のセッティングの変更をする必要があったが、それ

を積極的に手伝おうとする姿勢がみられる。 

・2 月 10 日：教育相談担当、養護教諭より情報提供。相談室が主な活動場所となっているため、環境整

備。落ち着いた学習環境のために、個別ブースを設けたとのこと。 

・2 月 24 日：A児との面談。担任との身体的距離が極端に近いことが気になる。養護教諭より情報提供。

やはり身体的距離の近さが気になっているとのこと。 

 

○ 今後、保護者（場合によっては A児にも）、教員へ心理検査結果をフィードバックの実施、校内では

次年度への引継ぎと、今後の支援の在り方について検討する予定である。 

 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 ○ 平成２８年度間に行われた相談延べ件数は２７，１５２件（前年度から３，０９９件の増加）であった。

配置２１７校で、１校当たり平均約１２５件の相談件数となる。年間３５週で１日当たりの相談は３．６件

である。また、相談内容も多岐に渡っている。前述の事例のように児童生徒にとって大きな支えとなってい

るだけでなく、保護者、教員への助言等は大変有益なものとなっている。 

○ スクールカウンセラーは児童・生徒の行動観察等を積極的に行い、教職員とともに支援に関わっていた。

また、保護者からの相談にも適宜応じ、厚い信頼を得ることができた。教職員との連携がしっかりとなされ

ており、的確な指導助言により、教員にとって大きな支えとなった。また、校内でのケース会議や教職員対

象の研修会において講師をするなど、積極的に関わっていた。 

○ また、小・中学校における保護者からの発達障害による子育ての困りの相談や、そういった児童への対応

をどうすればよいかという教職員の相談件数も増加しており、相談延べ件数小・中学校で１２，７７０件（前

年度から２，２５０件の増加）であった。未配置の小学校からの派遣の要請も多くなっている。 

 ○ 多くのスクールカウンセラーが児童・生徒や保護者に対し、常に柔らかい物腰と笑顔で接し、カウンセリ

ングの緊張を和らげる工夫がなされている。そのため、生徒や保護者からの信頼は厚く、カウンセリングの

継続率も非常に高い。普通科では希望と現実とのギャップに悩み、専門学科では専門性の高さから、専門科

目や学習環境に慣れず学年をまたいで悩む生徒がいる。教育相談会議などに出席し生徒の情報交換を行い、

専門的立場から助言を行うとともに、ホームルーム担任に対しても、生徒指導に有益なアドバイスがなされ、

ホームルーム経営の支援となっている。 

 
 
 
（２）今後の課題 

○ スーパーバイザーとして，派遣申請を受けて他校の児童・生徒に対してもカウンセリングを行ってきたが，

拠点校のカウンセリング希望者も多く，希望通りにカウンセリングが受けられなかったり，カウンセラーの

勤務時間が超過してしまったりすることがあった。 

○ 日々の学校生活では、様々な問題が発生しており、迅速な対応が迫られる。早い時期にアドバイスや相談

活動をしてもらえると、今よりもスムーズに解消できると思うが、週１日の勤務体制は少ないと感じている。 

○ 多くのスクールカウンセラーが児童生徒・保護者に対して、とても対応をしているのに対して、一部の方々

は、学校関係者の評価が低く、スクールカウンセラー個々の能力の差が見られるので、この差をどのように

研修等で埋めていき、スクールカウンセラー全体の能力の向上を目指していくかが課題である。また、チー

ム学校の中で、学校関係者はもとよりスクールソーシャルワーカーとの連携が強く求められているので、こ

うした専門職同士の連携の在り方についても、今後研修等で周知徹底していく必要があると感じている。 

○ 学校と定期的な接点のあるスクールカウンセラーによる講話や研修は、生徒の抱える問題や職員の望む研

修内容に即応でき、外部講師招聘に比較して直接的で実際的なものが期待できる。スクールカウンセラーに

学校の現状を知ってもらう必要があり、毎年通年で継続的に配置されることが望ましい。また、スクールカ

ウンセラーの常駐はカウンセリングを希望する生徒や保護者、職員にとっても心強く、スクールカウンセラ

ーとの信頼関係を強めることにもなる。スクールカウンセラーが教職員や生徒と定期的に面談できる機会を

設けたいが、現状では時間の確保が難しい。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   いじめ、不登校及び児童生徒の問題行動等への対応に当たっては、学校におけるカウンセリング機能等の

充実を図ることが重要な課題となっている。 

   このため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する「スクールカウンセラー」の、

小・中学校における活用方法、効果等に関する実践的な配置事業を行い、問題行動等の改善に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   中学校７８校と小学校１校を配置校として、また配置していない中学校を派遣校という方式でスクールカ

ウンセラーを配置している。小学校から派遣要請があった場合は、中学校区内の配置校から派遣する。 

   配置している学校での相談業務が円滑になるようにコーディネーター役を担う担当教諭を置くようにし

ている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

【配置校について】 

小学校     １校 

中学校   １３０校 

 

【資格について】 

  （１）スクールカウンセラーについて 

①臨床心理士 ２５人 

②精神科医   ０人 

③大学教授等  １人 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者         ０人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者     １０人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                       ０人 

 

【主な配置形態について】 

    配置校  ７８中学校    （週１日・１回４時間） 

          １小学校    （週１日・１回４時間） 

    派遣校  ５２中学校（スクールカウンセラーを配置していない中学校を１１エリアに分け、各エリア

毎に年間３２時間を確保している。） 

    
 
 

宮崎県教育員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

   スクールカウンセラー及び配置校のスクールカウンセラー担当者 

 

（２）研修回数（頻度） 

   スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・ＳＣ担当者合同研修会 ：年１回 

   スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同研修会 ：年２回 

   スクールカウンセラー中間評価 ：年１回 

 

（３）研修内容 

【スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・ＳＣ担当者（各学校）合同連絡協議会】 

 ＳＣ・ＳＳＷ及び各学校におけるＳＣ担当者が一同に会し、教育相談体制の充実を図るため、情報連携

及び行動連携に向けた協議を行う。 

【スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同連絡協議会】 

 ＳＣ・ＳＳＷ相互の連携を深め、様々な問題行動等に対して、効果的に活動するための方策等について

協議を行う。 

【スクールカウンセラー中間評価】 

    ＳＣの日頃の活動状況について、配置されている学校から提出される評価表をもとに、フィードバック

を実施し、業務の改善を図る。 

 

 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

ＳＣ・ＳＳＷ・ＳＣ担当者（各学校）が一同に会し、連絡協議会を開催することにより、ＳＣ・ＳＳＷの

連携が図られるとともに、各学校の担当者が会に参加することにより、制度の徹底はもちろん、成果や課題

が共有され、各学校の教育相談体制の充実に効果を上げている。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置：無 

 

（６）課題 

○ スクールカウンセラーを配置している小・中学校における教育相談体制の充実に向けては、各学校の担当

者も含めた連絡協議会を開催することにより、制度の周知徹底はもとより、活用に向けた成果や課題の共有

が図られた。しかしながら、スクールカウンセラーの活用の在り方やスクールソーシャルワーカー等との連

携については、各学校間やスクールカウンセラー間で差が見られるので、有効な活用方法や成果のあった事

例について、今後の研修会で共有できる場を設定していきたい。 

 

 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例  
【事例１】人間関係に課題を抱える生徒のための活用事例（②、⑤） 

中学校１年生の女子生徒が、小学校の頃から、からかわれたりいじめられていたりしたので、本人への支援の

一環としてスクールカウンセラーによるカウンセリングを行った。最初のカウンセリングで、いじめ行為に類す

るような暴言や落書きがあることをスクールカウンセラーに話をすることができたことをきっかけに、話の内容

を生徒指導担当者につなぐことができ、女子生徒へのいじめに対する指導を行うことができた。 

女子生徒は、その後もカウンセラーと定期的にカウンセリングを行い、現状を報告するとともによりよい人間

関係作りについてアドバイスをもらっている。 

 女性生徒の保護者も心配していたが、学年職員や生徒指導担当者、カウンセラーと面談を繰り返す中で、女子

生徒への支援の在り方について理解を得ることができた。 

 

【事例２】親子関係に課題を抱える不登校生徒のための活用事例（①、⑧） 

 不登校状態にある中学校２年男子生徒が、緊張すると手足が震える等の症状があり、自傷行為も認められたの

でカウンセリングを行った。保護者の話を聞くと、男子生徒が学校に行けないことが気がかりで、対処法が分か

らないとのことであった。男子生徒のカウンセリングを数回行った結果、親子の関係に課題を感じたカウンセラ

ーが学校と相談の後、保護者へのカウンセリングを行うことにした。保護者へは、本人の状態について、不安が

強いことを理解してもらい、改善を図るための対処法について話し合うことができた。その結果、親子関係も改

善し、不登校解消について男子生徒と保護者を交えてカウンセリングの場をもつことができた。カウンセリング

の内容を学級担任や生徒指導担当者につなぎながら、学級担任と保護者が話し合いの場を多くもつようになり、

その結果、男子生徒は自力で登校できるようになった。 

 
 
 
【事例３】災害発生時の児童生徒の対応について研修を深めるための活用事例（⑮） 

熊本地震が発生したことを受け、実際に児童生徒が大きな災害に遭ったときの対応について講義を行った。 

地震発生直後であったこともあり、スクールカウンセラーが派遣されている中学校区の小学校の教職員との合

同研修会という形で研修会を実施した。 

研修会では、スクールカウンセラーが、過去、被災地に派遣されたときに体験されたことをもとに、教職員が

注意すべきことについて話をされた。 

地震・災害の心と体の反応として様々な変化が起こる、これは誰にでも起こることで、命を守るための反応で

ある。大きく分けて、「過覚醒」・「再体験」・「回避・マヒ」・「解離」の４つで、大人より子どもの方が反

応が出やすいため、心のケアは大変重要であるという内容であった。 

参加した教職員からは災害が発生したときの自らの役割を再認識するとともに、児童生徒の心の理解について

考える良い機会となった。 

 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ○ 活動実績の推移について 

年度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

対応件数 ６，８４７ ７，９９２ ７，３１１ ６，６２４ ６，８８５ 

    スクールカウンセラーの相談活動内容は年々複雑化しており、対応が難しくなってきている。その内訳

として、不登校（Ｈ２８年度 １，９６５件）や発達障がいなどの性格行動（Ｈ２８年度 ９８１件）が

多くなっており、臨床心理士などの専門性をより必要とする事案の増加がうかがえる。 

  ○ 不登校児童生徒への指導結果の状況「Ｈ２７年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」 

    不登校児童生徒へのスクールカウンセラーの対応については、「Ｈ２７年度児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査」の結果を見ると、「指導の結果、登校するまたは登校できるようになった

児童生徒」に特に効果のあった学校の措置として、小・中学校ともに「登校を促すため、電話をかけたり

迎えに行くなどした」、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談にのるなど様々な支援を行った」とほ

ぼ同様の数値で「スクールカウンセラー、相談員等が専門的に相談にあたった」があげられるなど、昨年

度同様に確実に成果を上げていることがうかがえる。 

 

（２）今後の課題 

  ○ 学校におけるスクールカウンセラーの配置等に関する要望は年々高まっており、その対応件数も増加し

ている。配置人数の増加については、予算や人材確保が大きな支障となり、配置状況は現場のニーズに十

分対応できていない状況がある。 

 ○ 県立学校に対する配置が課題である。平成２９年度より県立学校へ配置・派遣が可能な体制を整備して

いく。 

  ○ スクールカウンセラーの資質の向上に向けては、県教育委員会主催で実施する研修会のほか、臨床心理

士会や教育相談学会など様々な団体がそれぞれの構成員を対象として研修会を実施しているが、スクール

カウンセラーに準ずる者については研修の機会が乏しく、有資格者と準ずる者の取組に開きが生じてい

る。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等児童生徒の問題行動等の対応に当たっては，学校における教育相談体制の充実を図るこ

とが重要である。 

このため，児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者等をスクールカウンセラ

ー又はスクールカウンセラーに準ずる者として，すべての教育事務所にスクールカウンセラーを配置し，小

中高校に派遣し，児童生徒の問題行動等の解決に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

全ての中学校に派遣する。小学校，高等学校においては，希望する学校のうち県教育委員会が，地域，学 

校の実態等に応じて派遣校を決定する。 

 生徒指導上の課題が多く，カウンセリング等の必要性がある事案が多数発生している学校を最重点派遣校

とし，週１回の年間３５回配置している。 

 スクールカウンセラー等の採用においては，公募するとともに県臨床心理士会の推薦を受け，採用してい

る。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態（重複して資格を有している場合は、①→②→③の順に整理すること。 

○配置校数 

小学校     １０５校 

中学校     ２２４校 

高等学校     ３０校 

 

○ 資格 

（１） スクールカウンセラーについて 

① 臨床心理士  ５１人 

② 精神科医    ０人 

③ 大学教授等   １人 

（２） スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者      １人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者  １３人 

 

※主な配置形態について（配置時間等については、複数記載してもかまわない。） 

    単独校  ３０高等学校   （年１０回・１回３時間） 

    巡回校 １０５小学校    （年 ３回・１日３時間）（８教育事務所に配置） 

        ２２４中学校    （年１２回・１日３時間）（８教育事務所に配置） 

 
 
 

鹿児島県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 
   スクールカウンセラー，各教育事務所指導主事等，市町村教育委員会指導主事等，関係高等学校担

当者 

（２）研修回数（頻度） 
   年２回  ※２回目は，スクールソーシャルワーカーと合同で研修会を実施 

（３）研修内容 
   研究協議，情報交換，講師による講演等 
（４）特に効果のあった研修内容 
   地区別による情報交換（各教育事務所ごと，職種ごと） 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  有 
○活用方法 

① スクールカウンセラーに対する指導・助言 

② スクールカウンセラー研修会等における指導・助言 

③ 緊急事案や困難事案に対するカウンセリング 

（６）課題 
   スクールカウンセラー配置事業の効果的な実施において，研修会等を活用して，スクールカウンセ

ラーと市町村教育委員会の指導主事の情報共有や支援の検討を行うことが重要であるが，離島の多い

本県では，研修会の参加に宿泊が伴うなど，時間や旅費等の確保が難しく年２回の研修会を開催する

に留まっている。 

 

 

 

 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】児童生徒の発達特性に応じた組織支援のための活用事例（⑫発達障害等） 

○ スクールカウンセラーの取組 

 ・ 発達特性が疑われる児童生徒への継続的なカウンセリングを行う。 

・ 発達支援の専門的な知見から，該当児童生徒への対応について教職員や保護者にコンサルテーションを

行い，特性に応じた継続的な支援を行う。 

・ 保護者や学校の了解を得た上で，専門機関へ該当児童生徒の面談状況等の情報提供を行う。（専門機関 

へのつなぎ） 

・ 保護者からの依頼を受け，心理検査等を実施し，児童生徒のアセスメントを行う。 

○ 他機関との協働などの工夫 

  ・ スクールカウンセラーへの相談をもとに，市町村の教育相談員，スクールソーシャルワーカー，福祉部

局の担当者が，情報共有し，連携した支援を行う。 

   

【事例２】被害者支援のための活用事例 

○ スクールカウンセラーの取組 

・ 該当児童生徒及び保護者に対する緊急的なカウンセリングを行う。（心理状況の把握，心理教育等） 

・ カウンセリングを通して把握した該当児童生徒の心理状況を整理し，関係職員が保護者に対して説明す 

る際の資料を作成する。 

・ 該当児童生徒の対応について保護者，管理職及び関係教職員にコンサルテーションを行う。（具体的な 

配慮事項を示す） 

○ 他機関との協働などの工夫 

・ 市町村所属の教育相談員等と連携し，必要に応じて継続的な支援を行う。 

・ 当該児童生徒の状況について，警察や児童相談所，福祉部局と情報共有し，連携した支援を行う。 

 

【事例３】児童生徒への適切な支援のための活用事例（⑮） 
○ スクールカウンセラーの取組 

・ 児童生徒向けに，心理検査（エゴグラム等）を活用した人間関係づくりやストレスマネージメントの授 

業を実施する。 

・ 教職員や保護者に対して，カウンセリング技法や児童生徒との関わり方，思春期理解等の講話を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

年度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

相談件数 

（件） 
５，８３８ ６，９７９ １１，６４６ １２，４０２ １２，４０７ 

・ 小中連携の視点から，課題のある児童に対して，中学校に配置されているスクールカウンセラーが面談 

 を行う等，柔軟な対応を行っている。小学校でも積極的に活用するという意識が高まってきている。 

・ 児童生徒とスクールカウンセラーとの面談の中で，関係教職員も把握できていない悩み（家庭状況等） 

 が明らかになり，今後の対応に参考となった。 

 

（２）今後の課題 

  ・ 派遣回数及び派遣時間（１日３時間）に限りがあるため，継続したカウンセリング等を実施することが

難しい。決められた時間の中で効果的な活用の在り方を検討していく必要がある。 

・ 校内における相談活動が基本であるため，不登校児童生徒など，登校できない児童生徒への活用ができ 

ない。 

・ 離島に臨床心理士等の資格を持つスクールカウンセラーが少なく，スクールカウンセラーの派遣に多額 

の旅費がかかる。そのため，派遣回数が限られてしまう。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（平成２８年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為などの問題行動の未然防止、早期発見及び早期解決を図るため、臨

床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラー及びこれに準ずる者（以下「スク

ールカウンセラー等」という。）を小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校へ配置し、活用及び効果等

に関する実践的な取り組みを推進し、学校における児童生徒理解及びカウンセリング機能等の充実と児童生

徒の問題行動の解決に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

① 小中連携、兄弟ケースへの対応を考えて、可能な限り中学校校区内に同一のスクールカウンセラーを配

置している。 

② 前年度配置校からの要望や配置校を訪問し、スクールカウンセラー本人の希望や児童生徒等の状況

等を確認し配置している。 

③ カウンセリングの継続のために同じスクールカウンセラーを希望する学校については、できるだけ

変更がないよう配慮している。 

④ カウンセリングにできるだけ切れ目がないよう年度当初からスクールカウンセラーの活用ができ

るよう、学校配置や辞令交付を行っている。 

 

（３）配置校数・資格・主な勤務形態  

※配置校数について 

小学校             １８３校 

中学校             １４５校 

高等学校             ６９校 

特別支援学校            １校 

 

 （１）スクールカウンセラーについて： 

① 臨床心理士 ５２人 

② 精神科医   ０人 

③ 大学教授等  １人 

 

 （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者        １２人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者       ３５人 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                         ０人 

  

 

 

沖縄県教育委員会 



（３）主な配置形態について 

    単独校       ９中学校    （週１日・１回４時間、１回２～４時間） 

              ８小学校    （週１日・１回３時間） 

              ４高等学校   （週１日・１回４時間） 

              １特別支援学校 （週１日・１回４時間） 

    拠点校      ４９中学校    （週１日・１回４時間）（週２回・１回３時間、１回２時間） 

                      （週５日・１回３時間） 

    対象校      ８８中学校    （週１日・１回２時間～７時間）（週２回・３時間×２） 

   （配置計画あり） １４２小学校    （週１日・１回３時間） 

             ３０高等学校   （週 1日・１回４時間） 

    対象校（計画無し） ３中学校    （週１日・１回２～３時間） 

３２小学校    （週１日・１回２～３時間） 

   巡回校      １６高等学校   （週１日・１日４時間） 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制について 
（１）研修対象 

① 沖縄県スクールカウンセラー連絡協議会 

スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者、市町村教育委員会指導主事、各教育事務所指

導主事、義務教育課指導主事、県立学校教育課指導主事 

② 各教育事務所管内スクールカウンセラー連絡協議会(各地区２回) 

管内スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、小中アシスト相談員、各小中学校教育相談担

当教員… 第１回のみ参加 

  ・第１回 地区配置のスクールカウンセラー、SC 配置校の教育相談担当教諭等、市町教育委員会担当

指導主事、（スクールソーシャルワーカー、小中アシスト相談員等の支援員） 

  ・第２回 地区配置のスクールカウンセラー、市町教育委員会担当指導主事等 

 
（２）研修回数（頻度） 

① 県開催の研修会は年１回（委嘱状交付式並びに連絡協議会） 

② ６教育事務所（国頭,中頭、那覇、島尻、宮古、八重山）で年２回（各教育事務所で地域の実情やニー

ズに合った研修を実施） 



（３）研修内容 
 第１回目 

①  平成 28 年度スクールカウンセラー事業説明        生徒指導担当主事 

「スクールカウンセラーの業務内容について」、「効果的な SC の活用や連携のあり方について」 

②  SC、ＳＳＷ、小中アシスト相談員、教育相談担当教員調整・協議 

第２回目 

① 講義Ⅰ「県内少年非行の現状と対応策（課題）」 県警少年サポートセンター 

② 講義Ⅱ「県内虐待事案の現状と対応策（課題）」 中央児童相談所 

③ 説明 「管内問題行動等の現状と課題」     生徒指導担当指導主事 

④ 協議 「発達に課題を抱える児童生徒への支援の進め方」 

 ○各教育事務所に行われる研修会は、1回目の内容はほぼ同様である。２回目の研修内容は教育事務所に

よって異なる。上記のほかに以下のような研修会がもたれた。 

・緊急支援におけるスクールカウンセラーと市町村教育委員会の役割について 

・学校との連携の在り方  

 ・スクールカウンセリングにおける自殺予防（自傷行為に着目して） 

 ・学校現場における倫理的対応 

・事例検討会 

   

（４）特に効果のあった研修内容 
・大学の講師による、本地区の不登校児童生徒への対応事例へのスーパーバイズ。 

・SC、ＳＳＷ、小中アシスト相談員、教育相談担当教員調整・協議（第１回研修会） 

   （児童生徒の情報交換、出勤曜日・時間帯等の調整を行う） 

・緊急支援におけるスクールカウンセラーと市町村教育委員会の役割について 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 なし  

○活用方法 なし 

 
（６）課題 

スクールカウンセラー個々のスキルの差があり、スクールカウンセラーの資質・能力の向上を図るために、

研修の充実を図る必要がある。また、離島では地区在住のスーパーバイザーがいない状況である。お互いで事

例を出して学び合っているが、深まりに欠けるため、スーパーバイザーの不在が大きな課題である。 

また、スクールカウンセラーの活用のために、効果的な取組等を周知する場や機会を設定する必要がある。 

その他にも、以下のような課題が挙げられる。 

○ 資質向上に値する講師等の人材不足（離島） 

○ 直前まで参加の有無が確定しないため、事例研究協議をもつことができない。 

○ 定期的な事例検討会・連絡協議会等の開催が難しい（離島） 

○ 他業務との兼職の者が多く、研修を欠席するカウンセラーがいる。 

○ スクールカウンセラーの資質向上のためには年間２回の研修では少ない。 

今後は、スーパーバイザーの設置を行い、スーパーバイザーを活用した研修の機会を増やすことで、

スクールカウンセラーの資質向上を図りたい。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】友人関係のための活用事例（ ⑤ ） 

  ・友人関係で悩む児童の悩みを丁寧に聞き取り、原因が何であるのか、改善すべき点がなんであるのかなど

SC が具体的にアドバイスをした。また、この児童の悩みや解決すべき点、配慮事項などを担任や教科担任

と情報共有を行い、児童に配慮した環境づくりを図った。その後、うまく友人関係の修正を図り、現在は

自分でも気軽に相談したり、自分で解決を図ったりできつつある。 

 

【事例２】性的な被害のための活用事例（なし） ※精神疾患が疑われる生徒のための活用事例（①⑩） 

（不登校気味で登校してもほとんどしゃべらず、教員の問いかけに対する発言の内容が奇異なため、スクール

カウンセラーに相談が持ち掛けられた女子生徒のケース） 

  不登校気味で学校に登校してもほとんどしゃべらないため、教員が自宅での様子を尋ねた際、「現実的には

考えられないと思われる音が聴こえてくる、恐怖を感じる」等の発言がある。対応に困惑した教員からスクー

ルカウンセラーへ相談があった。 

  スクールカウンセラーが面談した本人の様子や発言の内容等から、精神疾患の疑いがあると判断し、教員に

対しては本人の医療機関への受診を勧めた。 

  その後、教員から保護者に対し医療機関への受診を勧めたところ、保護者と本人で医療機関を受診すること

となった。 

  受診の結果、統合失調症の前駆症状の疑いとの診断が出される。スクールカウンセラーがその医療機関でも

勤務していたことから、精神科医師と本人の状態や対応方法について適宜情報交換を行った。 

  本人への対応については、不登校への対応も含め、健常な生徒の場合とは異なり、精神疾患を理解した上で

適切な配慮が求められるため、スクールカウンセラーから担任等に対して本人と対応する際の注意点、具体的

な対応の仕方等について説明を行い、教員への支援を行った。 

  その結果、担任を通じて関係する教員の間で本人への関りについての情報共有を行い、教員間で混乱するこ

となく適切な対応を行うことができるようになった。 

本ケースでは、 

（１）スクールカウンセラーが精神疾患の疑いをアセスメントし、早期に医療機関につなげたこと 

（２）学校側で必要な医療的なケアの情報を医療機関との間で仲介し取得することができたこと 

（３）その情報を学校内の関係する教員間で共有することができたこと 

によって不適切な対応で本人の病状が悪化することを防ぎ、その後の学校生活も維持できるようになったと考

えられる。また、教員においても本人の言動の原因が理解できたことから、学校現場が困惑することなく安定

した関わりを持つことができるようになったと考えられる。 

 

【事例３】教育プログラムの活用事例（⑮） 

 「アサーション〜自分も相手も大事にした自己表現〜」 

教師から「生徒同士のコミュニケーションの中で、口調のきつい言葉、バカなどの屈辱的な言葉が聞かれる。

少人数のクラスのためお互い気心が知れており何でも言い合える関係であるが、卒業後、生活する社会が広が

るなかで他者とのよりよい関係を築いてゆくための学びの機会がほしい」というリクエストから、教師と SC

で３つの自己表現を寸劇で演じるプログラムを実施。縦割りのグループ学習形式で、生徒にも台本作成から演

じるところまでを行ってもらった。 

実施後の感想をみた範囲においては、「ねらい：自分の気持ちも大切にしながら相手の気持ちも尊重し、思

いやりを持ったコミュニケーションについて知り、実践することができる」を果たしたと思われる。   
 



【４】成果と今後の課題 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○ SC による、気になる生徒の様子観察のための授業参観と、管理職・関係職員との指導に対するアドバイ

ス等の意見交換の場を設定し、今後の指導の見立てなど確認することができた。 

○ 小中学校において、児童生徒・保護者・教員からの面談・相談希望が多く、特に生徒指導面(不登校、い

じめ、発達に課題を抱える児童生徒への対応等)の効果が大きい。また、カウンセリングをとおして、保

護者が子どもに対する理解を深め、専門機関や有効な病院を保護者に紹介し、成果を上げている。 

○ 改善が数値として現れるまでには至っていないものの、特別な支援が必要な生徒に対する対応の在り方

について、スクールカウンセラーとしての専門的な立場から保護者や教員に対して具体的に指導・助言

することにより、学校における支援だけでなく家庭における支援についても改善が見られた。 

○ スクールカウンセラーによるカウンセリングは、心理的な課題を抱えている児童とその保護者の困り感

を軽減することができ課題解決へと向うことができた。また、スクールカウンセラーによる専門的な立

場からの助言は、教員にとっても精神的な支えになった。 

○ 登校を渋る児童の母親に対し、生活リズムを整えることや抵抗を示しても毅然とした対応でルールを守

らせること、「タッピング・タッチ」についての資料提供等、カウンセラーの適切な助言と支援により、

児童の問題が改善された。 

○ スクールカウンセラー等活用事業の成果として中頭地区では不登校生徒数の減少が挙げられる。 

配置中学校では、平成 25 年度は 42 名、平成 26年度は 24名、平成 27 年度は 11 名、平成 28年度は

６名と減少している。 

○ 校内研修等での活用が促進され、教員の資質向上につながっている。 

 

（２）今後の課題 

○ 多くの離島を抱える本地区において、十分な相談活動を行うためには、SC の配置時間数の不足が現状で

ある。児童生徒、保護者からのニーズも高まっていることから、1日の勤務時間数の増及び離島校での相

談活動の場合は 1泊して十分にフィードバックできるよう時間の確保が必要である。 

○ 各小中学校からの要望として、派遣(勤務)時間の増を望む声がとても多い。 

  ( 相談要望者が多く、優先順を付けて対応している。関係機関との対応・連携にかかる時間がとれない、

教師へのフィードバックの時間がとれないのが現状。 ) 

○ 各小中学校からの要望として、年度修了の日(３月２５日)迄の勤務を望む声が多い。 

  ( 卒業、進学に向けての相談要望が多いため ) 

○ 各地区で行われる研修会等(年２回)は「悉皆」であることを採用条件に付けて欲しい。 

  ( 別業務で参加者が少なく、協議等の計画が立てられないため ) 

○ 小学校においては、「発達に課題を抱える児童への対応」に悩む保護者、教師が多いため SCにもそのス

キルの向上を図る研修会等の必要がある。 

○ 問題を抱える児童生徒が増加してきたことで、スクールカウンセラーの対応が追いつかない状況がある。児童

生徒ひとりひとりに十分な支援をしていくためには、スクールカウンセラーの増員、相談時間の増加等が望ま

れる。 

○ 学校の意向に添った対応ができず、学校と保護者の信頼関係を損なう事例が見られた。また、児童生徒や保護

者に寄り添ったカウンセリングができない等、スクールカウンセラーの資質に係わる課題について、学校から

教育事務所へ苦情や相談があった。児童生徒が抱える問題の背景が多様化、複雑化する中、児童生徒や保護者

への対応のあり方や学校組織の一員として業務にあたる自覚等、スクールカウンセラーの資質向上が望まれ

る。資質向上のための研修会等が必要である。 

   ○ 登校復帰率の増加を成果指標としている。 
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